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はしがき

本書「教育者・学生のための知的財産教育教本」（第２版）は、平成１９年度に採択さ

れた現代的教育ニーズ取組支援プログラム（文部科学省）『教職を目指す学生への実践型

知財教育の展開－学生による指導案と教材の開発及び検証を通した知財教育の展開－』（以

下、「本現代教育ＧＰ」）の成果物である。

本現代教育ＧＰの目的は、教職を志望する学生による初等・中等教育用知財教育指導案

制作、教育コンテンツ（実物教材、メディア教材）制作、並びに模擬・検証授業による効

果測定等を実施し、知的財産に関する指導的教育者養成プログラムを構築することである。

このプログラムは、「初等・中等教育における知財教育で必要となる指導案と教材の開発

教程」、「教育実践を通じて教育効果の測定と教育改善を行う能力を育成する教程」の２

つの教程で構成され、本取り組み実施校である山口大学内で教養教育及び専門教育の永続

的なカリキュラムとして組み込まれている。なお、取り組みの成果は、本教本（第２版）、

本現代教育ＧＰのＨＰ、木村研究室ＨＰ等を通して他の教育機関にも提供されており、初

等・中等教育機関における実践的な知財教育普及に資することが期待される。本書（第２

版）は、一義的には山口大学内で本現代教育ＧＰプログラムを受講する学生のために作成

されたものであるが、知財教育普及のために上記ＨＰからもその内容が配信されている。

本書（第２版）は、平成２０年度に作成された第１版の増補改訂版として位置づけられ、

高専・専門高校における実験協力校事業（現：推進協力校事業）や知財教育先進校の取組

で培われた実践から得られた教育手法を整理し理論化・体系化を図った内容と、山口大学

教育学部・工学部等で実施されている知財教育から得られた内容をまとめたものである。

これにより小中高の実践事例に理論的背景等を含む一通りの知財教育体系が示されたもの

と理解している。

さて、本書（第１版、第２版）作成にあたり、高等学校で先進的な知財教育を実践され

ている教員を中心に教本出版委員会を組織化している。本書完成は、プログラム受講者で

ある山口大学学生と取組担当教員の努力も重要な要素として挙げることができるが、何よ

りも教本出版委員の当大学学生に対する知財教育に関する惜しみない御協力、中でも精力

的に委員会全体を主導していただいた前小倉工業高等学校校長 篭原裕明先生及び関係の

諸先生方の御協力の賜だと思います。ここに、再度、謝意を表明させていただきます。

本現代教育ＧＰ取組代表者

山口大学大学院技術経営研究科 木村友久

【本現代教育ＧＰのＨＰ】本書の配信、模擬・検証授業等のビデオ配信等

http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~gp2007/

【木村研究室ＨＰ】http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/exterorg/exterorg.html
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１ はじめに

我が国における初等中等教育段階の知的財産教育は、１９９８（平成１０）年に特許庁

で編集・出版された『産業財産権（当時、工業所有権）標準テキスト（特許編）』の工業

高校への無償配布と、２０００（平成１２）年から始まった「工業高校における産業財産

権標準テキスト実験協力校事業（現：推進協力校事業）」に端を発し、その後、高等専門

学校、商業高校、農業高校へと広がりを見せてきた。以後１０年間にわたる実践を通して、

その取組は専門教科・科目を中心に広がり、日常の色々な機会を通した学習活動へと展開

している。

また、２００２（平成１４）年には知的財産基本法が制定された。その中で、２１世紀

の国際競争社会を生き抜く知的財産立国を目指すためには、ベースとなる知財人材の育成

と国民の知財マインドやモラルの醸成が重要であり、子供の頃からの知的財産に対する教

育の必要性が謳われている。推進計画では、毎年その方向性が定められ国の施策として推

進されている。

この度告示された新学習指導要領では、「生きる力」の育成を基本に、基礎学力の向上

とあわせて、思考力や判断力、表現力、創造力の育成や倫理観の成就等が示されている。

また、知的財産についても、関係する教科・科目の中でその取り扱いが示されている。

経済や産業だけでなく、環境や社会構造が急激に変化する世界で、資源の乏しい我が国

が生きて行くには科学技術の力が最も重要であると言われるが、その基盤となるのが人材

を育成することである。世界的にも、２１世紀は知識基盤社会といわれるが、人々が幸せ

に暮らせる社会を創るためには、人間の知恵を生かし、これまでに積み重ねられてきた人

類の知識を有効に活用し、新しい未来を拓ける人材の育成が大切である。

このような中で、これまでに積み重ねられてきた知的財産は人類の英知の結集であり、

今進められている取り組みから知的財産教育は、私達の未来への架け橋として重要である

ことがわかる。これまでに先進的な実践されてきた事例に学びながら、すべての学校であ

らゆる学習の機会を捉えた取組を目指すことが大切である。
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２ 知的財産教育とは

(1) 意義と必要性

□知的財産は「豊かな社会を築く！」

知的財産基本法では、「知的財産」を「人間の創造的活動により生み出されるもの」と

し、「知的財産権」を、「知的財産に関して法令により定められた権利」と定めている。

つまり、「知的財産」は「人間の知恵や工夫などから生まれるもの」で、また、「知的財

産権」は人間の幅広い知的創造活動の成果に対して、「その創作者に一定の権利保護を与

えるようにした制度」と言える。

同法では、更に「国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現」し「新たな知的財産

の創造がなされる基盤を確立」することで「国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造

に寄与する」ことを定め、これからの日本が豊かな社会を築くため「知的財産立国」とし

て歩む方向を示している。

また、「知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学

習の振興…（中略）…に必要な施策を講ずる」とし、また「知的財産の創造、保護及び活

用を促進するため、…（中略）…人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずる」

として、知的財産教育の推進の必要性を定めている。

国民が知的財産に関するモラルやマインドを持つことは、地球環境や経済、産業構造が

急激に変化する２１世紀のグローバルな社会を世界の人々と共に乗り越え、文化的で豊か

な生活を送るために重要である。その基盤として青少年への知的財産に関する教育を進め

ることは大変意義があり、２１世紀の日本を担い、世界で活躍できる人材を育成し、広く

国民全体が知財人材としての意識を持つことを目標としているのである。

そのためにも学校教育のさまざまな場面で系統的・体系的な知的財産教育を行い、児童

・生徒・学生が知的財産のモラルやマインドを持ち、知的創造力を育み、知的財産権につ

いての知識を学び、活用体験を通して知的財産に関する基礎的な力を養うことが望まれる。

国民として、知的財産に対する理解と関心を高めることに加えて、経済活動の根幹をな

す産業基盤を支える人材の育成が重要であり、厳しい国際競争の中で世界をリードするに

は知的財産の創造、保護、活用ができる人材を育成することが期待されている。知的財産

教育は日本のものづくり力を支えるには必要不可欠の学習である。

□知的財産は「未来を見つめ、創造力を育てる！」

人類は長い歴史の中で、常に厳しい自然と向かい合いながら五感を生かし、創意工夫し、

生活を豊かにしてきた。その姿は、人類が本来持つ未来を見つめ生きていく力そのもので

ある。その中で科学技術は進展し、産業として発展し、今の社会を築いてきた。その基と

なるのが人類の知恵であり、知的創造の歴史そのものである。

近代の知的財産の歴史をひもとく中でも、多くのことを学ぶことが出来る。明治以降の

近代化を支え、これまでの日本の経済を世界のトップにまで押し上げたのは国民の勤勉性

と技術力であるといわれる。その業績が知的財産権として集約されている。ものづくりを

通して日本を世界のひのき舞台まで引き揚げたのは、発明制度に触発され発明家を志し木

製人力織機から自動織機へと発明と産業を繋ぎトヨタ自動車の基礎を築いた豊田佐吉翁
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や、二股ソケットから総合電器メーカーとて世界のパナソニックの基礎を築いた松下幸之

助翁、養殖真珠に一生を捧げ世界のミキモト真珠を創業した御木本幸吉翁など、あげれば

枚挙にいとまがない。現在においても、世界でしのぎを削る中村修二氏の青色発光ダイオ

ードや、世界の先端を走る山中伸弥氏の i ＰＳ細胞の研究など、数多くの事例に学ぶこと

が出来る。世の中の経済動向が大きく変化する中で、必要なものを作れば売れる時代から、

買い手に選ばれる時代に移っている。身近な携帯電話や薄型テレビなど生活に密着したも

のは、人に優しく環境に配慮し、消費者のニーズに合うものであることが必須となってい

る。今、私達が手にするものは創意工夫した知的財産の積み重ねであると言える。しかし、

これらの技術力や出来上がった製品は一朝一夕に出来たものではなく、これまでの知的財

産の歴史の中には、一つ一つに隠された秘話が数多く残されている。それは試行錯誤の連

続であり、学問の原点を突く出来事であり、判断力やチームワークなど、権利化されたも

のの背景には、それ以上に学ぶ教育的価値がある。まさに、知的財産は学びの宝庫であり、

「未来を見つめ、創造力を育てる！」原点である。

現在、教育には「生きる力」が求められ、そのための思考力や判断力をつけることが重

要になっている。創造と体験の学習における生きた教材として知的財産は、「考える力」

を育て、「創造性を高める」教育を行える極めてすぐれたものである。

次章では、小中学校や高校での教育の中で素朴に行っている知的財産教育の事例を示し

ながら「誰もが出来る知的財産学習」を紹介した。今後学ぶ参考にしていただきたい。
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(2) 実際の取組から

□小学校・中学校での取組

小学校および中学校における知的財産教育では、身の回りの知的財産に接することによ

り、その製品やサービスに込められた工夫等

の発見や理解を深めることができると思われ

る。

ここでは、身近な商品についてネーミング

を通して商標の意義を学ぶ学習指導やケント

紙を利用した創造性を育成する学習指導の例

を示す。

＜知的財産の制度を理解する学習教材＞

小中学校における知的財産の制度を理解す

る学習教材として、身近な飲料の特徴や印象

から名前を考案する「目指せ！ネーミングマ

スター！」を示す。

学習指導案

授業者 山口大学教育学部 榎 麻里子

１ 単 元 目指せ！ネーミングマスター！

２ 目 標 ネーミング体験を通して、商標を楽しく身近に感じることができるようにする。

３ 学習の展開

学習活動・内容 教師の支援・留意点

(1)身の回りの商品を思い出す。 ○具体物や写真を見せ、商品を思い出しやすくする。

○商品のジャンルを限定して膨らみやすくする。

○実際にジュースを飲んで、商品名と商品の関係のおもし

ろさに気付かせる。

(2)ジュースと商品名の関係を考える。 ○ネーミングの効果や条件について説明する。

・例：Gokuri ○飲料のイメージと商品名を結びつけるような支援をする。

○ジュースを飲んで、ネーミングの五大条件を踏まえた商

品名を考えるように指示する。

(3)ジュースに商品名をつける。 ○どんな商品名があるのか様々な考えを聞く。

・商品名をふせて使用する。 ○ネーミングの五大条件を振り返り、他にも工夫されている

・とろとろフリューニュ 身の回りの商品に気付かせる。

(4)ネーミングについて振り返る。 ○身近にある山口限定の商品のネーミングにも注目してみ

・山口オレンジジュース る楽しさを知らせる。

学習教材（スライド）

このジュースの

砂糖類
(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、

牛乳、脱脂粉乳、
デキストリン、食塩、
安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、

酸味料、香料

知的財産教育フォーラム（2009.10.31 山口大学）

での模擬授業「目指せ！ネーミングマスター！」
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＜創造性を育成する学習教材＞

創造性開発の学習教材として、紙コップとケント紙だけでできるだけ多くの重りを支え

る橋を作成する「強い橋作り」を示す。

学習指導案

授業者 山口大学教育学部 宇佐美 真人

１ 単 元 強い橋づくり

２ 目 標 楽しいものづくりを小学校の内から経験することで、店頭に並ぶアイディア商品の

おもしろさを理解したり、既製品を買うばかりでなく、自ら何かを新しく創り出そうと

する意欲をかきたて、創造力を培う。

・ものをつくることを通して、工夫する楽しさや、工夫の仕方、ポイントを知る。

・材料を加工して問題解決の方法、手段を知る。問題解決をする力を身につける。

・よりよいものに仕上げようとする意義、意欲をもつ。

３ 学習の展開

学習活動・内容 教師の支援・留意点

(1)橋の作り方や使えるものについての説 ○使う材料や、制作にあたっての注意点などを説明し、作

明を聞く。 業にスムーズに入ることができるようにする。

(2)自分だけで橋をつくる。 ○自分だけの創造力を働かせるために始めは他者のもの

を見ないで作業させる。

(3)他者のつくった橋の鑑賞をし、工夫点 ○見つけた工夫点をひとつひとつ挙げながら実際に真似

を見つけ出す。 して制作させることで、その工夫の良さを実感することが

できるようにする。

(4)ペアになり橋をつくる。

(5)仲間同士で工夫点を共有しながら、

更に丈夫な橋をつくる。

写真左上：紙コップと画用紙を切って、橋を作って

いる児童役の学生

写真左下 ：橋の強度を増すために、試行錯誤し

ている様子。消しゴムは強度を計る

重り。

写真右下：完成した橋について、工夫点をお互

いに説明し合う様子。
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□高等学校での取組

知的財産教育の授業の中で一番充実している時間は、新規性のある自分のアイディアを

出せた時とそれを製作できた時であるように思う。専門高校へ入学したばかりの生徒には、

目的意識の高い生徒もいる反面、専門知識も十分でないことから、目的意識がまだ育って

いない生徒も見られる。そのような目的意識のバラツキがあっても、知的財産教育の授業

が進む中で、多くの生徒が目を輝かせてくる。

ここに紹介する授業は、知的財産教育として特に三つの視点から優れた実践例である。

一つ目は、中学までで身につけた内容である点、二つ目は、ものづくり教育、情報教育と

融合して展開できている点、三つ目に、興味関心を持ちやすく学習意欲が高まる点である。

知的財産教育の中学から高校への接続という視点からも参考にしていただきたい。

ここに実際に行われている授業実践例（鹿児島県立加治木工業高等学校、機械科１年生

の科目「工業技術基礎」）を紹介する。

＜授業の実際＞

「工業技術基礎」は、原則としてすべての生徒が共通に履修する基礎的な科目で、内容

が「知財・情報」、「旋盤」、「手仕上げ」、「電子工作」の四つのパートの実習で構成され

ている。知的財産教育は、この中の「知財・情報」のパートで３時間×７週間の合計21時

間、学習カリキュラムは以下の学習サイクルに沿って実施されている。

(1)１週目：情報リテラシーの確認

インターネットやワープロソフト等を活用する。基本的なことは、中学校で学習し

てきていることから、ここでは、検索作業など知的財産教育に必要な情報活用能力の

復習に重点をおく。

(2)２週目：困っていることの明確化、発想法の学習

生徒一人一人に「今、困っていること」を10テーマあげさせる。すぐには、あげら

れないので１週目の宿題にしておく。次週、黒板に記入させると10人で100もの困っ

ていることが出てくる。批判をしないのがルールで、「授業中、眠い」とか「通学鞄

が重い」等も出てくることがある。２～４人のグループを作り、板書された100の困

っていることの中から、改善したいテーマを一つ選ぶ。生徒自身が改善したいと思え

知的財産教育の学習サイクル 知的財産教育

ものづくり教育

情 報 教 育

情報ﾘﾃﾗｼｰ
（インターネット活用法など）

ビデオ撮影
報告書作成

発表会

試作品

発想法学習
（ブレーンストーミング法）

困っていること
（課題の明確化）

アイディアの創出

設計

達成感

ものづくり

産業財産権の学習
課題の共有

グループ学習
による一体感

ＩＴ機器の活用

工夫改善・喜び

製品化

発表ビデオ
に感動

下級生

「知的財産教育」・「ものづくり教育」・「情報教育」の連携

●授業風景（知的財産教育の学習サイクル）

ＩＰＤＬで検索

困っていることを板書

アイディアの創出

インターネット等の活用授業

特許になる場合もあります

発表会

試作品の製作 アイディア図面
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るテーマを設定することがポイントである。改善

したいと本気で思えば、目標が定まり、その後の

授業がより充実することになる。

テーマが決まったら、アイディアを出したり、

特許電子図書館を活用して従来技術を検索したり

する。グループ内で活発にアイディアを出すため

には、簡単な事例で発想法（ブレインストーミン

グ法等）の練習をすると効果的になる。

(3) ３～５週目：アイディアの創出、設計、試作品の製作

中学までのスキルでアイディアを具体化（製作）する。段ボールやペットボトルな

ど身近な材料を使う。はさみ、カッター、ペンチ、粘着テープ等がセットになった工

具箱をグループごとに用意していると効果的である。ここでは、アイディアを創出す

る創造性学習と手先を使った体験的学習を合わせてすることができる。身近な材料を

使用することで、専門的な技術・技能が無くても試作品として形にでき、すべての生

徒が積極的に取り組む雰囲気ができる。平成２１年度までで、加治木工業高校では、

この授業を通じて、３件の特許も取得できており、生徒の自信にもつながっている。

(4) ６～７週目：報告書作成（ビデオ撮影含む）、発表会

アイディアの創出から具体化したものを報告書にま

とめる。報告書にデジカメ写真をはり付けたり、ビデ

オ撮影をしたりすることで情報活用能力が高まり、そ

のことの発表をすることで、生徒は自信を持つように

なる。興味・関心をもって従来技術を調査し、自分自

身の発想で工夫改善した「ものづくり」を行い、完成

品の動画を撮影し、書類を完成させていく。時には、

放課後も残って取り組んでいるグループもあり、生徒

達は目を輝かせ、つくりあげる達成感を経験している。
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３ 理論と体系化

(1) 知的財産教育の位置づけ

知的財産教育を始めるとき、「知的財産教育」とは何なのか、「知的財産権」と「知

的財産教育」は、どのような関係なのか、と疑問を持ち、実際のイメージがわかない

場合もあるだろう。

図３－１に示すとおり、知的財産教育の目的は、「豊かな未来を創る人材の育成」

であり、その内容には、知的財産権の学習を中核的な位置に含むが、決して知的財産

権だけを扱うものではない。例えば、日常体験や学習体験で得たひらめきを、様々な

アイディアを加えながら工夫改善すること。発想や創造の喜びを体験すること。また、

発想や工夫改善等に必要なスキルを身につけること。さらには、商品企画やものづく

りなどの学習を通じて、おのずと知的財産に関するモラルやマインドが身に付いてい

くことなども知的財産教育の大切な内容である。このように、日常よくある種々の教

育活動を、知的財産教育的視点で捉え直すことができる。

知的財産教育の学校

教育への導入とは、難

しい内容を新しく教え

ることだと思われがち

だが、そうではなく、

知的財産教育の要素の

ほとんどは、各教科科

目の指導の中に既にあ

ったものであり、知的

財産教育的な視点で捉

え直すことである。つ

まりは、日々の授業改

善に他ならない。

(2) 知的創造サイクルと知的財産教育

知的財産を大切にする社会をつくるには、知的創造サイクルと呼ばれる、「創造→

保護→活用」のサイクルの確立が必要である。

知的創造サイクルとは、創造した競争力ある製品等を、権利化等で保護し、それを

販売するなど活用し、資金等を得ることで、新たな創造に結びつけていくという産業

社会における発展的再生産サイクルであり、産業社会に裏付けされたモデルと言える。

図３－２は、その知的創造サイクルと、知的財産教育の要素とを関連づけて表した

ものである。配置されているのは、国民的な素養としてのモラル・マインドを身につ

けること、制度の理解、ものづくりスキルの育成等を通じた創造性の醸成など、代表

図３－１ 知的財産教育と知的財産権
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的な知的財産教育の要素であり、それぞれの要素が知的創造サイクルのどの領域と関

連が深いかを示している。知的創造サイクルという、一見、学校教育とかけ離れてい

るかに見える産業社会のサイクルも、実は学校教育（専門教育とは特に）と深い関連

があることが分かる。そもそも学校教育における教育内容は、社会で生きる上で必要

な要素を分解して各教科科目に配置しているものであり、このように知的創造サイク

ルと各教育の要素が関連し合うことは当然と言えるだろう。

しかし、このように各教科科目に分散配置された学習要素の習得により、社会を力

強く生きぬく力や知恵が必ず身に付くか言えば、そうとは言えない。知的創造サイク

ルの、創造・保護・活用のように、それぞれの学習要素が関連しながら展開していか

なければ、せっかくの発想も形にならなかったり、良い物はできても経済活動に結び

つかないなど、立ち消えてしまうからである。

以上のことから、知的財産

教育とは、これまでの学校教

育の中に点在する学習要素を、

産業社会において裏付けされ

た創造・保護・活用の観点か

ら、意図的・体系的に結びつ

けて指導し、産業社会におい

てたくましく生きる力を育む

ことであると見ることができ

る。

図３－２ 知的創造サイクルと知的財産教育
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(3) 知的財産教育の要素と学習領域

図３－２の「創造」や「活用」の領域に配置されている“ものづくり”や“ビジネ

ス体験”等の学習は、既存科目の学習領域の中にもあったものである。加えて、「保

護」の領域に配置されている“モラル・マインド”、“制度学習”、“権利化”につい

ても、日常的な学校教育の中で、知的財産権に特化した形で扱われてはいないものの、

道徳やホームルーム活動において展開されてきた人権教育やその裏付けとなる制度学

習と同根のものであり、そのような視点から知的財産教育を捉えると、知的財産教育

は新しい教育分野とは言い難い（ただし、活用を見据えた“権利化”については、こ

れまでの学校教育では、守るだけのものであった“権利”が、守ると同時に活用する

べきものとして、捉え直されている点は異なっている）。

図３－３は、既存学習分野と新しく導入すべき知的財産教育の分野について整理し

たものである。日常的に学校教育で学んでいる内容に含まれる領域（既存学習領域）

と知的財産教育として新たに導入する領域（導入分野１・２）とを明確にした。新た

に導入する領域は、知的財産権に関する全般的な知識や制度学習、モラル・マインド

など（導入分野１）と知的財産の創造する力を身につける学習など（導入分野２）で

ある。既存の学習領域で学習する内容と重ね合わせて効果のある学習をすることが望

まれる。

図３－３ 知的財産教育の実践領域

創造力育成学習

導入分野１

知財マインド・モラル

知財権一般学習

創造力育成ツール活用

専門学習関連知財権学習

消費者としてのモラル

ものづくり・商品企画など

情報とモラル（著作権を含む）

産業財産権（現代社会）

既存学習領域

導入分野２
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知的財産教育は、産業社会の大きな枠組みを知り、生活をする上で知識や知恵を生

かす大切さや創意工夫する態度を持ち、知的財産マインドを身につけ専門知識の学習

や技能習得に生かすことができ、創造力を発揮しようとする意欲、また、その手法の

学習など、幅広い学習が考えられる。図３－４は、知的財産教育の要素を学習領域別

に整理したものである。基礎的と考えられる要素を座標の中心に、発展・応用的と考

えられる要素を外側に配置した。

知的財産教育としての体系立った指導を模索しながら、各学校の実態に合わせて、

可能なところから、部分的に取り入れていく学習を薦めたい。

図３－４ 知的財産教育の要素と学習領域

モラル・マインドの領域 制度学習の領域

興味・関心の領域 創造学習の領域

起業体験

ビジネス体験

ものづくり

体験学習 工夫・改善

創造学習ツールの活用

創造力育成の体験

コンプラアイアンス

モラル

マインド

知的財産権制度の概要

産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）

産業財産権の活用

著作権・種苗法

（モチベーション）
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(4) 知的財産教育における知的財産権学習と創造性学習と体験的学習

知的財産教育における学習分野は、「学校教育における知的財産教育の体系化と系

統化」（参考文献参照）において、大きく３つに分けられることが示されている。「知

的財産権の学習の分野」「創造性学習の分野」「体験的学習の分野」である。

前述（１頁参照）の実験協力校事業等の取組を通じた実践を通じて明らかになって

きたことがある。その一つは、特許制度の内容やその役割の理解等（「知的財産権学

習の分野」）は、生徒に創造への意欲やスキル（「創造性学習の分野」）が身に付いて

いなければ、自分と関わることとして認識されにくく、身につきにくいということで

ある。創造性を育むことなしに知的財産権の制度学習のみが先行すると、知的財産権

を創造・保護・活用しようという意欲が生じにくいばかりか、知的財産権を侵すこと

がないようにと、知的財産そのものを倦厭する方向に向きやすいのである。

そこで、創造性を伸ばすための取組として、ロボットコンテストに向けたロボット

づくりを通して生徒の創意工夫を引き出すことや、座学形式の授業における発想ツー

ル（ＫＪ法）の活用などの授業展開が進められてきた。その教育実践を通じて、生徒

が創造性を発揮し、それを形にできるかどうかは、その生徒が「これまでどんな体験

をしてきたか」や「いまどんな体験」をしているか、その生徒に対し「いま教師がど

のように関わっているか」ということ（「体験的学習の分野」）が、大きく影響する

ことが解ってきた。

以上のことから、前述の３分野を３層構造として整理した。最下層である第３層に

「体験的学習の分野」を配置し、そして体験から生じる創造性を引き出しさらに伸ば

す第２層の「創造性学習の分野」、創造したものを保護・活用する第１層の「知的財

産権の学習の分野」とした（図３－５）。各階層について、各階層ごとを平面的に進

める学習では、その範囲での深まりと広まりを求めることができる。また、各階層を

図３－５ 知的財産教育の３つの学習分野
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垂直的に掘り下げて学習をすることにより、各分野の学習に重みを増し、体験的で創

造的に学習を行うことになる。

幼児期から高等学校に至る様々な学習の機会を通じて、「体験」と「創造」の積み

重ねながらの第３層から第１層に向けての学習展開が理想であろう。そのため、高等

学校においては、これまでの「体験」・「創造」の機会が十分あれば、第１層の「知

的財産権学習の分野」の指導のみでも、高い教育効果を得られると考えられる。しか

しながら、現在、高等学校において実際に成果を上げている手法は、第１層の教育効

果を得るために、第１層で学ぶ権利の内容に関係する第１層「体験」と第２層「創造」

を学習する機会が設定されているものが多い。これは知的財産教育から見た、幼児期

から小中学校の発達段階における「体験」と「創造」分野の教育が、十分でないとい

うことを示す一方で、下向きに掘り下げる学習スタイルによりそれを補完することが

できることを意味している。

知的財産教育の第１層にあたる「知的財産権学習の分野」については、知的財産権

の学習内容をモジュール化して整理し、必要分野の学習目的に合わせて選択できるよ

うにした（図２－６）。これはすでに、「産業財産権標準テキスト（総合編）指導カ

リキュラム・マニュアル」（発行：(独)工業所有権・情報研修館）に掲載され、全国

の専門高校を中心に活用されている。

図２－７は、「知的財産権」と「知的財産」及びそれを支えている「体験」と「創

造」を産業から見て整理したイメージ図である。技術やノウハウに経済的等の価値を

図２－６ 知的財産教育における知的財産権学習の分野（モジュール化）

出典:｢産業財産権標準ﾃｷｽﾄ(総合編)｣を活用した産業財産権学習のすすめ産業財産権指導ｶﾘｷｭﾗﾑと指導ﾏﾆｭｱﾙ-教師(指導者)用指導資料-
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見いだすことで、それらは知的財産として認識され、その知的財産を権利として保護

・活用が必要な場合、それは知的財産権となり、保護期間が過ぎれば、それがまた知

的財産に戻る。これらの産業上の仕組みを支えているのは、「創造」と「体験」であ

る。「創造」とは、創造のきっかけとなる「気づきやひらめき」がまずあり、その「理

論化体系化」（アイディアを形にする行為）等のプロセスを経て形になったものであ

る。加えて、この「創造」を底支えしているのは、「体験」としての「観察や体験、

作業（繰り返し体験）」であり、「体験」がなければ「気づきやひらめき」が生じる

ことは難しい。

この産業から知的財産の仕組みを捉えた図２－７が、教育的な視点から知的財産教

育を整理した図２－５の３層構造と類似することからも、知的財産教育において「体

験」と「創造」が重要であることが分かる。

図２－７ 知的財産権を底支えする体験と創造のイメージ

（平成 20 年度農林水産分野 知的財産権セミナー農林水産省資料を改編）
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４ 体系的学習の仕方

(1)知的財産権学習

① 知的財産権学習の理論化・体系化

知的財産権学習とは□

これからの知的財産権は、我が国のあらゆる産業社会において行方を左右するもの

である。その中での知的財産権学習は、知的財産を意識したものづくりやビジネスが

できる人材を育成するためにも極めて重要である。知的財産権全般の概要についての

学習を通じて、知的財産に関するモラル・マインドを醸成することは、知的財産教育

の基礎となる。

「知的財産権学習の分野」は、第１層に位置し、第２層の「創造性学習の分野」や

第３層の「体験的学習分野」とは大きく異なる点がある。それは、これまで具体的な

ものを教材として扱ってきた学習から、「～権」という無形の抽象概念を中心に扱う

学習になることである。また、「～権」という抽象的な概念を把握するだけに留まら

ず、「～権」の侵害や「ブランドの効果」等、抽象化が進んでいく。この時点で、抽

象概念を上手く把握できずに理解をあきらめてしまいやすい。そこで、それを乗り越

えるために、各自が自身の体験に基づいてアイディアを出し、それをきっかけとして、

知的財産権学習の分野に入れば、知的財産権に対して高いモチベーションを持って取

り組むことができる。すなわち、第３層「体験的学習の分野」→第２層「創造性学習

の分野」→第１層「知的財産権学習の分野」の流れを意識し、授業を展開することが、

抽象概念の学習の壁をスムーズに乗り越えるためのポイントと言える。しかし、実際

には、各層を一単元で忠実になぞりながら実施することは授業時間の制約上できない

場合も多い。だからこそ、小学校～高校に至る各発達段階に応じて、各層の学習要素

を、体系的・系統的に配置する必要があるわけだが、知的財産権学習の中で体験的学

習・創造性学習についてエッセンスを導入的扱いで取り入れるだけでも、学習意欲の

高揚効果が得られる。

具体的には、プレゼンテーションソフト等で写真を見せ考えさせたり、フィールド

ワーク等で実物に触れさせたり、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）を検索させたり、模擬

出願させるなどの生徒の動きのある学習活動を組み込むことで、体験的学習から創造

性学習にいたる学習の流れを体験させ、抽象概念を体験的に理解させることである。

知的財産権の分野は広く、知的財産権の学習の中で何を学ぶのかも重要である。産

業財産権４権の学習では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権について学ぶ目的と

視点を押さえ、学科の特色に応じて、種苗法や不正競争防止法､著作権法の内容と知

的財産権の活用方法も学ぶことが望まれる。

産業界からは知的財産権に明るい人材が求められている。すでに全国の専門高校で

は、色々な形で先進的な実践が進められ、特許出願に至った例や、就職や進学など生

徒自らの進路選択に生かした例、学校活性化や地域との連携に生かされた例などが報

告されている。これらの多くの実践事例に学びながら、活気のある学習活動を展開し

たい。
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知的財産権学習における知的財産権の学習分野□

① ステップ別モジュール表と｢産業財産権標準テキスト(総合編)｣

（独）工業所有権・情報研修館発行の「産業財産権標準テキスト（総合編）」（以

下、標準テキスト）は高校生向けのテキストとして作成されたものである。加えて

「産業財産権指導カリキュラム・指導マニュアル（総合編）」（以下、指導マニュ

アル）は、高校などで標準テキストを活用して、知的財産権学習が展開できるよう

に作成されたものである。

高校における知的財産権の学習分野の教材と指導書としては、これらが普及して

おり、文字通りスタンダードなものとして、全国で活用されている。そこで、本書

においても知的財産権の分野の学習は、それらを活用したものになっている。

知的財産教育の第１層の知的財産権学習の分野ステップ別モジュール図（図３－

１）が、指導マニュアルにおいて示されており、本書においても、図３－１に見ら

れるモジュール記号（産 A、特 B 等）や、学びの段階（深まり）を示すステップ

別の表記（ステップ A、ステップ B 等）を共通して用いた。

図３－１ 産業財産権学習の分野 ステップ別モジュール図

学び

4h

2h×2=4h ４ｈ 2h×1=2h 2h×1=2h 2h×1=2h 6h

B
9h～14h

(13 h～22h）

2h×4=8h 2h×2=4h 2h×2=4h 2h×2=4h 2h×2=4h 24h

C
22 h～34h

(35h～56h)

2h×3=6h 2h×2=4h 2h×2=4h 2h×2=4h ２ｈ×2=4h 2h×2=4h 2h×1=2h 28h

時数合計 知財教養合計 4h 特許合計 20h 意匠合計 14h 商標合計 14h 活用合計 4h 著作権合計 8h
育成者権合計

8h

不競防法合計

2h
62h

D
3 5h～84h

(70 h～140h )

35

～

84h

時数

合計

時数

合計

A

4h～8h

タイ プ

ステップ 知財教養 知財実践 （産業財産権を主に）

2h×2=4h

[知A]

知的財産
権基礎

（入門）
知財全般

含モラル

[特Ａ]
特 許

含実用新案

（導入）

[著Ｂ]
著作権
（基礎）

[産Ａ] 産業財産権基礎
（導入）

産財権４権＋著作権＋育成者権の概要
[モラルを含む]

[意Ａ]
意 匠
（導入）

[商Ａ]
商 標
（導入）

[特Ｂ]
特 許

含実用新案

（基礎）

[特Ｃ]
特 許

含実用新案

（実践）

[商B]
商 標
（基礎）

[意Ｂ]
意 匠
（基礎）

[植Ｂ]
育成者権
（基礎）

[意Ｃ]
意 匠
（実践）

[商Ｃ]
商 標
（実践）

[活Ｃ]
活 用
（入門）

[植Ｃ]
育成者権
（実践）

[不Ｃ]
不正競争

防止法
（入門）

LargerLargeNarrow

Shallo

w

Deep

Deeper

「実習」、「課題研究」、「工業技術基礎」、「総合実践」、「ビジネス基礎」、「商品と流通」、「経済活動と法」、「情報処理」、「農業科学

基礎」、「農業情報処理」、「部活動」、「農業クラブ」、「工業クラブ」、「商業クラブ」などで、知的財産教育を実践し、成果を収めている事

例紹介。

[発Ｄ] 実践事例 （発展）

[著Ｃ]
著作権
（基礎）

※事例数 農業高校5例、工業高校8例、商業高校5例
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② ステップ別の到達目標

図３－２は、知的財産権分野の学習における授業の流れをイメージ化したもので

ある。どのコース(導入･基礎・入門･実践･発展)を選ぶのか、また、特許権、意匠

権、商標権のどれを中心に進めるかは、ステップ別の到達目標を見据えて、それぞ

れの学校や学科の実情や特色、各教科・科目の内容にに合わせて実施するとよい。

なお、それぞれのモジュールを組み合わせて、独自の授業を組み立てることも可能

である。

図３－２ ステップ別到達目標
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② 知的財産権学習のポイント

これまで述べてきたように知的財産権の範囲は広く、学習を進めるには体系的でかつ、

学年に応じた系統的な取組が必要となる。ここでは、児童・生徒の指導に於いて知的財産

権の学習で必要と思われるポイントを示す。

□ 知的財産権の種類と重要なところ

知的財産権の範囲は広いが最低知っておいてほしいものは、「特許権」「実用新案権」「意

匠権」「商標権」（これ４権を産業財産権という）と、著作物に対する「著作権」と農業

などの分野で重要な植物の新品種としての「育成者権」である。この６権については、指

導する上で、内容などを学習しておくことが必要である。また、知的財産権についてはこ

のほかの権利などがあることも認識していてほしい（図４－３、図４－４）。

図４－３ 今、知っていてほしい知的財産権

図４－４ 知的財産権の種類

著作権

産業財産権

その他の権利

今、知っていてほしい知的財産権

モラル（守ること）

活用の理解

創作へのﾁｬﾚﾝｼﾞ
特許（実用新案）・意匠・
商標

育成者権・営業秘密

知的財産権の種類

知的財産権

○文芸、学術、美術、音楽、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

などの精神的作品を保護

○死後５０年（法人は公表後５０年）（映画７０年）

知的創造物についての権利

特許権 （特許法）

創作意欲を促進（保護）

○「発明」を保護

○出願から２０年

実用新案権（実用新案

法）

意匠権 （意匠法）

回路配置利用権
（半導体集積回路の回路配置に

関する法律）

育成者権（種苗法）

営業秘密
（不正競争防止法）

著作権（著作権法）

○物品の形状等の考案を保護

○出願から１０年

○物品のデザインを保護

○登録から２０年

○半導体集積回路の回路配置の

利用を保護

○登録から１０年

○植物の新品種を保護

○登録から２５年（樹木３０年）

○ノウハウや顧客リストの盗用など

不正行為を禁止

営業標識についての権利

信用の維持を保護

商標権 （商標法）

著名な商品表示、商品形態
（不正競争防止法）

商号 （商法）

○「商標」を保護

○登録から１０年（更新あり）

○登記された「商号」を保護

○著名な商品表示等の禁止

○原産地の誤認表示等の禁止

印は産業財産権
（特許庁所管）
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□ 知財創造サイクル

知的財産制度には、「創造」「保護」「活用」という、３つの機能があり、この機能が有

機的に循環することではじめて有効に働き、社会のために役立つものとなる。つまり、新

しく「創造」されたものに一定の権利（独占権）を与えることで「保護」し、社会のため

に役に立てる「活用」を図ることが出来る。このサイクルを「知財創造サイクル」（図４

－５）という。

図４－５ 知的創造サイクル

（知的財産推進計画 2005HP から引用 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/050610.html）

□ 特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の検索

我が国の産業財産権の過去のデータは、特許電子図書館（IPDL）という独立行政法人工

業所有権情報・研修館のホームページ（http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl）で検索する

ことが出来る。知的財産の学習を進める中で、過去の権利の把握や類似の権利の調査、ま

た過去の発明家などがどのような発明を権利化したかなど、有効に調査することが出来る。

生きた教材として活用してほしい。

特許電子図書館（IPDL）検索の様子 商標の検索画面
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(2) 創造性学習

① 創造性学習の理論化・体系化

□ 創造性とは

そもそも人間の創造性とはなんであろうか。

人類は、後足での歩行を始めると同時に、自由になった前足（腕・手・指）で器用

に道具を使用するようになった。それにより、指先から伝わる脳への刺激と、「考え

る」という脳の活動の相乗作用により脳は急激に進化したと考えられている。

もともと人類の脳が大きかったらから、道具を使いこなせたのではなく、むしろ、

道具を使い・工夫をはじめたことにより人間の脳は発達したのである。このことは、

類人猿の化石の研究などで判明していて、道具の使用や製作をはじめた後は、はじめ

る前に比べて頭蓋骨内容量比で３倍になっている。

さらに、肢体と脳がますます発達するにつれ、他の動物には見られない「考える」

・「工夫する」・「実行してみる」・「改善する」を繰り返すといった行動をとるように

なった。こうして人間はその長い歴史の中で、ものを作り続けてきた。ものを作る経

験の中で新たな発見をし、知識や技（わざ）を蓄積してきた。その蓄積により、更に

高度なものを作ることが可能となったのである。こうしたものづくりの知識や技は、

技術とも言い換えることができる。人間は、技術と共に歩んできたと言っても過言で

はない。

さらに人間は、今までに無かった“もの”を新たな考え（これをアイディアという）

で作り出した。これを「発明する」といい、新たに創造された“もの”を発明品とい

う。人間は、生活をより便利にするために、様々な道具や機械あるいは薬品や織物な

どを次々と発明し、技術を活かして製造してきたのである。

18世紀にイギリスで起こった産業革命では、「技術＝発明」というインパクトを与

えるほどに、人間生活を変え、それにより、技術が社会生活に根ざし文明の進歩をも

たらした。人類は、運動能力の増幅器として石斧、艇、車などを発明し、感覚的能力

の増幅器として、のろし、レーダーなどを発明し、計算能力の増幅器として、コンピ

ュータ、ソフトウェアなどを次々と発明してきたのである。

人間の創造性をさらに高める必要があることは論を待つまでもない。そのための創

造性を育む教育は人類にとって永遠に大切な教育なのである。
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□ 創造性教育と創造性学習

以上のことから、創造性教育とは

「人類が重ねてきた「創る」という

行為を追体験させ、既習の知識と有

機的に融合させながら、未来へ向け

た新しい「創造する力」を身に付け

させること」といえる。

よって創造性教育を子供たちに合

理的に施すために体系化したカリキ

ュラムと教材が必要である。これが

「創造性学習」である。

知的財産教育における創造性学習は、中間層の第２層に位置し、学習知識・技能が

ベースとして必要な学習である。知識・技能の習得があってこそ、課題解決につなが

る創造性を発揮することができる。学習知識・技能がなくても、「思いつき的アイデ

ィア」が発想されることは可能である。しかし、その「思いつき的アイディア」が、

実施可能か検証できる力（知識等）と、それを形にすることができる力（技能等）が

なければ、その「思いつき的アイディア」が、「ものづくり」や「課題解決」につな

がることは難しい。

そのような現状を踏まえ、体験的な学習を取り入れながら、創造性学習が先進的に

実践されている。それらの実践の特徴は、以下のように整理することができる。

第１に、グループワーク的に、チームで「発想」→「ものづくり」「課題解決」を

行うことが多い。これは、子ども達一人ひとりが持っている学習知識・技能を集結し、

得意分野について力を発揮することで、一人ひとりの学習知識・技能の不足を補いつ

つ、相互にチームメイトから学び合う効果などを狙ったものである。

第２に、発想前に簡単な体験を行ったり、生活の中で誰もが日常的に体験している

身近なものをテーマに、発想させる場合が多い。これは、子ども達それぞれの学習知

識・技能習熟の差を埋め、創造性を発揮させる工夫である。

第３に、創造性ツール（発想ツールとも）であるブレインストーミングや KJ 法、

マインドマップなどを活用し進められることが特徴である。この創造性ツールの活用

黒曜石を石で割り、ヤジリやナイフ作り

に挑戦する工業高校生徒
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にあたっては、意見やアイディアを出しやすくするために、直前にアイスブレイキン

グ（「心の壁を下げる」アクティビティ）を実施してから、行う場合が多い。

以上のような形で、学習が展開されるため、①これまでの学習知識・技能の蓄積の

差（学力等の差）に左右されない。②アイスブレイキング等により、気分が高揚しや

すい。③グループワークでの成功は、喜びが大きい。などの創造性以外の効果も生じ

る。従って、普段、学習意欲が低い子ども達が、逆に意欲的に取り組む姿が多く見ら

れ、活気のある学びの場が創られる。

以上示したことは、専門高校での創造性学習の実践の積み重ねによって教員が体験

したことである。

□ 創造性学習の手法

知的財産教育における創造性学習とは、身近な生活や体験を通して工夫改善したり、

五感やひらめきを活用し、学んだことや体験したことを基に新しいものを創作する学

習活動である。

この創造性学習は、単なる知識習得型の学習ではなく、個々人がこれまで蓄積して

きた経験やひらめき、アイディアを組み合わせ、統合することによって問題を解決す

る学習形態であり、この活動を通して、集団あるいは個人レベルで新しい価値を生み

出す学習となる（図４－６）。

知的財産教育における創造性学習では、新学習指導要領の求める「自ら課題を見つ

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育

む」という課題解決能力を引き出し、伸張させることに大いに成果をあげることが期

待される。

創造性学習の教材（課題）のポイント

(1) 子ども達が現実の課題と向き合い、考え解決できる内容であること。

(2) １つのやり方や特定の知識で、こうすればよいのだとすぐにわからない内容

であること。

(3) これまで蓄積してきた学習活動の成果を駆使する内容であること。

(4) 新たに情報を収集し、その情報を整理するプロセスがあること。

図４－６ 創造性学習の教材（課題）のポイント
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□ 創造性学習の流れ（プロセス）

「人が創造する」とは、小さなことであれ「人が自分の頭で思い付いたことを実行

して見える形にすること」の積み重ねである（図４－７）。さらに、この流れに加え

て、フィードバック（実行した結果から更なる問題点を見つけ出し、解決策を発想し、

実行してみるという一連の繰り返しの流れ）が必要である。

段階 創造の流れ 必要な力 ポイント等

１ 課題や問題を見つける（発見する） 【発見力】 常に疑ってみる（アンテナを張る）

↓

２ 解決策を思い付く（発想する） 【発想力】 考えて考えて、更に考えて、とこと

↓ ん考える

３ やってみる（実行する） 【実行力】 思い付いたらすぐにやってみる

↓

４ 形にする（具現化する） 【具現化力】結果を出す ものにする 表現する

図４－７ 創造のプロセス

以上のことから、「創造」するためには、発見力、発想力、実行力、具現化力が必

要であることが分かる。学校教育で、この４つを「創造するための基本的な力」とし

てしっかりと身に付けさせたい。この４つの力を補佐する力として、計画力、情報収

集力、表現力、評価力などを加え、創造の流れに沿い、これらの力を身に付けさせる

ための学習の過程を整理した（図４－８）。つまり、創造性を高め創造力を身に付け

させるための学習過程である。これを「創造性学習のプロセス」と呼ぶこととする。

ここには、「創造するための力」として、課題や問題を見つける力（発見力）、計

画して目標を設定する力（計画力・目標設定力）、情報を収集して調べ分析する力（情

報収集力・分析力）、発想の技法を活用して今までに無いものを発想する力（発想技

法実践力・発想力）、計画を実行したりものをつくるなど具現化する力（実行力・具

現化力）、結果（もの、システムなどの成果）を人に伝えたり表現できる力（伝達力

・表現力）、結果を評価する力が必要とした。

図の「要素」は、それぞれの力を身に付けるための経験要素や学習要素などを示す。

児童生徒の創造性を高めたり創造力を培い育成するためには、それぞれの力の源とな

る様々な要素を身に付けさせたり、経験させることが必要であると考える。

学校教育の中で、ここに示した力を身に付けさせるための学習を系統的に進めるこ

とが望まれる。こうした新しい教育を今の時代は求めている。
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図４－８ 創造性学習のプロセス

1
課題や問題を見つける力
（発見力）

観察力
集中力・
意欲

興味・関心 野外活動 実験 理科 専門
総合的な

学習の時間

2
計画して目標を設定する力
（計画力・目標設定力）

計画力 先見力 目標設定
マイル・ス
トーン設定

※

発明家の
伝記

成功例 企業活動例

3
情報を収集して調べ分析する力
（情報収集力・分析力）

分析力 読解力 興味・関心 整理 調べ学習 読書 図書館
インター
ネット

ＩＰＤＬ

4
発想の技法を活用して発想する力
（発想技法実践力・発想力）

思考力
集中力・
意欲

柔軟性
創意工夫

演習
ＫＪ法

ブレーンス
トーミング 発想技法

5
計画を実行・ものをつくるなど具現化する力
（実行力・具現化力）

判断力
集中力・
意欲

流暢性
（要領の良

さ）
スケッチ もの作り

パテントコン
テスト

技術・家庭 実習 課題研究

6
結果（成果）を人に伝えたり表現できる力
（伝達力・表現力）

表現力
コミュニケー
ション力 理解力 整理 発表 質疑応答 言葉 要約

プレゼン
技術

7
結果を評価する力
（評価力）

判断力 分析力 実験 達成感 ＩＰＤＬ 書籍

×

要素

個性（潜在）的要素 経験（体感）的要素 学習（知識）的要素

※ここでのマイルストーンとは、最終的な目標ではなく、節目となる各プロセスの目標である。
各要素は、主要なものを例示した。

×

×

×

×

×

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

（
継
続
力

）

創造するための力
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② 創造性学習の実施例イメージ

創造性学習の実施例イメージを、小中学校（図４－９）、農業高校（図４－１０）、

工業高校（図４－１１）、商業高校（図４－１２）のとおり作成を試みた。右に行く

ほど技能（スキル）が磨かれ、下に行くほど、学習の広がりが増す。
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図４－９ 小中学校での実施例イメージ（第２層創造性学習の分野として）

小中学校での実施例

創造性学習の実施例 テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造性学習のさらなる発展

実施例１ 学習知識１[文章を表現] 新しいものをつくり育てる文書表現 文章 筆記用具 テーマを決める 構想を練る 文章に表現する 作文にチャレンジ！

実施例２ 学習知識２[図形での表現]
図形や形の創作
（オリジナル地図つくり）

図形 筆記用具
地図のテーマを決め
る

調べる 図に表す
いろいろな図形や形にチャレン
ジ！

実施例３ 学習知識３［実用的な数字］ 数字の活用 数字 筆記用具 数的パズルを解く 方程式を解く
図形の証明問題を解
く

実生活の中にある課題を数学を
使った解決にチャレンジ！

オリジナル紙飛行機をつくる 折り紙 構想を練る 製作する
飛ばして観察し、改善
する

高くて安定したタワーをつくる

はさみ
カッター
鉛筆
絵の具
のり など

構想を練る 製作する 製作活動を振り返る

実施例４ 工作２[木] 迷路やパチンコをつくる
木
プラスチッ
ク

カッター
金槌
釘抜き
のこぎり
ノミ
カンナ
ヤスリ
キリ
ドリル など

テーマを決め、構想を
練る

製作する 使ってみて、改善する
いろいろな木工工作にチャレン
ジ！

実施例５ 工作３[金物（板金加工）] ブリキのロボットをつくる
板金
ブリキ
リペット

カッター
金切り鋏
金槌
万力
金尺 など

テーマを決め、構想を
練る

製作する
動かしてみて、改善す
る

いろいろな金属工作にチャレン
ジ！

実施例６ 工作４[動力の活用] 動く物の製作
ゴム
スプリング
モータ

カッター
金槌
キリ
ドリル など

テーマを決め、構想を
練る

製作する
動かしてみて、改善す
る

いろいろな動く物の製作にチャレ
ンジ！

豊かな発想力を活か
す

体験的学習と創造的学習の積み重ねによるステップアップ

いろいろな紙工作にチャレンジ！実施例３ 工作１[紙] 紙

深

ま

り

広がり
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図４－１０ 農業高校での実施例イメージ（第２層創造性学習の分野として）

創造性学習の実施
例

テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造性学習のさらなる発展

実施例１ 安全教育

危険な状況を想定し、それを
回避するための服装や方法
を発想する。
(例)圃場での農作業

圃場
服装

実習服
実習帽
安全靴
など

どのような場合が危険な
状況（手を切る、足を挟
む、直射日光を受けるな
ど）であるかを考え、安全
な服装（デザイン、材質）
や態度を発想する。

農作業を安全に行うた
めに役立つ服装や方法
のアイディアスケッチと
試作・試行をする。

発想した服装や方法に
ついての検討・改良並
びに評価をする。

事前に危険な状況を察知し、そ
れを回避するための具体的な服
装や方法を発想する。

実施例２ 農作業の基礎

様々な農作業を分析し、各作
業に適した農機具・農業資材
を発想する。
(例)畝立て、かん水、マルチ
ング

露地圃場
露地作物

鍬
ジョウロ
マルチ
など

既存の製品（外観・機能・
デザイン・材質など）を観
察し、農作業・生育環境
等、構成要素を分解して考
える。
発想法を活用する。

様々な農作業に適した
農機具・農業資材のアイ
ディアスケッチと試作・
試行をする。

発想した農機具・農業資
材についての検討・改
良並びに評価をする。

いろいろな手作りアイデア農機
具・農業資材の製作にチャレンジ
する。

実施例３ 栽培の基礎

露地栽培における野菜の害
虫の発生プロセスを調べ、発
生原因を探り、防除法を発想
する。
(例)アオムシの観察と防除

露地圃場
露地野菜

ルーペ
虫除けネット
針金
クリップ
忌避剤
など

害虫（外見の観察、発生プ
ロセス）について調べ、要
素、経路を分解して考え
る。
既存の防除製品が狙う効
果を考える。
発想法を活用する。

虫除けネットや忌避剤
の工夫など害虫の防除
法についてのアイディア
スケッチと試作・試行を
する。

発想した害虫の防除法
についての検討・改良
並びに評価をする。

露地栽培におけるいろいろな病
害虫の発生プロセスを調べ、発
生原因を探り、より良い防除法を
発想する。

実施例４ 栽培の応用

施設栽培における集約化、
省力化の農業資材や栽培方
法について発想する。
(例)温室イチゴの栽培

施設圃場
施設野菜

ロックウール
水耕栽培装置
など

施設栽培に用いる農業資
材や野菜の生育特性につ
いて調べ、集約化と省力
化を考える。
発想法を活用する。

集約化、省力化に役立
つ農業資材や栽培方法
についてのアイディアス
ケッチと試作・試行をす
る。

発想した農業資材や方
法についての試用・検
討・改良並びに評価をす
る。

環境にも配慮した農業資材や栽
培方法を発想する。

実施例５ 栽培の発展

組織培養におけるコンタミ（雑
菌）の侵入経路及び発生原
因を考え、それを回避するた
めの器具や方法を発想す
る。
(例)ランの組織培養

無菌室
植物組織

ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ
試験管
ｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟ
無菌操作器具
など

コンタミの侵入経路及び発
生原因について調べ、ク
リーンベンチの構造や器
具の種類や使用目的を考
える。
発想法を活用する。

コンタミの侵入を防ぐ器
具や方法についてのア
イディアスケッチと試作・
試行をする。

発想した器具や方法に
ついての試用・検討・改
良並びに評価をする。

短時間で培養がより成功する器
具や方法を発想する。

イノベーション活動へ
のチャレンジ！
－知識やスキルを身に付け、体験的学
習と創造的学習の経験を通して－

体験的学習と創造的学習の積み重ねによるステップアップ

農業高校での実施例

深

ま

り

広がり
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図４－１１ 工業高校での実施例イメージ（第２層創造性学習の分野として）

工業高校での実施例
創造性学習の実施例 テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造性学習のさらなる発展

実施例１ 安全教育
危険な状況を想定し、それぞれを回
避するための方法を発想する

安全の教材
実習服
安全靴
実習帽

実習服、保護具の正しい身に
付け方
安全に対する意識

危険な状況を想定し、それぞれを
回避するための方法を発想する

実施例２ 測定の基礎
測定方法の発想
(例)自由曲線の測定方法を考えよ
う！

用紙
アイデアス
ケッチノート

筆記具 アイデアスケッチと試作
測定方法のさらなる発想にチャレ
ンジ！

実施例３ 手仕上

手仕上げによる、オリジナル製品の
発想や製作

（例）ゼムクリップの創作

ゼムクリップ
（見本）
針金10㎝
アイデアス
ケッチノート

筆記具
ラジオペンチ
ニッパ

既存の製品を観察（外観・機
能・デザイン・材質など）

基礎的な発想法を活用した発
想

アイデアスケッチ
と
試作

試行・検討・改良

評価

いろいろな手作りオリジナル製品
にチャレンジ！

実施例３ 機械加工

機械加工によるオリジナル製品の発
想や加工

（例）アイデアはさみの発想

はさみ（見本）
アイデアス
ケッチノート

筆記具

既存の製品を観察（外観・機
能・デザイン・材質など）

基礎的な発想法を活用した発
想
（グループ活動）

複数のアイデアス
ケッチ

アイデアの集約と
検討（グループ活
動）

機械加工によるオリジナル製品
にチャレンジ！

実施例４ 溶接
溶接によるオリジナル製品の発想と
加工
(例)鉄のオブジェの製作

厚紙
アイデアス
ケッチノート
軟鋼平板
軟鋼角パイプ
軟鋼パイプ

はさみ
定規
コンパス
切断機
やすり
溶接機

デザインを考え、厚紙で模型を
製作する

溶接方法の練習
鉄のオブジェの製
作

溶接によるオリジナル製品にチャ
レンジ！

イノベーション活動へ
のチャレンジ！
－知識やスキルを身に付け、体験的学

習と創造的学習の経験を通して－

体験的学習と創造的学習の積み重ねによるステップアップ

深

ま

り

広がり
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図４－１２ 商業高校での実施例イメージ（第２層創造性学習の分野として）

深

ま

り

広がり

商業高校での実施例

テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造学習の発展

実施例１ ビジネス教育
ビジネス活動を遂行するう
えで必要な豊かな人間性と
創造性について研究する。

ビジネス基
礎の教科
書

フォーマルコミュニケーション①

上司から部下または、部下から
上司に対する円滑なコミュニケー
ションスキルをロールプレイング
を通じて研究する。

フォーマルコミュニケーション②

同僚間の円滑なコミュニケーショ
ンスキルをロールプレイングを通
じて研究する。

あらゆる場面を想定した、フォー
マルコミュニケーションの方法を
発想する。

実施例２ コンピュータ基礎
ワープロソフトを活用し、ビ
ジネスに適したダイレクト
メールや広告を作成する。

ワープロソ
フト

パソコン

販売戦略に基づいたコンセプトを
設定し、さらに印象的に伝えるた
めのコピーやビジュアルを企画す
る。

・ダイレクトメールの作成
・広告の作成

地域企業と連携して、ポスターづ
くりにチャレンジする。

実施例３ 学級マーケット
学級マーケットに適した
接客態度について研究す
る。

マナー教
本

・対面販売時の商品説明の方法
について、お客様の立場に立っ
た対応を研究する。

・対面販売時のクレーム処理の
方法について、お客様の立場に
立った対応を研究する。

あらゆる場面を想定した、接客方
法を発想する。

実施例４ 学級マーケット
学級マーケットにおける新
商品を企画する

ワープロソ
フト

パソコン
・キャッチフレーズの考案
・キャッチフレーズの決定

・キャッチフレーズを活用したイ
メージデザインの作成 ・商品企画

地域企業と連携して、新商品の
開発にチャレンジする。

実施例５ 学級マーケット
学級マーケットに適した
Ｗｅｂページを作成する。

Ｗｅｂペー
ジ作成ソフ
ト

パソコン
サイトのデザインや画面のデザイ
ンを企画する。

素材、資料の収集および、画像、
アイコン、操作ボタンの創作等の
コンテンツ収集

オリジナル作品の制作 地域企業と連携して、宣伝用Ｗｅ
ｂページにチャレンジする。

実施例６ 学級マーケット
学級マーケットに適した
販売促進用ＣＭを作成す
る。

動画編集
ソフト

パソコン
ＣＭの内容や画面のデザインを
企画する。

素材、資料の収集およびオリジ
ナルＶＴＲの撮影等のコンテンツ
収集

オリジナル作品の制作
地域企業と連携して、宣伝用ＣＭ
作りにチャレンジする。

実施例７ 学級マーケット
学級マーケットの報告書を
作成する

表計算ソフ
ト

パソコン
学級マーケット決算日の貸借対
照表と損益計算書を作成する

スキル１を活用し、次回の営業に
向けて、何を分析すべきかを考
察し（例：収益性、安全性、成長
性等）、表計算ソフトで表現する
ためのファイルを作成する。

スキル２を活用し、報
告書を作成する。

データベースソフトを活用した経
営情報システムの構築にチャレ
ンジする。

イノベーション活動へ
のチャレンジ！
－知識やスキルを身に付け、体験的学
習と創造的学習の経験を通して－

体験的学習と創造的学習の積み重ねによるステップアップ

体験学習の実施例
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③ 実践で活用されている代表的な発想法

学校での学習活動や日常生活の中で新し

い発想や創作をする場面が多くある。

特に専門高校では「ものづくり」を通し

て様々なことを学ぶことが多い。ものづく

りには常に新しいアイディアが求められる。

従来、発想や創作をする際に、漠然と仲

間と相談したり、思い付くままに創作活動

をすることが多かったが、以下に示す発想

技法を活用することにより、従来より発想

力を増したり、うまく整理することができ

る。是非、教育活動の中で活用されたい。 協力して新しい発想をする生徒たち

□ ブレインストーミング法

ブレインストーミングは、アメリカのアレックス・オズボーンが 1930 年代の終わ

り頃に作った発想法である。それまで新しいアイディアは、個人で発想することが常

識だったが、共同作業としてグループでアイディアを発想する技法を開発した。現在、

世界で広く活用されている有名な発想法である。

学校教育における創造性学習においては、１クラスを４～６程度の小集団に分けて

自由に発想させる。ルールは簡単で、以下に示すことを守りながら、思いつくまま次

々と意見を言って書き留めていけばよい。ここで一番大切なことは、絶対に人の発想

を批判したり、否定してはいけないことである。

〈基本ルール〉

１ 批判一切お断り ：ひたすらアイディアを出す（自由に発言する）。

２ 自由奔放 ：（でたらめ以外）何を言っても許される。

３ 質より量 ：スピード感が必要。量が質を高める（ダイヤの原石が眠って

いる）。

４ 組合せ･改善 OK：人の発想に触発され、そのアイディアを改善したものでもか

まわない。また、人のアイディア同士を組み合わせたもので

もかまわない。

〈進行の方法〉

１ テーマの決定 ２ メンバーの決定

テーマ（課題）が発表される。 ４名～６名程度の班に分かれる。
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３ リーダと記録係の決定 ４ アイディアの創出

リーダ(司会)と記録係(書記)を決める。 自由な雰囲気の中で楽しく発想する。

５ アイディアの整理とまとめ
記録係がリーダや班員と協力しながら記録を整理して、まとめる。まとめがで

きたら、発表する。

□ Ｅ－ブレインストーミング
ＬＡＮ接続された、複数台の端末から、複数人で

一斉に、一つのマインドマップに書き込んでいきな
がら、ブレインストーミングをすることができる。

現在多くの企業で、企画立案、戦略立案、プレゼ
ン資料作成、プロセス改善、プロジェクト管理等で
使用されている。ソフトウェアは各種出されている。

□ ブレインライティング法

ブレインライティング（ＢＷ）は、1968 年にドイツのホリゲルが開発した思考法

である。個人の発想を生かしつつブレインストーミングの長所も生かすという方法で

ある。メンバー全員が無言のままグループで思考をするということを特徴とする。

〈基本ルール〉

１ 基本６人のメンバーで行う。（６人より多くても少なくても可能）

２ ３つずつアイディアを各自が考える。

３ 決められた時間内で用紙に記入して、隣のメンバーに渡す。（５分程度）

※ 使用するテーブルは円卓か正方形が望ましい。

〈進行の方法〉 テーマ（ ）

１ テーマ（課題）を決める。 Ａ Ｂ Ｃ

２ リーダーを決める。（タイムキーパー役と進行役） Ⅰ

３ 人数分のＢＷ用シート（図４－１３）を配布する。

４ 各自が、ＢＷ用シートのⅠの横の ABC 欄にアイ Ⅱ

ディアを３つずつ書く。

５ 時間がきたら、ＢＷ用シートを左のメンバーに渡 Ⅲ

す。

６ 前のメンバーのアイディアをヒントにするなどし Ⅳ

て、新たなアイディアをⅡの横のABC欄に３つ書

く。 Ⅴ

７ 時間がきたら、またＢＷシートを左のメンバーに

渡す。 Ⅵ

８ 30 分（６人で５分の場合）したら終了し、手元

のシートをもとに発表やアイディア集約をする。 図４－１３ BW 用シート
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□ チェックリスト法

オズボーンの９つの「チェックリスト」

チェックリストというのは、受験や山登りをするときなどに、「持って行くものを
リストにしておき、１つずつチェックして確認して、忘れ物を防ぐ」ための一覧表の
ことである。強制的に発想させる手段をリストにしたものが「オズボーンの９つのチ
ェックリスト」と呼ばれる。考案したオズボーン氏は、ブレインストーミング法の生
みの親でもある。有名な発想法の一つである。

〈進行の方法〉

チェックリストに従って、発想します。爪楊枝（つまようじ）を例にしたものを
下の表に示します。

＜オズボーンの９つのチェックリスト＞ （例）爪楊枝（つまようじ）

(1) 転用 別の使い方はないか 歯間清掃やたべもの刺し

→ペン先･針･接着剤塗り筆

(2) 応用 他に応用できないか 矢に似てる →ストロー吹矢

(3) 変更 形や色などを変えるとどうなるか 断面形状が円 →△□長方形

(4) 拡大 大きくするとどうなるか ビックつまようじ、杭

(5) 縮小 小さくするとどうなるか ミニつまようじ

(6) 代用 材料や素材を他のものと代用できないか 木材 →金、銀、プラ、紙

(7)再配列 パーツに分けて配置を変えるとどうなるか 変形させる

→両端が細いつまようじ

(8)逆さ 逆にしたり、反転させるとどうなるか 安い →超豪華つまようじ

(9)組合せ 他のもの（部品やアイディアなど）と組 何かと組合せできない？

み合わせるとどうなるか →占いつまようじ

図４－１４ チェックリスト

断面形状を変更

材質をプラで代用

拡大

(大きく)

品質を逆さに

（豪華つまようじ）

図４－１５ チェックリスト法での展開例

なお、この発想法は、一人でも活用できますが、ブレインストーミングにより集団で活
用すると更に効果的です。
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□ ＫＪ法

ＫＪ法のＫＪとは、日本の川喜多二郎先生（東京工業大学名誉教授：文化人類学者）

のイニシャルをとったものである。文化人類学の研究中に、膨大な情報を整理するた

めに発案された発想技法である。この技法は、アイディア発想だけでなく、漠然とし

た意見やデータなどをまとめ整理するのにも役立つ。

手順としては、あるテーマに関する意見やアイディアをカードに書き込む。この時、

一枚のカードには、一つの意見やアイディアだけを書くことが基本である。一つのカ

ードに長い文章や、複数のアイディアが混じった書き方をしてしまうと、その後の、

カードの整理の際に、分類できなくなってしまう。このようにして、いろいろな意見

やアイディアを書いたカードを複数つくり、カードの内容が近いものをグループ化し

まとめたり、移動させながら整理していく。最終的に、今まで複雑に見えたり、バラ

バラだった意見がすっきりとした形に整理され、全体が見えるようになる。

マインドマップ（次頁参照）と組み合わせて図化すると、分かりやすくなる。

〈手順〉

１ テーマを決める。

２ ブレインストーミングを実施して、意見やアイディアを付箋紙等のカードに書き

出す。

３ 内容が似たカードをグループ化する。

４ カードのグループにタイトルをつける。

５ 次々と上位のグループにまとめていく。

６ 模造紙に貼り付けて整理する。

７ 図を活用して発表する。

（マインドマップ化する。）
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□ マインドマップ

イギリスの Tony Buzan 氏が開発した。なお、マインドマップは、同氏により商標

登録されている。基本的には、白紙の中心に、メインテーマ（発想・連想したいこと

など）の言葉（キーワード）やイメージを描き、そこから連想されることを、樹状に

展開させながら次々に書いていくという方法である。発想に役立てる他、物事の全体

像を把握したり、記憶の手助けなどを行う。

同種の手法として「分解の木」や「フィッシュボーン」などと呼ばれる手法がある。

知的財産教育で用いる場合、個人発想、集団発想の両方の実施形態をとる。例えば、

個人発想として各自でノートに記入しながら発想したり、集団発想では思いついたこ

とを皆で次々と発言し、それをファシリテータ役（主に教師）が黒板に書き留め展開

していくというように活用できる。

マインドマップを行うと、その結果できあがったマップの広がり（樹状に展開した

キーワード）が、その後の思考の広がりになる。これを利用して、まずマインドマッ

プを用いて、思考のフィールドを広げてから、次の段階で課題や解決策を思考してい

くと、最初からその課題や解決策に絞って考えた場合に比べ、アイディアが出やすい。

マインドマップでは、ブレインストーミングと同様にスピード感が必要であるため、

短いフレーズや簡単なイメージ図が樹状に展開する形となる。そのため、できあがっ

たマインドマップを素材として、言葉を補いながら文章で箇条書きに整理することが

望ましい。

ブレインストーミングに比べて、以下のような特徴がある。

マインドマップの特徴

１ 発想と整理を同時進行できる

２ 同種の発想がエリア分けされることから、発想後に分析がしやすい。

３ 集団で発想した場合、他者の発想も共有でき、各自の思考の幅が広がりやすい。

４ 発想されたキーワードやイメージに、幹と枝の関係性があることから、課題→

解決策→結果などの流れが見えやすい。

図４－１６ 島原農業高校というテーマでのマインドマップ例
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④ 今後の展望

創造性教育は、特定の教科・科目だけで教育すべきではなく、全教科領域の中でも

広くできるようにしたいものである。

今後、創造性教育から知的財産権教育へと発展させる橋渡しの部分の強化も必要で

ある。例えば、創造したアイディアを活用したり、どのように権利化すればよいかを

教える教育内容である。

ここで紹介した創造性教育の実践例は、始まったばかりであり、成果はこれからで

ある。教育効果の測定など教育的な課題も多い。今後も引き続きこうした新しい教育

の研究、適切な教材の開発、実証授業等を続けなければならない。そして、新しい時

代に対応した教育として定着を図りたい。
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(3)体験的学習

① 体験的学習の理論化・体系化

体験的学習とは□

知的財産教育における体験的学習とは、創造性の発揮の基になる学習分野であり、

「知的財産権学習の分野」（第１層）「創造性学習の分野」（第２層）を下支えする第

３層に位置付けられる。

一般的に体験学習とは、教科学習の指導目標の達成手段としてのものや、臨海学校

のようにそれ自体がまとまりを持つ教育活動として実施されており、それぞれの教科

科目等の領域で行われていることが多い（【参考】体験学習の定義参照）。そのため、

体験学習を取り入れた教科科目の指導目標から見ると体験学習の成果は十分に達成さ

れるものの、その成果は教科科目等内に留まり、他の場面で上手くいかされていない

場合も見られる。

【参考】体験学習の定義

本稿における体験学習とは、教科学習においてその指導目標達成の手段として行

われる例えば、観察、実験等の類のものや、自然教室や臨海学校のように、それ自

体、目標や指導計画、指導体制、全体の評価計画などを持つまとまりのある教育活

動を意味するものを指している。（『体験活動事例集～体験学習のススメ～［平成

１７・１８年度 豊かな体験活動推進事業］』平成２０年１月文部科学省）

一方、知的財産教育における体験的学習（一般的な体験学習と区別するために体験

的学習と表す）では、体験を指導目標達成のための手段に留まらせず、体験させるこ
．

とそれ自体を重視する。加えて、同じ体験をしても個々人が違う感じ方をし異なる考

えを持つことに価値を置く、すなわち無理に一つの成果に誘導することをしない。こ

れらのことには、大きく２つの意味がある。

第１には、体験の量の確保のためである。現在、学校生活においても学校外の日常

生活においても、子ども達の体験そのものの積み重ねが十分であるとは言い難い。一

昔前なら、ほとんどの子どもが体験していた山野を駆け回る体験や、虫取り体験、小

川での水遊び体験は、現在では貴重になっている（体を動かす体験及び理科に発展す

る体験の不足）。このような状況の中では、教育手段としての目的が明確な体験ばか

りをさせることは、「この体験のねらいは何なのだろうか」と思考する、体験から教

師の用意した解答を探し出すことが得意な子ども達を育てることになる反面、子ども

達の視野を狭め、体験することそのもののが持っている感動や喜びから子ども達を遠

ざけることになりかねない。子ども達には、もっとのびのびと自由に体験し、それを

通して、個々人のペースで自然に学べていくような環境も必要だ。そこから生じる多

様性が、豊かな知的創造の礎となると思われる。
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第２に、知財マインド醸成につながるからである。例えば、個々人が感じたことを

発言や作文等によって発信したとする。体験を通して得られた生々しい感覚から紡が

れた言葉はオリジナルな知的創造物である。そのように自己を表現した知的創造物を

人から否定されたくない認めてほしいと思うのは、人の自然な心理であり、自分のも

のもそして人のものも大切にしようとする気持ちにつながる。これは見方を変えれば、

知的財産権の保護のマインドそのものである。指導者自信も、このように、子ども達

の感想文や作品を評価の対象としてだけでなく大切な知的財産として尊重するという

感覚を持って接していくことが、子ども達自身の知財マインド醸成につながる。

このように知的財産教育における体験的学習をそのねらいから考えていくと、捕ら

えどころがなく判然としない感覚を持つかもしれない。そこで、その学習内容につい

て別の視点から光を当ててみたい。

まず、知的財産教育の３相構造での位置づけから考えた場合、第２層の「創造性学

習の分野」を支える第３層に位置する。新しく何かを創造するためには、創造しよう

というものについての本質的な理解と、アイディアを具体化し形にするための技能が

必要であることから、それらの育成を、この第３層の「体験的学習の分野」に期待す

ることになる。すなわち主として、①本質的理解力とそれを基にする応用力、②アイ

ディアを形にするために必要な基礎的技能、③基礎的技能を底支えする体力・身のこ

なしの力、④創造・創意工夫のきっかけやモチベーションに影響する感性や感動する

力である。これらの力は、体を動かすことを伴う学び方によって身に付きやすいと考

えられ、体験的な学び方は創造性学習の基礎分野として理にかなっている。

次に、既存教科科目の学習から考えてみたい。ある教科の学習内容について知識と

しては知っていても、他の場面では応用できないということがみられる。例えば、理

科で「物質の三態（固体・液体・気体）」を学習し知識として知っている。しかし、

野菜の天ぷらを揚げる際に出る気泡は、２００℃程度の油温で野菜の水分（液体）が

蒸発するために出ている水蒸気（気体）であり物質の３態の表れだと、分かっている

（あるいは理解できる）子どもは少ない。これは知識が体験を伴わずに蓄積され、腑

に落ちるとも言い表される本質的な理解のレベルに達していないためではないだろう

か。同じ天ぷらの事例では、揚がった天ぷらを油から上げるタイミングの判断材料と

して、家庭科で学習する「沈んでいた天ぷらが浮きあがってくる」という現象につい

て学ぶ。これは高温の油によって、天ぷらに含まれる水分が蒸発し、その結果、天ぷ

ら自身と油の比重の差により、天ぷらが浮き上がるという、水と油の比重の差および

天ぷら自身と油の比重の差がもたらす現象であるが、これも理科的な知識と切り離さ

れたしまっている。その他には、「のこぎりで木材を切断する際、木材のどこを保持

したら効果的か」という問いも同様である。てこの原理を知っていれば分かるはずだ

が、効率的に木材を支えることができない例も根を同じくする課題である。これらの

ことを解決するためには、例えば、コツを掴む（＝てこの原理を用いたのこぎり挽き

を体得）まで、繰り返しのこぎりで切断させたり、体験の解釈を強制せず自由に連想

させたり、体験を通じて教科科目横断的な学び方をすることが大切であろう。

このように知的財産教育の３層構造と既存教科科目の観点から、体験的学習をとら

え直してみたが、この２つの観点によっても、体験的学習を表すには十分でない。忘

れてはならないのは、子ども達がいきいきのびのび体験することであり、その積み重

ねによって、子ども達の「物の見方が豊かになる」ことに繋がったり「思考の足腰が

強くなる」ことに自然と繋がっていくような、学ばせ方である。その意識を持って、

指導にあたりたい。
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体験的学習としての体験の種類□

図４－１７は、創造性の発揮の基礎となる体験を学ぶ学習を「体験的学習」とし、

それを「生活体験」「基礎的な動きの体験」「感性を磨く体験」の３つに分けたもの

である。この３つの体験は、「基礎的な動きの体験」を中心として、子どもの個性に

関係が少ない領域と、個性に関係する領域に二分することができる。

さらには、図４－１８のように、幼児期から高等学校程度までの発達段階別に、体

験の具体例についてマトリクス化を試みた。それぞれの体験の発達段階別（幼児期、

小中学校、高校）の区分けは、実生活では明確ではなく、当然、相互に踏み込んで位

置しているが、体験の主体となると思われる発達段階に位置づけた。体験例の一部は、

実際の学校での学びにおいて、体験を伴わない知識のみの形で習得されることもある

が、知的財産教育として、創造性の発揮につなげる生きた知識とするためにも体験通

じて身につけさせることが肝要である。

なお、全ての体験的学習は、「心が揺れる体験」（成功体験や感動体験など）とし

て、学習させるとその体験と関連する学習分野への興味、関心が高まる。さらには、

「心が揺れる」ことにより、以前に体験した別の「心が揺れる体験」を通して得た知

識が連想されることで、「あのときはこうだった、同じようにやってみたらどうだろ

うか」というように、創意工夫や創造に繋がりやすくなる。

また、集団で同じ内容の体験的学習をしても、その体験を通して、何をどの程度汲

み取るかは個々人の感性によるところが大きい。農業科での体験的学習を例に取れば、

マルチングにより畑を被覆し保温・保水した土壌に定植作業をする際、マルチングし

た土が他のところより「温かい」、「湿っている」ことを体験することに教科として

の学習のねらいがあるが、実際の生徒の感想は様々であり、「汚れるのが嫌だ」と感

じていたり、「ミミズがいた」ことに気づいていたり、「風で帽子が飛びそうだ」と

思っていたりする。

このように、個々人で気づくことが違うため、同じ体験であっても習得されること

が異なる。このことから、体験的学習とは感性を磨くことでもあり、個々人が持って

いる感性を伸ばし、気づきの幅(機会)を広げる訓練という意味合いを持つ。

図４－１７ 体験的学習の種類

体験的
学習

基礎的・基本的
な知識・技能

（スキル）

基礎的な動きの体
験（身のこなし）

感性を磨く体験
（意欲・態度）

個性に関係がうすい領域

個性に関係する領域
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図４－１８ 体験的学習マトリクス

・健やかな体を維持する体力をつける
・自らの運動能力に合ったスポーツ
・体を動かすことを楽しむ 等

成功体験（＝達成感→目標がある＝努力） 感動体験（→気づき）
知識・技能の習得、気づき、知識の関連付けにつながる。

体験的学習

基礎的・基本的
な知識・技能

基礎的な動き

感性を磨く体験心

技

体

生活に必要な型を覚える体験 学習スキルを身に付ける体験 学習スキル体験の応用

基礎的な身のこなし体験 身のこなしの応用

・前回り
・後ろ回り
・山道を歩く
・作法 等

・読み
・書き 等

高等教育に耐えうる学習スキル

・芸術に触れる
・伝統文化に触れる 等

・凧あげ
・どろんこ
・こま 等

・応用的な図工
・手作業（繰り返し）によ
る気づきと習得 等

・自分自身等との関わり

・絵を見る（書く）
・音楽を聴く 等

起業家教育

知的財産権教育

など

産業人として

総合的に見る力

・話す
・はしを使う
・服を着る 等

小中学校

知育

体育

徳育

・記録
・要約
・説明
・論述 等

生活の基礎的知識･技能

・リンク機構
・歯車 等

専門（職業）的スキルを身に付ける体験

学習技能

物質の性質を体感
・ゴムで遊ぶ
・ボール投げ
・火をおこす
・固い、柔らかい 等

専門（職業）的基礎技能

・定規で線を引く
・はさみを使う
・のり等で接着する 等

・数式の活用 等

・観察
・計測 等

・計算 等

物理、生物、化学の知識を体験的理解
・バネやゴムの弾性･空気圧縮･ボール投げ
・火をおこす
・固いもの、柔らかいもの 等

・記録（高度）
・要約（高度）
・説明（高度）
・論述（高度）
・情報リテラシー 等

専門（職業）的基礎知識

・鍬で耕す
・金槌で打つ
・旋盤で加工する 等

・スポーツ
・ダンス
・集団演技 等

・産業社会等との関わり

学習知識

・プロ技能に触れる
・先人の生き方に触れる 等

専門（職業）的及び生涯体育的運動体験

高校幼児期
豊かな体験が創造性を生む

～原石を磨く前に原石を育てる～

・自然・動物に触れる
・おいしいものを食べる
・うつしいものを見る 等

・親しい人等との関わり ・友人（他者）等との関わり

・数式の高度な活用 等

本物に触れる・見る体験（直接体験）

コミュニケーション体験

遊びやチャレンジ体験

成功体験（＝達成感→目標がある＝努力） 感動体験（→気づき）
知識・技能の習得、気づき、知識の関連付けにつながる。
それぞれの体験的学習における学習のまとめとして、個々人が気づき（発見）を発表しあうことで、新たな発見が参加者相互に芽生える。
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加えて、それぞれが体験的学習で得られた気づき（発見）を、参加者全員の共通的

な学習体験にすることが重要である。各自の気づきを、参加者に伝え共有しあうこと

が、相互の学びあいに繋がるからである。

図４－１９は、体験的学習が学びの深まりと共に、創造性学習や知的財産権学習の

分野に発展していくイメージを示したものである。例えば、「書く」という比較的単

純な、体験的学習であっても、その体験的学習を深める（①手本を見る→②まねて書

く→③繰り返し練習する→④創作（崩して書く等）→⑤芸術→⑥書道→⑦生き方への

投影）ことができる。このように、図４－１８に示したそれぞれの体験的学習の要素

は、深まりを持った学びにすることが望ましい。すべての体験の学習要素はこのよう

に深めていくことができるすばらしい教材である。そして、それぞれの段階によって

創造性の発揮に結びつかせることができる。また、その学びの深まりが、「生きる力」

（「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」）を培っていくと考えられる。

② 体験的学習の実施例イメージ

体験的学習の実施例イメージを、小中学校（図４－２０）、農業高校（図４－２１）、

工業高校（図４－２２）、商業高校（図４－２３）のとおり作成を試みた。右に行く

ほど技能（スキル）が磨かれ、下に行くほど、学習の広がりが増す。

図４－１９ 体験的学習の積み重ね（深まり）のイメージ

技 体 心
創
造

直接
体験

間接
体験

疑似
体験

1 ○ ○ ○ 第３層・体験 頭で理解（知識）
2 まねる体験 ○ ○ ○ 第３層・体験 体で理解（技術）
3 繰り返し体験 ○ ○ ○ 第３層・体験 知識・技術習得
4 ○ ○ ○ ○ 第２層・創造 創意工夫（創造）
5 ○ ○ ○ ○ 第２層・創造 芸術の創造
6 ○ ○ ○ ○ 第１層・知財権
7 ○ ○ ○ ○ 「生きる力」･･･～道（例：書道等）
※直接体験の積み重ねでなければ、「生きる力」までの到達が難しい。

本物を見る・本物に触れる体験

創作活動の体験

創作活動を通してモラルが身に付く体験
創作活動に生き方が投影される体験

（型を覚える体験）

創作活動に芸術性を求める体験

体験の種類
学びの深まり体験の形

関係する領域

学
び
の
深
ま
り
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図４－２０ 小中学校での実施例イメージ（第３層体験的学習の分野として）

小中学校での実施例

体験的学習の実施例 テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造性学習への展開

実施例１ 学習知識１[文章を書く] 文章で表す 文章 筆記用具
要点を抜き出し要約
する仕方

理論的な文章表現
（三段論法等）

新しいものをつくり育てる文書表
現

実施例２ 学習知識２[図形での表現] 図で表す 図形 筆記用具 地図での表現の仕方 地図をつくる
地図記号・等高線な
どの活用

図形や形の創作

実施例３ 学習知識３［実用的な数字］ 数字で表す 数字 筆記用具 四則演算の仕方 表・グラフにする仕方 数字の活用

折り紙でつくる 折り紙 折り鶴を作る 折り紙で箱を折る ミウラ折を体験をする オリジナル紙飛行機をつくる

簡単な立体（直方体など）をつくる

はさみ
カッター
鉛筆
絵の具
のり など

紙工作道具の正しい
使い方

直方体をつくる 円錐をつくる 高くて安定したタワーをつくる

実施例４ 工作２[木] 本立てをつくる
木
プラスチッ
ク

カッター
金槌
釘抜き
のこぎり
ノミ
カンナ
ヤスリ
キリ
ドリル など

木工道具の正しい使
い方

迷路やパチンコをつくる

実施例５ 工作３[金物（板金加工）]
ブックエンドをつくる

板金
ブリキ
リペット

カッター
金切り鋏
金槌
万力
金尺 など

板金加工道具の正し
い使い方の体験

ブリキのロボットをつくる

実施例６ 工作４[動力の活用] 動く自動車模型をつくる
ゴム
スプリング
モーター

カッター
金槌
キリ
ドリル など

動力及び動力の伝達
（リンク機構、ゴム、エ
アー、カム、歯車、ス
プリング）の体験

動く物の製作

必要な知識とスキルを身につ
けた創造学習
・想像力育成のための発想法等の導

入
・グループワーク創作活動など

実施例３ 工作１[紙] 紙

知識的学習の積み重ねと体験的学習の繰り返しによるステップアップ

深

ま

り

広がり
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図４－２１ 農業高校での実施例イメージ（第３層体験的学習の分野として）

深

ま

り

広がり

テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造学習への展開

実施例１ 安全教育

・安全教育
服装・保護具
実習室の整理・整頓
作業上の注意
事故・災害が発生した場

合の対処

安全の教
材

実習服
安全靴
実習帽

実習服、保護具の正し
い身に付け方
安全に対する意識

危険な状況を想定し、それを回
避するための方法を発想する。

実施例２ 農作業の基礎
農作業に必要な道具の使
い方を身に付ける

畑

鍬
鎌
紐
支柱 など

鍬、スコップ、フォークの
正しい使い方

鎌、鉈の正しい使い方
紐の結び方・利用法
（ロープワークなど）

様々な農作業を分析し、各作業
に適した農機具を発想する。

実施例３ 栽培の基礎 露地栽培
露地圃場
露地野菜

鍬
鎌
紐
支柱 など

畑の準備（耕耘、施肥、
畝立て）の仕方

発芽の仕方（発芽環境
を整える）

粗放的栽培管理の仕方
（生育ステージに合わせ
た管理）

害虫の発生プロセスを調べ、発
生原因を探り、防除法を発想す
る。

実施例４ 栽培の応用 施設栽培
施設圃場
施設野菜

鍬
鎌
紐
支柱 など

栽培ベッドの構成（土耕
と水耕）

発芽、育苗管理の仕方
（発芽環境、育苗環境を
整える）

集約的栽培管理の仕方
（生育ステージに合わせ
た管理）

集約化、省力化の方法や器具に
ついて発想する。

実施例５ 栽培の発展 組織培養
無菌室
植物組織

ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ
試験管
無菌操作用
具
など

培地の調整

無菌操作（無菌状態を、
無菌室内のｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ
上でつくり、植物組織を
培地に植え付ける）

人工気象器の設定及
び、継代培養

コンタミ（雑菌）の侵入経路及び、
発生原因を考え、それを回避す
るための方法を発想する。

必要な知識とスキルを身につ
けた創造学習
・想像力育成のための発想法等の導

入
・グループワーク創作活動など

知識的学習の積み重ねと体験的学習の繰り返しによるステップアップ

農業高校での実施例

体験的学習の実施例
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図４－２２ 工業高校での実施例イメージ（第３層体験的学習の分野として）

広がり

深

ま
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工業高校(機械)での実施例

体験学習の実施例 テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造学習への展開

実施例１ 安全教育

・安全教育
服装・保護具
実習室の整理・整頓
作業上の注意
事故・災害が発生した場合の対処

安全の教
材

実習服
安全靴
実習帽

実習服、保護具の正しい身に
付け方
安全に対する意識

危険な状況を想定し、それぞれ
を回避するための方法を発想す
る

実施例２ 測定の基礎
・ノギスによる測定方法の習得
・マイクロメータによる測定方法の習
得

ノギス
マイクロメー
タ

ノギスによる正しい測定方法
マイクロメータによる正しい測
定方法

精密測定方法の発想

実施例３ 手仕上

・直角定規の製作
たがねによる切断
けがき作業
やすり仕上げ
穴あけ
弓のこによる切断

軟鋼平板

けがき針
直定規
直角定規
ポンチ
ハンマー
たがね
やすり
万力
ボール盤
弓のこ

正確なけがき作業
たがねによる切断作業
平やすりによる平面仕上げ
ボール盤による穴あけ作業
弓のこによる切断作業

平ヤスリによる正
確な平面仕上げ

手仕上げによる、オリジナル製品
の発想や製作

実施例４ 機械加工
・文鎮の製作
旋盤作業
フライス盤作業

軟鋼丸棒
ノギス
旋盤
フライス盤

旋盤による各切削技術
フライス盤による平面切削技
術

正確な精度での
切削加工

機械加工による、オリジナル製品
の発想や加工

実施例５ 溶接

・ペン立ての製作
材料取り
ガス溶接
アーク溶接

軟鋼平板
軟鋼角パ
イプ

切断機
やすり
ガス溶接機
アーク溶接機

切断機による材料切断技術
ガス溶接技術
アーク溶接技術

きれいな溶接ビー
ド

水平(横向き)姿
勢、縦向き姿勢で
の溶接

溶接によるオリジナル製品の発
想や加工

必要な知識とスキルを身につ
けた創造学習
・想像力育成のための発想法等の導

入
・グループワーク創作活動など

知識的学習の積み重ねと体験的学習の繰り返しによるステップアップ
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図４－２３ 商業高校での実施例イメージ（第３層体験的学習の分野として）

広がり

深

ま

り

商業高校での実施例

テーマ学習 教材・素材 道具 スキル１ スキル２ スキル３ 創造学習への展開

実施例１ ビジネス教育 ビジネスに対する心構え ビジネス基礎の教科書

・ビジネスの基礎・基本能力
について
・ビジネス活動をおこなうう
えで必要な態度や能力につ
いて

・ルールやマナーを守ること（社会
性）について
・社会に貢献しようとすること（倫理
観）について

・コミュニケーションの重要性について。
ビジネス活動を遂行するうえで必
要な豊かな人間性と創造性につ
いて考察する。

実施例２
コンピュータ基
礎

コンピュータによる基本操作
の習得

ワープロソフト パソコン

・電源の入れ方、消し方
・マウスの使い方
・データの保存と読み込み
・データの印刷について

・文字の入力と削除方法について
・漢字変換
・移動とコピーについて
・文字の拡大と縮小について

・文字の修飾について
・表を活用した文書の作成
・図形を活用した文書の作成

ワープロソフトを活用し、ビジネス
に適したダイレクトメールや広告
を考案する。

実施例３ 学級マーケット 接遇とは マナー教本
・接遇の基礎を習得する
・服装、表情、姿勢、態度・
動作、言葉遣いについて

ロールプレイングによる接客の基
本を学ぶ

・就業体験学習を実施し接遇を体験す
る。

学級マーケットに適した
接遇について考察する。

実施例４ 学級マーケット 商品開発の重要性について
・マーケティングの教科
書
・インターネット

パソコン
・商品開発とは
・商品開発の方法について

・外部講師による講演会
テーマ：開発商品が販売されるま

での過程を学ぶ
商品の調査研究

学級マーケットにおける新商品を
企画する。

実施例５ 学級マーケット 販売促進（Ｗｅｂページ作成） Ｗｅｂページ作成ソフト パソコン ・絵コンテの作成
・トップページの作成
・セカンドページの作成

・リンクの設定
・特殊文字
・ロールオーバー
・レイアウト枠
・代替テキスト

学級マーケットに適した
Ｗｅｂページについて考察する。

実施例６ 学級マーケット 販売促進（ＣＭ作成） 動画編集ソフト パソコン ・絵コンテの作成
・動画の取り込み
・写真の取り込み
・トリミング

・タイトルの挿入
・音声の取り込み
・ディスクの作成

学級マーケットに適した
販売促進用ＣＭについて考察す
る。

実施例７ 学級マーケット 経営分析 表計算ソフト パソコン

・計算式の入力
・表示形式の変更
・表示位置の変更
・書式の変更

・関数の入力
・グラフの作成

・ビジネス活動における報告書の作成
学級マーケットの報告書を作成
する。

必要な知識とスキルを身につ
けた創造学習
・想像力育成のための発想法等の導

入
・グループワーク創作活動など

知識的学習の積み重ねと体験的学習の繰り返しによるステップアップ

体験学習の実施例
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③ 実践で活用されている代表的な指導方法

ロールプレイング□

ロールプレイとは、場面設定（シチュエーション）を行い生徒が役割分担をして、

それぞれの役割を演じることにより、各演技者の立場に立って考えたり、感じたりす

ることが可能となり、自分自身のものの見方や考え方を整理することができるもので

ある。

また演技後に、演技者自身の感想や観察者からの意見交換を積極的に行うことで、

新しい発見やアイディアが生まれ、参加者の共感的な理解の元で創作活動を実施する

ことも可能となる。

＜手 順＞

１．場面設定を行い演技者と観察者を決定する。

２．演技者が役割を把握し、十分な演技ができるような時間を確保する。

３．演技開始する。

４．演技中、観察者は気づいたことを記録する。

５．演技者から良かったこと、難しかったこと、疑問点等を発表する。

６．観察者から気づいたことや講評を発表する。

７．演技者、観察者で相互に意見交換する。

＜実施例＞

販売員役と消費者役にわかれての

ロールプレイの様子

意見交換で得た、発見や発想を記録

している様子
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グループワーク□

生徒全員の意見や考えをお互い伝え合い、相互の情報を組み立て、新しい考えや発

想をまとめる作業に有効である。

さらに、グループワークにより課題を解決するプロセスの中で、仲間意識が芽生え、

同じ目的に向かって協力し、達成感を分かち合うことが可能となるため、一人一人の

人間的成長だけではなく、集団としての成長にも期待できる。

＜手 順＞

１．グループ編成

２．課題の提示

例「ここに新商品があります。このネーミングをクラス全員で考えを出し合って

ください」

３．注意事項の発表

例「他人と相談しないで、自分の意見をまとめること」

「考えをまとめるために、メモと筆記用具を用意すること」

４．各自検討

５．グループ討議

６．グループごとに発表

７．意見交換、分かち合い

８．まとめ、ふりかえり

＜実施例＞

グループ討議の様子 意見交換、分かち合いの様子
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フィールドワーク□

フィールドワークとは文字通り野外などで実態に即した調査のことで、野外調査や
現地調査といわれる。学問的に客観的な成果を求める活動として研究テーマに即した
場所を訪れ、その対象を直接観察し、仕事をしている人への聞き取り調査や、アンケ
ート調査を行い、現地での資料の採取を行うなどの調査技法である。

専門的なフィールドワークのほかに自然観察活動や産業現場見学、異文化体験など
教室から校外に出て教育活動として行うものもある。この活動も広い意味でのフィー
ルドワークとして捉えられる。

知的財産教育を学ぶ上では、児童や生徒が、製造・生産現場に出かけたり、産業遺
産を訪ね歴史を追いかけたりする活動が重要だろう。地域の歴史や社会生活を知る上
でも重要な活動である。

この活動を通して、実際の生活の場を知ったり、そこで働く人達の話を聞いたりす
る体験が出来る。

＜手 順＞
１．調査対象の選定

例「創造性学習や体験的学習の過程で調査対象を考えておく。
２．予備調査と予備学習

例「事前に、どこを訪れ、何のためにするのかという目的を設定し、集団全体と
して、何を見て、何を学習するのかを示し、それに基づいた予備学習をする。
また、個人としても、興味がわくように指導し、それぞれが特色ある学習が
出来るように工夫する。」

３．校外活動の事前準備
例「集合時間や行動日程など校外活動の一般的な注意事項の整理」

「郊外に出る服装やメモと筆記用具など持参品の準備」
「フィールドワークの訪問先や対面者の紹介、概念図など要項（メモ付き）
の作成」

「分担が必要な組織的な活動となる場合は、事前の役割分担決め」
４．現地訪問

例「現地の見学ポイントや説明などの記録を取る。その時の各自の感想を記録す
る。」

「グループワークであれば、色々な見方などを現地を見ながら話し合う。」
５．事後学習

例「事前に思っていたことと実際に体験したことの違いを整理する。」
「お互いが発表し合い、それぞれの感じ方や見方の違い体験する。」
「グループワークであれば、当初の目的と達成度合いや課題を整理する。」

８．まとめ（次回に向けた希望を出し合う）

＜実施例＞
・写真右上

専門機関において、専門家の話を聞く様子

・写真右下

森林の入口で、専門家の話を聞く様子

・写真左下

農家の畑で、農業経営者の話を聞く様子
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単位スキル体験□

人は道具を作り使うことで、文化を発達してきた歴史がある。しかし、文化の発展
と共に世の中が便利になるにつれ、日常生活でも、色々工夫してきたことが忘れられ
たり、工夫そのものが出来なくなってきていることも多い。

生活様式の変化に伴って、新しい道具の使い方も身につけていく必要があるが、こ
こでは基本的な生活や学習のために必要と思われる事例を挙げている。

発達段階、学習段階に応じた難易度の単位スキルを、日常の体験的学習指導に有機
的に組み込んだ展開が望まれる。

各単位スキルの難易については、図４－１８に照らし合わせた上で、以下の「単位
スキル例」と「留意すべき事項」を、学習に活用していただきたい。

＜単位スキル例＞
○鉛筆で書く

例「正しい鉛筆の握り方」「適度な筆圧」「文字を書く」
○線を引く

例「フリーハンドで線を引く・・まっすぐに引く訓練」
「定規の使い方と目盛りの見方」
「定規を使った線引き・・定規の裏表。定規への鉛筆の当て方。鉛筆を回しな

がら常に一定の線が引けるか。生きた線の引き方（一本の線は一息で引く）。」
○はさみを使う

例「安全なはさみの使い方」「はさみの用途・・紙切り用・布切り用など」「直
線に切る」「形に切る（予めラインを引いておく）」「少し早く切る」「工作
に利用してみる」

○小刀（鉛筆削り、簡単な工作）を使う
例「安全な小刀の使い方・・刃先を指側に向け

ない。刃先を体側に向けない。刃先を体の
反対側に向け、利き手で小刀の根本（柄）
を握り、一方の手で刃の背を押すように使
う。」

「鉛筆を削ってみる・・木の部分と芯の部分
の違いの体験」「木工用の柔らかい木を一定
の形に切ってみる」「カッターナイフの場合
は、刃先の活用を体験する・・刃先を活用
したペーパーのカット。刃先が破損した場
合の刃の折り方の体験（危険が伴うので小
学校低学年ではしない。高学年や中学生で
も指導者の指導監督が必要）。一定の図形の
切り取り。」

○箸を使う
例「正しい箸の握り方」「箸を使って作業してみ

る・・箸先の活用。豆を別の器に移すなど。」
＜留意すべき事項＞

１．予備調査と予備学習
例「基本となることを事前に把握しておく」

「生活習慣であるので、押しつけにならないような計画を立てる」
「安全面を認識できる指導ポイントはしっかり押さえる」

２．スキル体得
例「児童や生徒の実態を把握し、コンプレックスを持たせないように配慮し、楽

しく時間をかけて指導する。」
「利用の仕方の基本を体得させる。次に、簡単な道具の活用をしてみる・・道

具が必要な意味を理解できる体験をさせてみる。」
「道具を安全に使う意味を理解させる。」

３．事後学習
例「事前に思っていたことと体験したことの違いを話し合う。」

「身近にある道具や用途を考えてみる。」
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④ 今後の展望

本稿の作成にあたり、小・中学校の「学習指導要領解説 総則編 第１章 総説 ２

改訂の基本方針（平成２０年３月）」（以下、新学習指導要領）から、体験的な学び

に関係する要点を抽出し図４－２９のとおりまとめた。これまで体験的学習の分野の

解説で示してきた内容と比較すると、多くの要点が重なりあうことに気づく。このこ

とからも知的財産教育の体験的学習分野が、新学習指導要領の示す学びのあり方に沿

ったものであると言えるだろう。

今後は、図４－１８で示した体験的学習の内、学校教育で行う方が望ましいもの、

社会教育で行う方が望ましいもの、家庭や地域で行う方が望ましいものに、分類を進

めることで、各教科等での指導のあり方が、より明確になるものと思われる。併せて、

その学習内容について、新学習指導要領との整合性を高める形でとりまとめたい。

学習指導案については、体系的系統的なものにするために必要な分野を作成し、実

証授業を行い、事例を積み上げ検証していく。

なお、体験的学習の理論化・体系化及び学習指導案の作成と活用を通し、創造性学

習分野のさらなる充実、知的財産権学習の分野の展開へと、スムーズに発展するよう

進めていく。

図４－２４ 小・中学校の「学習指導要領解説 総則編 第１章 総説 ２ 改訂の基本方針

（平成２０年３月）」で示された内容から見た体験的学習の分析
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５ 評価

(1) 小学校・中学校における知的財産教育に関する評価

小学校および中学校における知的財産の学習における評価のアプローチの仕方とし

て、作品の評価のほかに、自己評価、他者評価などが考えられる。

特に、児童・生徒の作品を評価するにあたっては、積極的な創造活動の実践である

か、知識に基づく科学的な創造活動であるかを見極めながら、両者とも長所を評価す

べきであると考えられる。

また、観点別評価について下記に試案を示す。

１）著作権

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

自分の周囲にある著 身の回りにある著作 自分が創ったものや 著作権に関する基本

作物・著作権に興味・ 物について知り、権利 周囲のものに著作権 的な知識を習得し、自

関心をもち、自ら主体 を守る大切さを思考す をみつけ発表すること らの周囲にも多く存在

的に学ぶ意欲が感じ ることができる。 ができる。 することを理解するこ

られる。 とができる。

２）意匠権

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

身の回りの製品のデ 身の回りの製品のデ 身の回りの製品のデ 意匠に関する基礎的

ザインについて興味・ ザインの工夫の意味 ザインの工夫について な知識を習得し、デザ

関心をもち、自ら主体 について思考し、自分 自ら発見し、自分の選 インの多様性について

的に学ぶ意欲が感じ にとってどのようなも んだものについて基準 理解することができ

られる。 のがよいか判断でき を発表することができ る。

る。 る。

３）商標権

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

身の回りの製品やサ 身の回りの製品やサ 身の回りの製品やサ 商標についての基礎

ービスの商標について ービスの商標におけ ービスの商標におけ 的な知識を習得し、商

興味・関心をもち、自 る、役割や機能につい る、役割や機能につい 標の機能について理

ら主体的に学ぶ意欲 て思考し、自分にとっ て自ら発見し、自分の 解することができる。

が感じられる。 てどのようなものがよ 選んだものについて基

いか判断できる。 準を発表することがで

きる。

４）特許権

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

身の回りの製品の発 身の回りの製品の発 身の回りの製品の発 特許や実用新案につ

明や工夫について興 明や工夫について思 明や工夫について自 いての基礎的な知識

味・関心をもち、自ら 考し、自分にとってど ら発見し、自分の選ん を習得し、制度につい

主体的に学ぶ意欲が のようなものがよいか だものについて基準を て理解することができ

感じられる。 判断できる。 発表することができ る。

る。

図５－１ 小学校・中学校 知的財産の学習 評価規準（例）
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(2) 高等学校における知的財産教育に関する評価

高等学校における知的財産教育での学習（知的財産権学習、創造性学習、体験的学

習）を評価するために、「評価の観点（図５－２）及び評価規準（図５－３、図５－

４、図５－５）」の例を次に示す。

□ 具体的な評価方法

評価規準を基にして実際に評価を行う方法をいくつか挙げる。これらを組み合わせ

多面的・総合的に評価する。

生徒や学校の特性に応じた多方面からのきめ細やかな評価を行い、評価結果を個別

指導や興味・関心の喚起、動機づけなどに活用して、授業を展開していく必要がある。

項目 評価方法 内容

評価表 自己評価 学習態度や学習過程を自分で評価させる。

相互評価 発表会などでお互いに評価させる。

観察 チェックシート 作業や学習項目を進度に合わせてチェックし評価させ

る。

観察 指導者が生徒の態度や取り組みを観察し、評価する。

出席状況 授業の参加、課外活動の参加状況を評価する。

記録 ノート 授業内容をまとめたノートを評価する。

メモ 調べ学習やアイディア等を書き留めたメモを評価する。

レポート 課題、テーマについての報告内容を評価する。

感想文 ビデオや講演会、セミナーなどについての感想をまと

めたものを評価する。

日誌 １日の活動内容や反省、課題などをまとめたものを評

価する。

知識 ワークシート ワークシートの書き込みを評価する。

小テスト 知識の量を評価する。

テスト

制作物 作品 アイディアの独創性、創意工夫、出来などを総合的に

製品 評価する。

書類 出願書類 模擬出願、実際の出願書類を評価する。

発表会 準備 プレゼンテーションの準備などを評価する。

態度 発表時の態度などを評価する。

内容 発表内容を評価する。

※集まった記録等を総合的に判断し、評価する“ポートフォーリオ”も有効な手段である。

図５－３ 高等学校における知的財産の学習についての評価方法例

□ 評価規準

次頁から知的財産権学習の分野、創造性学習の分野、体験的学習の分野に分けて、

評価規準例を示す。なお、それぞれの評価規準には、具体的な例を示しており、この

例は、８４頁以降の専門高校で考えられる知的財産学習の指導案の評価規準（例）に

対応している。
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知的財産権学習 評価規準（例）

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断 ウ 技能・表現 エ 知識・理解
評 知的財産権に関して興 産業における知的財産 知的財産権に関する情 知的財産権に関する知
価 味・関心を示し、その態 権の役割について具体 報を収集し、考察した 識があり、その重要性
規 度について学習する意 例に考察し、その役割 過程や結果を口頭や文 について理解している。
準 欲が感じられ、前向きに の重要性について思考 章で表現できる。

取り組む姿勢がある。 できる。
例 ①知的財産権に関して ①知的財産権の重要 ①ＩＰＤＬ等を用いさまざ ①知的創作物について

興味・関心を示し、知的 性について考え、他人 まな事例を調査研究 の権利と営業標識につ
創造物についての権利と の権利を侵害しないな し、その成果を適切に いての権利があること
営業標識についての権 ど、法律を守るための 表現できる。 を理解している。
利を理解しようとする意 正しい判断ができる。 ②産業財産権には特
欲が感じられる。 ②特許になる発明の条 許権、実用新案権、意
②知的財産に関わる情 件を理解し、判断でき 匠権、商標権があるこ
報に興味・関心を示し、 る。 とを理解している。
調査・研究する姿勢があ ③創造・保護・活用の
る。 知的創造サイクルにつ

いて理解している。
評 知的財産権に関して、興 自分でアイディアを創 自分のアイディアを的 知的財産権の基礎的な
価 味・関心を示し知的財産 作し、また、そのアイデ 確に表現でき、知的財 知識を持ち、出願手続
規 権に繋がる知的財産を ィアが知的財産権に相 産権に関する情報を収 きの流れや、ビジネス
準 積極的に見つけ、学ぼう 当するかどうかをさまざ 集できる。 における効果を理解し

とする意欲がみられる。 まな角度から思考でき ている。
る。

例 ①知的創造の成果として ①ビジネスにおける知 ①インターネット等を活 ①知的創造物について
の知的財産に関する歴 的財産権の役割につい 用し、事例調査をするこ の権利と営業標識につ
史について興味・関心を て思考できる。 とができる。 いての権利について理
示している。 ②日常の中で、工夫す ②発明を発掘するポイ 解している。
②先端技術等が知的財 れば便利になる事象を ントを見いだし、アイデ ②特許権や実用新案
産権に守られていること 発見し解決方法を適切 アを創出できる。 権を受けることができる
について興味関心を示し に判断できる。 ③自分のアイディアを 物に関する基礎的な知
ている。 ③自分のアイディアが 説明できる。 識を理解している。
③マーク、ネーミングの 発明に相当するか判断
効果及び制度について、 できる。
興味関心を持っている。

評 知的財産権に興味・関心 知的財産権の定義を理 知的財産権の簡単な出 知的財産権の出願書
価 を示し、自分のアイディア 解し、アイディアを拡張 願書類を書式に則り書 類の書き方を理解する
規 を知的財産権化する意 する方法を考え、従来 くことができ、自分の知 とともに、知的財産権の
準 欲が感じられ、主体的に 技術との違いを適切に 的財産権を適切に表現 活用、我が国の現状に

学習に取り組む意欲が 判断し、創意工夫する できる。 ついて基礎的な知識を
感じられる。 能力を身につけてい 理解している。

る。
例 ①問題意識を持ち、意欲 ①年間計画を立案し、 ①器具や機器の操作を ①研究や作品の考案、

的に取り組むことができ よく考えながら着実に 適切にし、作品制作を 発明に必要な知識を身
る。 実践ができる。 することができる。 に付けている。
②クラスメートや班員と ②情報や資料を有効活 ②アイディアをうまく人 ②知識をうまく創意工
協調して取り組むことが 用し、独創的なアイディ に伝えたり、具体的に 夫に生かすことができ
できる。 アを出すことができる。 表現することができる。 る。
③知的財産権について ③収集した情報を適切 ③さまざまな事例を調 ③知的財産権について
学習する意欲があり、前 に判断することができ 査研究し、その成果を 基本的な事項を理解し
向きに取り組む態度が感 る。 適切に表現できる。 ている。
じられる。

評 知的財産権を取得するこ 権利が得られるように、 必要な知的財産権に関 方式審査など出願手続
価 とを目指し、研究や実験 知的財産権の内容につ する情報を検索するな きの流れの知識があ
規 および市場調査に熱心 いて深く考え、適切に活 どの技能を身につけ、 り、どうすれば知的財
準 に取り組み、出願まで自 動・実践することができ 自分の発想を適切に整 産権を取得できるのか

分で実施しようとする態 る。 理して表現できる。 について理解している。
度がみられる。

例 ①研究や作品の考案、 ①実践してきた過程を ①研究論文の書き方や ①研究の資料などを適
発明のまとめを積極的に うまく記録し、整理する その内容が適切であ 切に分別整理して、理
実施することができる。 ことができる。 る。 解することができる。
②発表会に向けて意欲 ②問題点を自ら整理 ②発表会のプレゼンテ ②研究や作品の考案、
的に準備をすることがで し、適切にまとめること ーションの内容と表現 発明のための知識を正
きる。 ができる。 が適切である。 しく身に付け、その意義

を理解している。
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創造性学習 評価規準（例） ステップ A・B

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断 ウ 技能・表現 エ 知識・理解

評 解決すべき問題や課題 解決すべき問題や課題 解決すべき問題や課題 解決すべき問題や課題

価 に興味を示し、課題を解 を解決するためはどうす を解決するための基礎 の内容を理解することが

規 決しようとする意欲と態 ればよいかを思考し、解 的な技術・技能があり、 できる。また、それを解決

準 度が見える。 決方法を模索することが 実践して、表現すること するために必要な基礎

できる。 ができる。 的な知識がある。

例 ①紙タワー（限られた用 ①紙タワーを高くするた ①はさみを使って紙を切 ①紙の性質（切ることが

紙でいかに高いタワーを めにはどうすればよいか るなど、紙タワーを創る できる、折り曲げることが

作ることができるかという を思考・判断し、形状を 技能があり、アイディアを できるなど）を知ってい

創作課題）を創作し、高 決めることができる。 表現することができる。 る。

さを競うとする。 ②ペンを垂直に保持する ②はさみを使って紙を切 ②はさみの種類・使い方

②ペン垂直保持具（限ら 部品には、どのような要 るなど、ペン垂直保持具 を知っている。

れた用紙でいかにペンを 素が必要かを考え、形状 を創る技能があり、アイ

垂直に保持するかという を決めることができる。 デアを表現することがで

創作課題）を創作しようと きる。

する。

評 発想力を高めたいという 発想力を高めるために 発想力を高めるための 発想力を高めることに関

価 意欲がある。また、発想 はどうすればよいかを考 基礎的な技能があり、説 する知識があり、理解し

規 技法に興味関心があり、 えることができる。また、 明することができる。ま ている。また、発想技法

準 技法を習得しようという 発想技法の内容や手法 た、発想技法の内容や の基礎的な知識があり、

意欲がある。 について考えることがで 手法を説明することがで それぞれの技法の特徴

きる。 きる。 を理解している。

例 ①発想力を高めるため ①発想力を高めるため ①発想力を高めるため ①学習による知識と経験

に具体的にどうすればよ に具体的にどうすればよ に具体的にどうすればよ による知識が発想力の

いかを知りたいという意 いかを考えることができ いかを説明することがで 源であること理解してい

欲がある。 る。 きる。 る。

②ブレインストーミング、 ②ブレインストーミング、 ②ブレインストーミング、 ②ブレインストーミング、

オズボーンのチェックリス オズボーンのチェックリス オズボーンのチェックリス オズボーンのチェックリス

ト、要素分解組立法、ＫＪ ト、要素分解組立法、ＫＪ ト、要素分解組立法、ＫＪ ト、要素分解組立法、ＫＪ

法、マインドマップなどの 法、マインドマップなどの 法、マインドマップなどの 法、マインドマップなどの

発想技法に興味関心が 発想技法について考える 発想技法を用いる技能 発想技法について知識

あり、技法を習得しようと ことができる。 がある。 があり、その手順を理解

いう意欲ある。 している。
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創造性学習 評価規準（例） ステップ C・D

評 習得した発想技法を活 習得した発想技法を活 習得した発想技法を活 習得した発想技法を活

価 用するなどして課題など 用するなどして課題など 用するなどして課題など 用するなどして課題など

規 を解決する意欲と態度が を解決するために考える を解決する手順を説明す を解決する方法を理解し

準 見られる。 ことができる。 ることができる。 ている。

例 ①ブレインストーミングな ①ブレインストーミングな ①ブレインストーミングな ①ブレインストーミングな

どの発想技法を課題解 どの発想技法を課題に どの発想技法を課題に どの発想技法を課題に

決のために実践的に使う 応じて使い分けることが 応じて実践的に用いる技 応じてどのように使えば

意欲と態度が見られる。 できる。 能がある。また、それを いいか理解している。

②発想技法を活用して ②発想技法を活用して 説明することができる。 ②発想技法を活用して

新商品開発や意匠の創 新商品開発や意匠の創 ②発想技法を活用して 新商品開発や意匠の創

作などに取り組み、与え 作などに取り組み、与え 新商品開発や意匠の創 作に取り組み、与えられ

られた課題を解決する意 られた課題を解決するた 作などに取り組み、与え た課題を解決する方法を

欲と態度が見られる。 めに考えることができる。 られた課題を解決する技 理解している。

能がある。また、それを

説明することができる。

評 課題を発見し、その課題 課題を発見し、その課題 課題を発見し、その課題 課題を発見し、その課題

価 を解決しようとする意欲 を解決するために考える を解決するためにどうす を解決するためにどうす

規 と態度が見られる。ま ことができる。また、課題 ればよいかを説明するこ ればよいかを理解してい

準 た、課題解決に向け、 解決に向け、「発想→試 とができる。また、課題解 る。また、課題解決に向

「発想→試作→実験→評 作→実験→評価→発想」 決に向け、「発想→試作 け、「発想→試作→実験

価→発想」を繰り返す意 を繰り返すことを自ら判 →実験→評価→発想」を →評価→発想」を繰り返

欲と態度が見られる。 断・思考して、実行でき 繰り返すことについて具 すことについて具体的に

る。 体的に説明することがで 理解している。

きる。

例 ①身の回りにある困った ①身の回りにある困った ①身の回りにある困った ①身の回りにある困った

ことや不便なことを発見 ことや不便なことを発見 ことや不便なことを発見 ことや不便なことを発見

し、それを解決しようとす し、それを解決するため し、それを解決するため し、それを解決するため

る意欲と態度が見られ にはどうすればよいかを にはどうすればよいかを にはどうすればよいかを

る。 考えることができる。 説明することができる。 理解している。

②課題解決に必要な情 ②課題解決に必要な情 ②課題解決に必要な情 ②課題解決に必要な情

報を集めたり、ＩＰＤＬで先 報を集めたり、ＩＰＤＬで先 報を集めたり、ＩＰＤＬで先 報を集めたり、ＩＰＤＬで先

行調査をする意欲や態 行調査をするためにどう 行調査をするためにどう 行調査をするためにどう

度が見られる。 すればよいかを考えるこ すればよいかを説明する すればよいかを理解して

③発明や考案、意匠や とができる。 ことができる。 いる。

商標、新しいニーズやビ ③発明や考案、意匠や ③発明や考案、意匠や ③発明や考案、意匠や

ジネスモデルなどを創造 商標、新しいニーズやビ 商標、新しいニーズやビ 商標、新しいニーズやビ

する意欲と態度が見られ ジネスモデルなどを創造 ジネスモデルなどを創造 ジネスモデルなどを創造

る。 するために考えることが することができる。 するためにどうすればよ

できる。 いかを理解している。
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体験的学習 評価規準（例）

ア関心・意欲・態度 イ 思考・判断 ウ 技能・表現 エ 知識・理解
評 体験することに意欲が 直接体験に際して、効 生活に必要な基礎的知 物質や自然現象の性
価 感じられ、前向きに取り 率的な身のこなしや作 識や技能表現ができ 質を体感し、その性質
規 組む姿勢がある。 業手順、部材の適する る。 を理解した行動が見ら
準 組合せ等について思考 れる。

・判断できる。
例 ①自然や動物等に触 ①紙飛行機を遠くに飛 ①凧あげ、どろんこ、こ ①ゴムで遊ぶ、ボール

れようとする。 ばすための形状につい ま等で遊ぶことができ 投げ、火をおこす等で
②ゼムクリップなど手仕 て思考することができ る。 性質・自然現象を理解
上げによる、オリジナル る。 ②定規で線を引く、はさ した行動が見られる。
作品製作の意欲があ ②バネやゴムの弾性等 みを使う、のりで接着す ②固い、柔らかい等、
る。 について観察し、思考 ること等ができる。 物質の性質を理解して

することができる。 ②読み・書き・観察・計 いる。
測・計算等ができる。

評 間接的体験や抽象概 体験と抽象概念を結び 知的財産教育における 物理、生物、化学、数
価 念が含まれる体験に対 つけて思考することが 基礎的な体験について 学の理数的知識や人
規 しても関心を示し、意欲 できる。 習熟し、表現できる。 文的知識について体験
準 をもって主体的に体験 を通じて本質的に理解

しようとする態度がみら している。
れる。

例 ①溶接の技術を生かし ①害虫の発生原因を探 ①前回り、作法等の身 ①バネ、ゴムの弾性、
て、鉄のオブジェの製 り、思考・判断すること のこなし体験と身のこな 火をおこす、物性、三点
作をしようとする。 ができる。 しの応用ができる。 測量、てこの原理等に
②害虫の発生プロセス ②理数的理論、法則、 ②応用的な図工等に必 ついて体験を通じて本
を調査しようとする。 芸術、文化等を結びつ 要な、身のこなしがで 質的に理解している。
③道具をどう使えば効 け思考することができ き、ものづくり等ができ ②道具の特性及び取
果的か考えて行動しよ る。 る。 扱い上の注意点を理解
うとする。 ③接客態度について観 ③基本的な接客マナー している。
④望ましい接遇態度を 察し、思考することがで である身だしなみを整 ③場面に応じた礼法に
身につけようとする意 きる。 えられる。 ついて理解している。
欲がある。 ④工具、機械等を正しく

使用し安全に加工する
ことができる。

評 これまでの体験を元 これまでの経験と現在 基礎技能があり、学習 理数的知識と、実践に
価 に、現在の体験を検証 の体験で得られた抽象 スキルとしての記録、 必要な知識を、体験を
規 し、気づきを得ようとす 概念等を組合せて思考 要約、説明、論述、情 通じて本質的に理解し
準 る意欲・態度がみられ ・判断ができる。 報リテラシー、数式等に ている。

る。 より、自分が描くものを
表現できる。

例 ①発芽環境、育苗環境 ①生育ステージに合わ ①鍬で耕す・金槌で打 ①植物の生理やリンク
を最適なものに整えよ せた栽培管理につい つ・旋盤で加工する等 機構・歯車等を体験を
うとする意欲がある。 て、思考・判断できる。 の専門的技能が身に 通じて本質的に理解し
②実社会の商品開発 ②場に応じた礼法を判 付いている。 ている。
において知的財産権が 断できる。 ②記録、要約、説明、 ②開発した商品と知的
必要であることに強い ③開発した商品につい 論述、情報リテラシー、 財産権の関わりについ
関心がある。 て他人の権利と抵触し 数式等により、想い描く ての基本知識を体験的

ないかについて適切に ものを表現できる。 に理解している。
判断できる。 ③インターネット等を活

用し事例を調査できる。
評 より深い気づきを得よう これまでの経験と現在 専門（職業）的技能があ 専門（職業）的知識を、
価 とする意欲・態度がみら の体験で得られた抽象 り、学習スキルとしての 体験を通じて本質的に
規 れる。 概念等を組合せ、本質 記録、要約、説明、論 理解している。
準 的で応用に繋がる思考 述、情報リテラシー、数

・判断ができる。 式等により、自分が描く
ものを表現できる。

例 ①発芽環境、育苗環境 ①生育ステージに合わ ①鍬で耕す・金槌で打 ①複雑なリンク機構・歯
をより改善しようとする せた栽培管理におい つ・旋盤で加工する等 車等を体験を通じて本
ようとする意欲がある。 て、集約化、省力化の について、記録、要約、 質的に理解している。
②調査に基づき他人の 方法や器具について思 説明、論述、数式等に ②プロの技能について
権利を尊重した上で創 考・判断できる。 より、自分が描くものを 本質を理解している。
作する意欲が感じられ 専門的に表現できる。
る。 ②さまざまな事例から

その成果を適切に表現
できる。
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６ 指導案と取組事例

ここには、これまでに山口大学教育学部で実践されてきた小中学生対象の知的財産教育

の事例と、全国の専門高校で実践されてきた知的財産教育の事例を指導案と共に紹介して

いる。これらの山口大学教育学部の実践事例は、教育学部の学生が模擬授業や検証授業で

経験した内容を取り込んでいる。専門高校での実践内容は、農業高校・工業高校・商業高

校における先進的な事例である。その取組の内容を幅広く捉え、生物や作物の育成、もの

づくりや製造、商品やビジネスの分野に関する知的財産教育の実践事例として考え、いろ

いろな授業の工夫に役立ててもらいたい。
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(1) 小中学校で考えられる知的財産権学習

本教本では、知的財産教育を知的財産権学習・創造性学習・体験的学習の３分野に

分けて実施形態を解説しているが、小中学校の学習段階では、この３分野を知的財産

権学習の分野において総合的に扱い掲載した。

① 小学校での実施形態

以下に示す小中学校段階の指導案は、山口大学教育学部の学生が作成したものであ

る。

指導案１ 「特許権」

１．本時案

学習活動・子どもの意識の流れ 指導上の留意点・評価の視点と支援

(1)教師が提示したものについて、工夫し ○シャープペンシルや携帯電話などを身近な

ている点を考え、発表する。 ものを提示し、出てきた意見を板書する。

○工夫している点が、誰かの発明であること

を告げる。

(2)身の回りで、「これってすごい発明だね」○今、目に入るものを原則とし、無ければ家

と感じたものをワークシートに書き、 の中などをイメージするようにする。

発表する。

○発明されたものは「特許」というものを取

ると守られることを告げる。

(3)身の回りで不便だと感じているものを ○不便なところを便利にするためにはどうす

上げ、どうしたら便利になるか考え、 ればいいか考えるようにする。

発表する。

（支援）例示をしめす。

（評価）実現できるかできないかは問わず、

不便なところをいかに便利にしよう

としているかを評価する。

(4)今日の感想をワークシートにまとめる。○ワークシートに記入することで、今日の復

習をするようにする。

みんなも発明してみよう！
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２．本単元のねらいとポイント

児童たちは「特許」という言葉に親しみがなかったとしても「発明」という言葉

には親しみを感じるであろう。「特許」とは、技術の発達のために「発明」される

ものを守るための制度で、これがないと技術は進歩しないのである。児童たちのな

かには「こういうの便利だからつくってみよう」など、さまざまなアイディアを生

み出す児童もいる。

発明に興味があるのなら「特許」というものを多少、児童たちに教えてもよいの

ではと考えたのがこの授業である。発明されたものは「特許」というもので守られ、

それがまねされて作られ、初めて考えた人が損しないように出来ているということ

を教え、発明することを意欲的に考えさせたい。

本教材では、児童たちが「こんな発明があるんだ」と言ったり、「これがこうな

ったらいいのにね」などのアイディア（＝発明）を出したりするなど、「発明」す

ることに興味をもってもらうことをねらいとする。本授業では「特許」を守るとい

うより、「特許」を楽しむといった形で授業をすすめ、児童たちに今後の社会の発

展のための発想力を少しでも身につけさせ、そして将来発明したときには「特許」

を取るときちんと発明が守られるといったことを教えたい。

３．指導案解説・評価の観点

本授業は児童たちに「発明」することについて興味を持たせることを主眼に置い

た。そのため、活動(1)や(2)で「発明ってすごい」とを感じさせ、活動(3)で実際

に「発明すること」を活動としたいと考える。

活動(1)では教師がいろいろな身近なものを提示する。ここではできるだけ「こ

れってすごい」というものを提示し、「これは、どうやったらできるんだろうね」

などと、児童たちの興味を十分にひきつけたい。携帯電話や、パソコンなど、技術

の進化とともに発達したものや、扉のレールなど、ふとしたところから考えられる

発明でもよい。もし時間があれば、その発明が生まれるまでの歴史についても見せ

ることも効果的であると思う。

活動(2)では、児童たち自身が普段から「これってすごい」と感じているものを

ワークシートに書かせ、発表させる。普段の生活から発明を見つけ出すことで、活

動(1)よりももっと「発明」を身近に感じることができるでだろう。「発明」を身近

に感じたところで、「特許」という言葉と結びつけたい。当然ながら、「特許」は奥

深いものがあり、すべては小学生に教えられない。そこで、次のように説明する。

「人がどんなに『発明』しても誰かに簡単に真似されて売られたりしたら『発明』

する気なくなって、もう『発明』しないでおこうって考えるよね。そうなったら便

利なものって出来なくなってしまう。そのために『発明』したものを『自分が考え

たので、誰にも勝手に真似させないでください』ってお願いできるようになってい

て、その制度を『特許』って言います。」

この説明により、特許とはどんなものか、また、なぜ特許制度があるのかという

ことを把握させたい。

活動(3)では、身の回りの不便に感じるものに気づかせ、自分で発明させたい。

こういう身近な発見が、「発明」につながるのだと児童たちに分からせたい。本活

動では、児童たちを楽しませながら、児童たちの「発明」しようという意欲を引き

出し、それを評価したい。

ワークシートは、最初から提示することを避け、活動(2)から使用したいと考え

る。
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指導案２ 「商標権」

１．本時案

学習活動・子どもの意識の流れ 指導上の留意点・評価の視点と支援 時間

(1)ナイキなどのマークを勝手に使って ○意見を子どもたちに討論させる。 10 分

いいものか討論する。

○意見の補佐をする。

○意見を板書する

(2)身の回りの商標を探す ○いろいろな「商標」を前に掲示して、 10 分

これらの「商標」は勝手に使われたり

しないように守られていることを伝え

る。

(3)ワークシートに自分のトレードマー ○机間指導をする。 10 分

クを作成し、コンセプトを書き、マ

ークに名前をつける。 （支援）考えがまとまらない子どもがい

れば、友達に自分のことを聞い

てみるように問いかける。

（評価）「自分」を出した、マークを作っ

ているかどうか評価する。討論

がいきているかも評価する。

(4)作ったトレードマークを発表する。 ○名前を伏せて誰のマークか尋ねること 10 分

で、自分の特徴が出たマークが作成で

きたかを確認する。

(5)感想をワークシートに記入する。 ○自分のトレードマークを作った感想や、５分

「商標」について考えたことなどをワ

ークシートに記入するように指示す

る。また、自分の授業を受けての感想

も書くよう指示する。

自分のトレードマークをつくろう
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２．本単元のねらいとポイント

児童たちは、日常生活においてパソコンでインターネットに触れる機会が増えて
いる。そして、インターネット上で掲示板を使ってコミュニケーションをとってい
る児童もいるだろう。しかし、インターネットを利用するためには守らなければな
らないことがあり、それを知らずにインターネットを利用している場合があると思
われる。

本主題は、知的財産権の一つである商標権について取り扱い、インターネット上
における商標の取扱いについて理解させる。そこで、実際に各自でトレードマーク
を作らせ、それを商標として保護する意味を考えさせたい。そのためには侵害され
たときの気持ちを考えることができるようになることがまず最初の段階であると思
う。また、日常生活においてどんなものが商標になっているかを知り、その意味を
考えることができることも重要だと考える。さらに、インターネット上で「商標」
を無断記載することがいけないことを例にとって、「商標」の取扱いの概要につい
ても理解させたい。

そこで、指導にあたっては、次の点に留意したい。
○自分をアピールできるトレードマークにするためにはどのような点に気をつけ

るべきか考えることで、商標の意味を理解できるようにする。
○自分で実際にトレードマーク（＝「自分」の商標）を作ることで、それを侵害

されたときの気持ちを考えることができるようにする。
○身近な商標を寄り多く紹介することで、商標に興味・関心が持つことができる

ようにする。

３．指導案解説・評価の観点

活動(1)では、ナイキなどのマークを勝手に使ったりしてよいと思うかどうかを
議論させたい。議論ではただ「使ってはいけないと思う」などの判別だけでなく、
なぜそう思ったのかも聞くようにしたい。それによって感覚だけで答えたのではな
いということを証明することができると考えるからだ。発表が終わった後、これら
のマークは「商標」といって、この商品を作った会社にしかつけることが許されな
いマークなのだということを示し、この「商標」でその会社のものであることをア
ピールしているのだということを知らせると良いと考える。

活動(2)では、児童たちに実際に商標を見つけ出させる。商標は筆箱や教室の中
など、さまざまなところに隠されている。児童たちはきっとこの活動に興味をもっ
て、一生懸命に商標を探すであろう。見つけた商標はみんなにも見せてあげるよう
仕向けたい。

この活動が一段落したのちに演習のように教師が商標のついた商品をみせて、ど
こに商標があるか児童たちに見つけてもらうという活動に入るとよいのではない
か。ここでは、教師があらかじめ商標が写っている商品の写真を取り、児童たちに
提示し、どこが商標なのかを児童に実際に答えさせる展開も考えられる。これによ
って児童たちに、商標ってこのことなのだということを再確認させたい。

活動(3)では自分の商標を作る。自分のものにはこれをつけようといったように、
「商標」と同じ考え方で自分のトレードマークを作成する。このことによって商標
により、興味を持つことができると考える。ただし、ここでは個性あふれるマーク
を作成させたい。「商標」が誰にも真似されず、かつその会社のものであることを
象徴しているように、ここで作成するマークにもそのような視点をとりいれたい。
児童たちにはトレードマークを作成するときに自分のマークであることを言い聞か
せ、さらにトレードマークを作成した後にはなぜこのマークなのか、またどこを工
夫したのかをコンセプトとして書かせ、そのトレードマークがいかに「商標」のこ
とを、わかって作成しているか、独自性を発想力の評価としたい。

活動(4)では、実際にマークだけで誰のものか分かるか、ゲーム感覚の活動を行
う。この活動ではマークだけで誰のものかわかるのがよいが、分からなくても、後
で「こういうところ○○さんらしいよね」と補足するとよいのではないだろうか。
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指導案３ 「意匠権」

１．本時案

学習活動・子どもの意識の流れ 指導上の留意点・評価の視点と支援

(1)身の回りのもので、自分が良いデザイ ○「デザイン」という言葉の意味を問う。

ンだと思ったものを発表する。

○「星」や「ハート」など単独のものではなく、普

段使っているものや、見ているものの中で、よ

いデザインだと思うものをあげるように指示す

る。

○新幹線やウォークマンなど、意匠登録されている

デザインをいくつか紹介し、デザインに興味を

もつようにする。

○発表されたもののうち意匠登録されているものを

挙げ、それらが「意匠」というもので守られて

いることを告げる。

(2)自分がデザインしたいものを選び、デ ○デザインするときの注意点を告げる。

ザインする。

（支援）デザインするものが思いつかなければ、先

ほど扱ったものを別にデザインしてみるこ

とを促す。

（評価）注意点を守り、独自性があるデザインにな

(3)自分がデザインしたものを発表する。 っているか評価する。

(4)今日の感想をワークシートに記入する。○良い点を挙げていく。

○今日の振り返りを行うようにする。

デザイナーになろう

・すでにあるものは×

・すでにあるものに少し何かを足す

だけは×
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２．本単元のねらいとポイント

児童たちは普段から「デザイン」という言葉を耳にし、「この形ってすごいね」

と思うこともあるだろう。「デザイン」というと一般的に「服のデザイン」など、

柄などを思いつくかもしれないが、新幹線の形などの形状的なものもそうである。

これらは「意匠権」というもので守られている。

この授業では「デザイン」と言う言葉から「意匠」という言葉につなげ、知的財

産権の一つである「意匠権」を学習する。身の回りの「デザイン」に興味をもち、

さらに児童たちにもデザインさせることで、「デザイン」という言葉を身近に感じ、

さらに、よいデザインで、他にもないようなものは意匠登録をすることができ、そ

れが真似されないようにすることができるということも教えたい。

本教材では実際に児童たちに「デザイン」について考えさせ、そして、新幹線や AV

機器の形など、身の回りのものを紹介することで「デザイン」に興味を持たせたい。

さらに自分たちで何かを「デザイン」することにより、「こういう形ってすごい」

と自分がデザインしたものを賞賛でき、また、そのときの考えた気持ちになり、「意

匠権」を守るマインドを育みたいと考える。

３．指導案解説・評価の観点

活動(1)では、まず児童たちに「デザイン」の意味を問うて、自分が知っている

「デザイン」を自由に発言させるよいと考える。そこで、児童たちの意見から「デ

ザイン」という言葉の意味を整理し、次に児童たちに身の回りのもので自分がよい

デザインだと思ったものを発言させるとよいと考える。このことによって、児童た

ちは「デザイン」という言葉の理解が深まっていくだろう。そのときに注意したい

のが「星」や「ハート」などの単独のもので連想させないようにすることであると

考える。「星」や「ハート」などの意見が出るときっと児童たちはつぎに「スペー

ド」などの形を連想するだろう。そうなるとこの授業の目的である「意匠」につな

げにくくなる。「普段使っているものの中から探してみよう」など、適当な助言が

必要となってくるであろうと考える。

児童たちにいろいろな形を出させた後、実際に意匠登録されているものを例に提

示するとよいと考える。児童たちが知っている身近なものを提示していくことで、

児童たちの興味・関心をより喚起したい。また、それらが「意匠」として登録され、

守られていることを提示するとよいと考える。

活動(2)では児童たち自身がデザイナーとなり、さまざまなものを実際にデザイ

ンしていくという活動になる。このとき、意匠登録の条件である、すでにあるもの

やすでにあるものに少し何かを加えたもの、さらにすでにあるもの同士を組み合わ

せただけではいけないということを提示し、「意匠」を意識させたいと考える。こ

こでは、デザインするものは既存のものでもよいと考える。たとえば AV 機器をデ

ザインするなどである。このような活動を通して、「意匠」について理解させ、独

自性のあるものを作らせ、それらを評価の対象としたいと考える。

活動(3)では、いわゆる「ファッションショー」を行う。児童たち自らデザイン

したものをみんなに披露させることで、デザインすることの楽しさを体験させ、興

味を持たせたい。
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指導案４ 「著作権」

１．本時案

学習活動・子どもの意識の流れ 指導上の留意点・評価の視点と支援

(1)提示されたもののどこがいけないのか ○著作権侵害しているページを模擬的につく

考える。 り、子どもに見せる。

(2)著作権について考える。 ○著作権とはどういうものかを説明し、著作

権侵害がなぜいけないか子どもたちと一緒

に考える。

・著作権は音楽や映画を作った人が、真

似をされて損しないように保護するも

の。

・音楽や映画やなどには著作権があり、

勝手にコピーして配ったり HP に乗せ

てはしてはいけない。

(3)ワークシートで著作権侵害しているか ○いくつかの事例をワークシートにあげ、著

していないかを判別する。 作権侵害しているかどうかを判別するよう

にする。

（支援）わからなければ隣の人と相談するよ

うに指示する。

（評価）著作権とは何か理解し、当該事例が

なぜ著作権侵害しているのか理解す

ることができるかどうか評価する。

(4)ワークシートの内容を発表する。 ○順番に著作権侵害しているかどうか、また

なぜそれが著作権侵害なのか理由をつけて

発表する。

(5)ワークシートに今日の感想を書く。 ○子どもたちの今日の理解度をワークシート

で見る。

著作権侵害はどれ？
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２．本単元のねらいとポイント

児童たちがパソコンを扱う機会も増え、パソコンの高機能化に伴い活用の範囲が

広がっている。CD や DVD の複製や、インターネットで自分のホームページの作

成や掲示板への書き込みが簡単にできるようになり、そこで知らない間に著作権を

侵害をしているケースがあとを絶たない。ホームページ作成や掲示板の書き込み等

は小学生の間でも行われ、それに関する指導が少ないまま、児童たちはインターネ

ットに潜む危険に脅かされている。

ホームページ等で、他者の著作物を人に発信しようとするときには著作権者の許

可が必要である。CD や DVD にも著作権があり、これらを勝手にホームページで

配信したり、また、パソコンで作った複製物を友達に配ったりしても当然、著作権

侵害となる。これらは小学生が悪意なくやりそうな行動である。

本教材では何が著作権侵害となるか、児童たちの身近な例から取り上げ、正しく

著作権と付き合えるように理解させたい。また、なぜ著作権侵害をしてはならない

のか、その理由を学ばせ、不用意に著作権を侵害しないようなモラルを育みたい。

そのために、ここではできるだけたくさんの事例を用意し、また、それらを楽しく

絵や動画にしたりして学ぶことが出来たらと考える。

３．指導案解説・評価の観点

現在、CD や DVD の内容をファイル交換ソフトや動画配信サイトなどで、イン

ターネット上で配信するということが増えている。またブログで、誰でも簡単にホ

ームページが作成出来てしまうことから、自分のホームページに安易に他者の著作

物を使ってしまうことも考える。本授業は、小学校段階から著作権とはなにかを学

び、このような行為を未然に防ぐことを目的とする。そのためには、何が著作権侵

害で、それはなぜいけないかを理解させる必要がある。

活動(1)では、著作権侵害しているホームページを模擬的につくり、これを見せ

てどこがいけなくて、なぜいけないのかを問う。ここで、活動(2)の著作権と結び

つけるようにしたいと考える。著作権とはどういうもので、著作権侵害がなぜいけ

ないのかを児童たちと一緒に考えたい。たとえば、有名なアーティストを例にあげ、

そのアーティストは CD を出し、その CD が売れることによってお金をもらってい

る。しかし、勝手に私たちがその CD をコピーして配信したり、コピーして譲った

りすると、配信したり譲ったりした分のお金がそのアーティストに入らなくなる、

ということを説明するとよいと考える。児童たちが知っている身近なアーティスト

を例示し、興味関心を持ちやすくしたい。

活動(3)は机上作業となる。ワークシートにあらかじめいくつか絵で事例を挙げ、

それが著作権侵害しているかしていないか、また、それはなぜかを問うようにする

とよいと考える。ここで、児童たちの著作権に対する理解度を評価できると考える。

わからなければ隣の人と話し合わせてよいし班活動にしてもよい。ワークシートの

内容は、児童たちが遭遇しやすい事例を挙げる。たとえば、「CD の音楽を自分のホ

ームページに載せるのは？」、「レポートの宿題で友達の書いたものを写すのは？」

などの設問が適当だと考える。



- 66 -

② 中学校での実施形態

山口大学教育学部学生によって、第３層「知的財産権学習分野」のモジュール

構成を踏まえ、ステップ･モジュールに設定されている達成させたいねらいを満

たすような授業案・教材開発が行われた。以下に、その指導案を示す。

なお、ステップ B・C は著作権・特許権・意匠権・商標権の 4 系統ごとに 1 つ、

ステップ D の知的財産応用について 1 つの計 5 つ、授業案と教材例についての概

略を示している。

指導案１ 「著作権」ステップ B B-1

技術･家庭科 学習指導案

１．教 材 私が持っている著作権

２．主 眼 著作権の概要を学ぶことを通して、自らも著作権者であることについて

理解することができる。

３．授業の過程

学習内容 および 学習活動 生徒の意欲や関心 教師の手だて

(1)本時の学習内容を確か ・今日は何をするのだ (1)本時の学習内容について説

める。 ろう。 明を行う。

(2)著作権が何に発生する ・本や音楽に著作権が (2)著作権の概念を説明し、著

のかを知る。 あるんだよね。 作権が発生するものについ

・映画もそうだった てプロジェクターを用い説

な。 明を行う。

(3)自分が持っている著作 ・本が著作物なら作文 (3)ワークシートを用いて、生

権があるか考える。 も著作物かな？ 徒自身が持っている著作権

・何かつくったものが が無いか探すことを告げ

あったっけ。 る。

・著作権は手続きなどで発生

するのではなく、作られた

時点で発生することを説明

する。

(4)本時のまとめを行う。 ・著作権はいろいろな

ものにあるね。 (4)板書をもとに本時の学習内

容を振り返らせる。
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４．単元のねらいとポイント

ねらいを「著作権が何に発生するのかを知る」、「自分が所有している著作権は何

かについて考える」として作成した。

中学生にとって、著作権は知的財産権の中では比較的存在を認識している分野に

当たる。しかし、具体的にどのような条件で著作権が発生するのか等といった知識

についてはそれほど無いと考える。著作権を保護しようとしても、何に著作権があ

るのかを分かっていないと守れない。

よって、この授業ではまず著作権の概要について学ぶこととした。著作権が発生

するものは何なのかを知ることで、自らが作ったものにも著作権が発生することに

気づくことができる。ワークシートを用い生徒自身が自分の著作物について把握す

ることで、自分が著作権者であることを理解させることが目的である。
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指導案２ 「意匠権」ステップ B B-3

技術･家庭科 学習指導案

１．教 材 製品のデザイン

２．主 眼 デザインを普段どのような基準で選択しているか考えることを通して、

デザインの多様性について興味を持つことができる。

３．授業の過程

学習内容 および 学習活動 生徒の意欲や関心 教師の手だて

(1)本時の学習内容を確か ・今日は何をするのだ (1)本時の学習内容について説

める。 ろう。 明を行う。

(2)自分の好きなノートを ・色が好きだからこの (2)デザインが異なるノートを

選び、その理由を発表 ノートがいい。 例示し、自分が買うならど

する。 ・イラストがかわい のノートを選ぶか･それは

い。 なぜかを問う。

・リング式が使いやす ・人によってノートの選択理

い。 由は様々であり、どれが正

しいというわけではないこ

とを告げる。

(3)なぜ様々なノートが売 ・1 種類しかないなん (3)ノートを選択した理由をま

られているか考える。 て面白くない。 とめることで、そのノート

・いろいろな好みの人 が選ばれている基準を班で

がいる。 話し合わせる。

・場合によって使い分 ・同じ人でも、場面によって

けたいこともある 違うノートを選ぶことが無

よ。 いか問う。

(4)本時のまとめを行う。 ・ノート一つでもいろ (4)板書をもとに本時の学習内

いろな選び方がある 容を振り返らせる。

ね。
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４．本単元のねらいとポイント

ねらいを「製品のデザインとは何か考える」として作成した。

私たちは、製品を買うときにいくつかの条件によってそれを選択している。人に

よってその優先順位は様々であるが、デザインもその条件の一つである。デザイン

が製品選択の一要因であることを認識することで、製品のデザインを守る権利であ

る意匠権について学ぶための足がかりとしたい。

普段からよく見るノートについて何種類かの異なるデザインを用意し、自分なら

何を選ぶか・なぜそれを選んだかを発表させることを通して、自分が普段どのよう

な基準で選択しているかを考えさせる。

また、各自でノートを選んだ理由などをまとめて整理することで、ほかの人がど

のような基準で選択しているかを知ることができる。人によって選び方が違うこと、

状況によっても選ぶデザインが変わってくることを把握することで、デザインの多

様性について興味を持つことができる。
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指導案３ 「商標権」 ステップ B B-4

技術･家庭科 学習指導案

１．教 材 校章と商標

２．主 眼 校章の特徴や込められた意味について考えることを通して、商標が果た

している役割について興味を持つことができる。

３．授業の過程

学習内容 および 学習活動 生徒の意欲や関心 教師の手だて

(1)本時の学習内容を確か ・今日は何をするのだ (1)本時の学習内容について

める。 ろう。 説明を行う。

(2)校章の特徴や意味につ ・なんでこんなデザイ (2)校章を例示し気づいたこ

いて話し合う。 ンなんだろう。 とやなぜこのようなデザ

・意味を前に聞いたこ インなのか意見をまとめ、

とがあった気がす グループで発表すること

る。 を告げる。

・校章の由来や制定された

理由を告げることで、校

章がどのような意味を持

っているのか説明を行う。

(3)様々なマークが持つ意 ・これは何のマークだ (3)商標を例示し、それにつ

味を考える。 ろう。 いてどのようなイメージ

・よく見るマークがあ を持ったか、何か気づい

るぞ。 たことがあるか問う。

・なんだか目立つもの ・校章と同じく、様々なマ

があるなあ。 ークにも込められた意味

や作られた理由があるこ

とを告げる。

(4)本時のまとめを行う。 ・ほかのマークにも何

か決められた意味が (4)板書をもとに本時の学習

あるのかな。 内容を振り返らせる。
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４．本単元のねらいとポイント

ねらいを「マークや名称について、普段どのように認識しているか考える」、「商

標に込められた意味を知る」として作成した。

商標とは、製品やサービスを選ぶ際の一つの目安となるものである。製品やサー

ビスを提供する側が他の同種製品・サービスと差をつけるため、または自社製品・

サービスについて自信を持って提供するためのブランドづくりの一つとして商標が

利用される。今回は、その商標の導入教材として校章を選択した。

校章は、どの学校にも存在するものである。そして、校章には様々な意味が込め

られている。その学校を表すマークであり、その意味では商標と共通する部分があ

る。校章を見て気づいたことをまとめ、どのような意味があるのかを話し合うこと

で、ただの図形に見えるものでも何かしらの意図を持ってつくられていることを認

識させる。

そこから生徒たちにとって身近な商標を例示し、それを見て気づいたことを元に

どのような意味が商標に与えられているかを考えさせることで、商標が果たしてい

る役割について興味を持たせることができると考える。
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指導案４ 「特許権」ステップ C C-2

技術･家庭科 学習指導案

１．教 材 身の回りの製品改善

２．主 眼 自分の生活にある製品について振り返ることを通して、必要な改善点を

考えることができる。

３．授業の過程

学習内容 および 学習活動 生徒の意欲や関心 教師の手だて

(1)本時の学習内容を確か ・生活を便利にするた (1)本時の学習内容について説

める。 めの工夫がいろいろ 明を行う。

あるね。

(2)生活の中で不便に思っ ・物をしまう場所がも (2)自分の今の生活を振り返

た点を話し合う。 っとあるといい。 り、製品が使い難いと思っ

・学校の机がもっと運 たりしたことは無いか話し

びやすいと楽なんだ 合うよう告げる。

けれど。

(3)自分が必要な機能につ ・部屋の棚に小物入れ (3)不便に思った点を踏まえ、

いて考える。 が欲しいな。 使用する製品にあれば便利

・机に取っ手があると な機能があるかどうか問

持ちやすいかも。 う。

・考えが浮かばない生徒に対

しては、自分の部屋を思い

浮かべさせ、何があったら

使いやすいか考えるように

(4)本時のまとめを行う。 ・次は本当にできるか 告げる。

考えるのか。

(4)板書をもとに本時の学習内

容を振り返らせる。
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４．単元のねらいとポイント

ねらいを「自らの生活の中から、工夫できる所を見つける」として作成した。

ステップ B の段階で、特許が発明を守るものであり、発明が生活の様々なところに

生かされているという学習を行っている（７６～８３頁参照）。そこから発展して、

生活の中で自分が不便だと思ったところ・より便利にしたいところを見つけ、どの

ように工夫すればよりよくなるのかを検討する。

自分だけでは不便な点・改善点に気づきにくいこともあるので、普段の生活に不

便な点や改善点は無いか班で話し合う。すでに存在する製品でも、一つ改善を加え

るだけでより使いやすくなることもある。それに気づかせ、改善点をいくつか挙げ

させた後、本当にそれが実現可能な事項であるか検討させた後、発表しあうことで

創造を行う段階に移行することができると考える。
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指導案５ 「知的財産応用」ステップＤ

技術･家庭科 学習指導案

１．教 材 自分だけの○○づくり

２．主 眼 自分が製作したものへのマーク・ネーミングを考えることを通して、製

品の特徴をつかみ独自性を意識することができる。

３．授業の過程

学習内容 および 学習活動 生徒の意欲や関心 教師の手だて

(1)本時の学習内容を確か ・工夫した製品ができ (1)本時の学習内容について説

める。 たぞ。 明を行う。

(2)自分の作った製作物の ・デザインに凝って (2)ワークシートを用い製作過

特徴についてまとめる。 る。 程を振り返ることで、どこ

・使いやすいように工 を工夫したのかをまとめ、

夫したよ。 アピールする点を考えるよ

う告げる。

(3)製作物をアピールする ・どこをうまく伝えた (3)製品の特徴を踏まえ、それ

マーク・ネーミングを らいいんだろう。 が相手に伝わるようなマー

考える。 ・インパクトがあるほ ク･ネーミングとは何かを

うがいいな。 問う。

・次の時間で、製作物とマー

ク･ネーミングについて発

表を行うことを告げる。

(4)本時のまとめを行う。 ・次は発表だ。 (4)板書をもとに本時の学習内

容を振り返らせる。
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４．本単元のねらいとポイント

ねらいを「知的財産の考えを生かした製作を行う」として作成した。

『産業財産権指導カリキュラムと指導マニュアル（総合編）』（参考文献）のステッ

プ説明の例にあった生活に役立つ工夫・便利なデザインを生かした製品作り(特許

・意匠の範囲)を行った後の、製品をアピールするマーク・名称を考える(商標の範

囲)部分の指導案となる。

知的財産応用の内容は、それまで学んだ 4 系統を総括して組み合わせたものとな

っている。ステップ A ～ C で得たものを元に、知的財産の活用段階を目指した内

容を設定する。
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実証授業

実施授業概要

『産業財産権指導カリキュラムと指導マニュアル（総合編）』（参考文献）の第 2 章

・第３章を元に、カリキュラムのステップ B-２：特許に当たる内容で学習指導案を

作成し、山口大学教育学部附属山口中学校 1 年 A 組にて１２月９日(火)２校時に実

施授業を行った。

技 術 ･ 家 庭 科 学 習 指 導 案

山口大学教育学部 佐々木 優

１．ねらい

特許の概要について知る

(1) 特許が発明を保護していることを知る。

(2) 身の回りの様々なものに発明が生かされていることを知る。

２．教材

『特許・発明と生活の工夫』

３．学習のとらえ方

(1) 生徒は特許に関して、どのようなものか認識がうすい。

知的財産権は大きく分けると著作権と産業財産権にまとめることができる。生

徒は、著作権についてはその意味を知っているが、産業財産権についてはそれが

何かを答えられることは少ない。産業財産権のひとつである特許についても、名

称は聞いたことがあってもその内容を生活の中で意識することは無いだろう。

このようなことから、生徒は特許に関しての認識がうすいといえる。

(2) 発明と生活の関係を考えさせるのに適した教材である。

知的財産は生徒から遠い存在ではなく、生活に活かされている技術の各所にあ

る。産業財産権は作り手の権利を守り、産業の発展の為に必要なものである。

特許は、発明を保護し利用することで私たちの生活の様々な場面に存在してい

る。発明がもたらす技術が日々の暮らしで役立っており、発明を保護しているの

が特許であることを学ぶことでその重要性に気づくことができる。

このように、本教材は発明と生活の関係を考えさせるのに適した教材である。

(3) 身近なものの工夫を見つけさせ、生活と特許の関係について興味を持たせたい。

本授業では特許による発明のうちシャープペンシルについて取り上げる。生徒

にとって身近であるシャープペンシルにどのような機能があるのかを考えさせ

ることで、身の回りにあるものに様々な技術が使われていることに気づかせる
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ことができる。技術が特許で保護されていることから、生活と特許が密接に関

係していることについて興味を持たせたい。

４．学習計画

(1) 自らの生活に工夫があることに気付く。・・・・・・１時間（本時１／２）

(2) なぜ製品に工夫がされているのかについて考える。・・・・・・２時間

５．本時の学習指導

(1)主眼 生活に様々な技術が使われていることを理解させ、それを保護する特許に

ついて興味を持たせる。

(2)授業の過程
学習内容 および 学習活動 生徒の意欲や関心 教師の手だて
①本時の学習内容を確かめ ・今日は何をするのだ ①本時の学習内容について説
る。 ろう。 明を行う。

②シャープペンシルの種類 ・振って芯が出るタイ ②シャープペンシルのどこが
や工夫について話し合う。 プがあるね。 便利なのか･どんな種類があ

・横にボタンがあるも るのか意見をまとめ、グル
のもあるな。 ープで発表することを告げ

る。
・複数の種類のシャープぺン
シルを用いて、実際にどの
ような工夫がなされている
か例示する。

③特許の意図や目的を知
る。 ・発明を特許で守って ③特許の概念を説明し、なぜ

いるんだ。 特許が必要なのかについて
・特許は色々なところ プロジェクターを用い説明
に使われているの を行う。
か。 ・シャープペンシル以外にも、

生活の身近な部分に特許が
使われていることを告げる。

④本時のまとめを行う。 ④板書をもとに本時の学習内
・身の回りにもいろい 容を振り返らせる。
ろ工夫されているとこ
ろがあるね。

(3)準備物 プロジェクター、シャープペンシル、ワークシート、授業感想シート
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６．授業資料

(1) 実施授業使用スライド
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(2) 授業で使用したシャープペンシルの特徴

写真 特徴

普通のシャープ

ペンシル

鉛筆に似せたデ

ザイン

キャップがつい

ている

コンパクト

伸びる

消しゴムが長い

回すと消しゴム

が出る

消しゴムが替え

られる

横ノック式

芯がにおいつき

芯の太さが3種類

手にフィットす

るデザイン(持ち

やすい)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

写真 特徴

クリップが大き

く開く(引っ掛け

やすい)

芯が入れやすい

(入れ口が大き

い）

グリップが三角

形

グリップの形が

変わる

グリップがねじ

れる(左右両対

応）

ペン先が収納で

きる

グリップ・持ち

手が動く（持ち

方の補助）

振ったら芯が出

る(ロックでき

る）

グリップがやわ

らかい

⑫

⑨

⑩

⑪

⑬

⑭
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(3) 授業で用いたワークシート
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７．評価規準

この授業での評価は、下表に示した評価規準に照らして次のとおり行った。ア

関心・意欲・態度、イ 思考・判断、ウ 技能・表現については自らの周囲にある生

活の工夫(今回はシャープペン)についてワークシートにまとめ、班内で気づきをま

とめ発表している様子から見取る。エ 知識・理解については、授業前に、簡単な

特許に関するイメージ(発明とは何か等)を書かせ、授業後の感想にも同一内容の項

目を設け、特許・知的財産に関する意識の変化を見る。また、授業感想と一緒に簡

単な特許の概要についての確認を行う。

今回の授業では特許制度に関する細かい知識を得るのではなく、①特許は何を保

護しているのかを理解させ、②特許は身の回りの様々なものに存在し、それらに使

用されている技術・工夫に関係していることの理解を通じて、特許(知的財産)に興

味を持たせることを目的としている。よって、上記 2 点についての記述が授業感想

シートから得られるように配慮した授業構成を行った。

表 実施授業評価規準

ア 関心･意欲･態度 イ 思考・判断 ウ 技能・表現 エ 知識・理解

評 技術が特許によって 自分の周囲の環境 自分のアイディア 特許についての基

価 保護されていること に即して、生活を を形にし、他人に 礎的な知識を持ち、

規 からものへの工夫に よりよくする技術 表現できる。 生活の身近にある

準 ついて興味・関心を を様々な角度から ものだと理解しよ

示し、自らも工夫を 思考できる。 うとする。

行おうとする意欲が

感じられる。

（『産業財産権指導カリキュラムと指導マニュアル』発行：（独）工業所有権情報・研修館 表 4-2 抜粋）

８．授業考察

生徒にとって、知的財産は聞いたことはあるものの、それが自らの生活に密接に

かかわっているという実感は薄い。よって特許が作り手の権利を保護することで、

産業の発展を目的とするものであり、特許が生活に活かされている技術の各所にあ

ることを認識させることが必要である。今回の授業では特許を扱うが、特許を含め

た知的財産が産業社会の発展の為には必要なものであるという意識を持たせ、自ら

の生活にどのように生かされているのかを考えさせたい。

そこで、本授業ではシャープペンシルについて取り上げどのような工夫があるの

かを考えさせることで、生活と特許が密接に関係していることについて興味を持た

せることとした。

まず、生徒に鉛筆とシャープペンシルを持っているかを聞き、なぜシャープペン

シルを使い始めたかについて問いかけた。その後一般的なシャープペンシルを各班
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に配布し鉛筆とシャープペンシルの違いについて挙げさせた。この展開では、時間

を取って各自で違いをワークシートに記入させ、その後班で意見をまとめ発表を行

った。発表された班の意見を板書していったが、特に鉛筆とシャープペンジルで分

けて記述するのではなく挙がった相違点についてまとめていった。シャープペンシ

ルは芯を交換することで長く書ける、鉛筆は削る必要がある、鉛筆の素材は木でシ

ャープペンシルは金属･プラスチックなどといった素材が多い、値段が違うなどの

意見が挙がった。

鉛筆とシャープペンシルの違いについてまとめた後、挙がった意見の中から素材

や値段などはシャープペンシルの中でも多数あることに触れ、シャープペンシルに

も様々な種類があることを告げた。ここで用意していた様々な種類のシャープペン

シルを班に配布し、実物に触れさせて、「これはすごい･便利だ」と思った機能を、

班で探す活動に取り組ませた。

ここでは実際に様々な工夫があるシャープペンシルを例示し、その工夫に気づか

せ、その機能がある理由を考えさせる。教材に用いたシャープペンシルには、１４

本で２０種の工夫(1 本のシャープペンシルに複数の機能があったり、複数のシャ

ープペンシルに共通する工夫もあったりする)があった。生徒はその中から、ボタ

ンを押すと伸びるシャープペンシルや補助のグリップが動くものなど、動く仕組み

があり分かりやすいものを中心に工夫を見つけようとしていた。

その後班で見つけた工夫を発表させ板書で整理した。何のためにその工夫がある

かについても同時に挙げさせた。持ちやすくするためにグリップがやわらかい、い

ちいち持ち替えないで芯が出せるように振って出るタイプがある･横にノックのボ

タンがあるタイプがある等の発表があった。

次に、板書をもとにシャープペンシルにいろいろな工夫があることを確認し、何

のためにこのような工夫があるかを問いかけた。それがより便利になるようにとい

授業風景
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う想いからであることを告げ、プロジェクターを使用し昔のシャープペンシルにつ

いて例示した。そもそもシャープペンシルは、イギリスで発案された後日本で改良

されたことを説明し、現在との相違点は芯が繰り出し式である事などを説明した。

今のものに近いシャープペンシルが日本で作られたことに生徒は興味を強く持って

いた。そして当時日本人がこのシャープペンで特許を取得したことを告げ、特許の

概要についての説明を行った。

特許は発明を守るものであり、特許で保護することで発明者が発明を利用するこ

とができる権利を持つことを告げ、さらに一つの発明からさらに新しい技術を生み

出すためのものでもあることを説明した。シャープペンシルも、最初のものから今

目の前にあるような様々な機能を持つものが開発されたことを告げ、工夫は生活を

よりよくするためのものであることを告げた。シャープペンシル以外にも普段生活

している中には工夫されているもの・特許が利用されているものがたくさんあるこ

とを告げ、最後のまとめとした。

授業感想では、「普段は、シャーペンのひとつひとつの機能がなんのためにある

のか？などを学ばないが、今日学ぶことができてとても勉強になった。」、「シャー

ペンは、普通のと振るのしか知らなかったけど、いろんな工夫がしてあっておどろ

いた。特許のことについてはあまり知らなかったので、知れてよかった。」、「特許

があるからこそ発明品があるということを知ってとても勉強になりました。身近な

所で使われているものが全て発明されたものでとても驚きました。」といったよう

に工夫が何のためにあるのかについて分かったという意見や感想が多く、授業の主

眼は達成されたと考える。

反省点としては、時間配分を誤ったことである。最後の授業感想記入の時間がと

れず、授業後の宿題となった。また、シャープペンシルの種類が多く気づいた工夫

の発表の際にどれについて発表しているのかが他班の生徒に分かりづらかったの

で、あらかじめシールなどで種類別に番号を振っておき、番号で示して発表を行わ

せた方がよりわかりやすかったのではないかと考えた。
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(2) 専門高校で考えられる知的財産学習

□ 知的財産権学習

＜農業高校での実施形態＞

農業高校学習指導案１ 育成者権（基礎）（ステップＢ）

【農業科】知的財産権学習「栽培」の学習指導案例
１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1) 品種登録制度に関わる用語を理解させ、概要を把握させる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁※ (分)

はじめに ・「種苗法」「品種登録」「育成者権」等の言葉

育成者権の概要と高校での事例 P22 10 を知って（覚えて）いるかを尋ね、学習前の

育成者権の位置づけ P23 10 理解度を確認させる。これらの概要の把握が

導 本時のねらいであることを理解させる。

入 ・P22 の図と図の説明を参考に、高校生による

品種登録の事例を紹介し意欲を喚起する。

・P23 の図によって、育成者権が知的財産権の

どこに位置づけられるかを理解させる。

育成者権 P182 20 ・「種苗法」内の「品種登録制度」に「育成者

（種苗法の提示） (別資料) 権」があることを理解させる。

品種登録制度の概要 P182 ・「品種」、「新品種」、「登録の目的」、「登録の

植物の新品種について P182 対象」を理解させる。例示品種は、科目に合

「品種」について わせて置き換え発問すると、作物名と品 種

私たちの身近にある植物の新品種 P182 名の違いについて理解を促せる。また、種苗

展 ｢新品種」について 会社の新品種カタログ等があれば、具体性が

増す。

品種登録制度とは P183 25 ・新品種がもたらす産業上のメリット、新品種

開 品種登録制度の目的 P183 を育成に必要なもの（資金・時間・労力等）

新品種の産業上のﾒﾘｯﾄについて を推察させ、その保護・活用の重要性を確認

新品種の保護活用の重要性 する。

品種登録制度の対象 P183 25 ・植物ときのこの一部が対象であり、動物や微

登録の対象について 生物は、登録（保護）の対象外であることを

種苗法上の品種の定義 補足する。

どんな品種が登録されているのだろうか ・品種登録ホームページを見せる（例：京都府

立桂高校「ピクシー桂の織姫」等）。インタ

ーネットに接続できれば各自で調べさせる。

整 本時のまとめ 5 ・板書、学習プリントを活用する。

重要語句の復習

理 次時の予習 5 ・開発したものを、品種登録、特許の両面から

育成者権と特許 保護・活用できる可能性を提示する。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの②、イの①、ウの①、エの①

評価方法(例) 自己評価、ノート、レポート、テスト、ワークシート

備 考 導入可能な科目：「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」

※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてのポイント
知的財産権学習は、日常生活では聞き慣れない語句が頻発し、その言葉の指す意味も抽象概

念であるため、理解させることが難しい。そのため身近な具体例を出したり、ゆっくり繰り返

し説明するなど、生徒が理解することをあきらめてしまわないよう、注意が必要である。

４．指導のポイント

(1) 板書例

※保護対象には、政令で指定されたきのこも含む。

(2) 参考資料

・品種登録制度によくある質問 http://www.hinsyu.maff.go.jp/qanda.htm

・「青いバラ」の開発に成功 http://www.suntory.co.jp/company/research/blue-rose/

・ムーンダスト（青いカーネーション） 特許３０８７２４６号、特許３５８５９３２号

■植物の新品種について

品種＝植物の種類をさらに細かく分けた単位
例：コシヒカリ、ササニシキ

新品種･･･交雑・突然変異などにより育成（育種）したもの
例：コシヒカリBL(いもち病抵抗性)

■品種登録制度とは

（p183～）

育成者に独占的な権利を与え育成者の権利を保護し、新
品種の育成を奨励する制度

□目的

全ての「植物の新品種」 ※動物・微生物は保護対象外

種苗法上の「品種」の定義
特性によって他の植物の集合体と区別することができ、特性の全

部を保ったまま繁殖することができる植物の集合をいう。

□対象

陽のかおり（第 14690 号）
平成 11 年に高鍋農業高校の温室で見つかった「不知火」の変異株
(出展:http://www.hinsyu.maff.go.jp)

タワラムラサキ（第5309号）

昭和62年に出願者のほ場（長崎県雲仙市）において、「メイホウ」

を栽培中に皮色が紫色に変異した個体を発見し育成された固定品種

(出展：http://www.hinsyu.maff.go.jp)
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実証授業

【導入】

育成者権の概要と高校での事例

標準テキストの図とその説明を参考にし

ながら、高校生による品種登録の具体的な

例を挙げて説明する。

【展開】

品種登録制度の概要

植物の新品種について

品種について、米であれば「コシヒカリ」

など具体的な例を挙げて説明し、理解させ

る。また、品種の中で近年新しく育成され

たものがあることに気づかせる。

【展開】

品種登録制度の概要

私たちの身近にある植物の新品種

作物、野菜、果樹、草花等でどのような

新品種があるかを考えさせる。また、それ

らの特徴を挙げさせる。
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【展開】

品種登録制度とは

品種登録制度の目的

新品種の育成には、専門的な知識、技術

とともに多くの資金・時間・労力等がかか

る。また、新品種育成の奨励も重要である。

そのため育成者の権利を適切に保護する必

要性を理解させる。

【展開】

品種登録制度とは

品種登録制度の対象

すべての植物ときのこの一部の新品種が

育成者権の対象であることを理解させ、動

物や微生物は登録の対象外であることを補

足する。

【展開】

どんな品種が登録されているのだろうか

インターネットに接続して品種を各自で

調べさせ、詳細情報を確認させる。

※ 授業後の生徒の主な感想

・新品種はたくさんあるのだなと思った。

・新品種を作れるようがんばりたい。でも、品種登録も重要だと思った。

・品種登録ホームページは、最初はなかなかできなかったが、用語等に慣れてく

るとおもしろく感じた。
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農業高校学習指導案２ 育成者権（実践）（ステップC）

【農業科】知的財産権学習「栽培」の学習指導案例

１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1) 品種登録ホームページの検索を行い、検索技術を身につけさせる。

(2) 登録要件と出願の流れを理解させる。

(3) 育成者権について理解させる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

はじめに ・品種登録ホームページでの検索手法を身に

・品種登録ホームページの検索 10 付けさせる。また、他科目で学習中の作物

導 検索（キーワード・条件）の仕方 品種や桂高校の品種を、登録品種データベ

入 ・検索した品種の登録品種データベ 10 ースで検索（”桂”で検索）し、記載事項

ースを表示する。 を、本時の学ぶ手がかりにする。

品種登録出願と登録要件 ・品種登録データベース記載事項を例示し育成

出願するには P185 35 者権と承継人の概念を把握させる。

育成者と承継人について ・登録要件についても同様に、記載事項が、ど

品種登録の要件 の登録要件に当たるか考えさせる。名称の適

登録要件について P185 切性は、商標と関連づけ理解させる。

品種登録の流れ ・出願～登録の流れを図示して理解を促す。

展 登録の流れについて ・出願時から仮保護期間として保護される。

仮保護期間/書面審査と特性審査 P186 ・特許（書面のみ）と違い、種苗（現物）の審

査があることが特徴的である。

開 品種登録されると 35 ・権利範囲の内、特に、収穫物の利用（生産・

育成者権とは 譲渡・販売）については、効果的授業づくり

育成者権について の工夫を参考に、「権利の消尽」についての

①権利範囲 P187 解説が必要である。

登録品種等とは P 1 8 7

その利用とは ～

②育成者権の存続期間

P188

整 本時のまとめ 10

要点の振り返り

理 次時の予告

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ C アの③、イの③、ウの③、エの③

評価方法(例) 自己評価、ノート、レポート、テスト、ワークシート

備 考 導入可能な科目：「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」

※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてポイント
知的財産権学習においては、座学形式による教科書からの学習だけでなく、産業社会そのも

のを生きた教材として取り入れると理解させやすく、また、習得後活かせる知識となる。ここ

では、品種登録ホームページを活用して授業を展開している。

４．指導上のポイント

(1) 板書例

(2) 名称の適切性～商標と組み合わせて保護～

サフィニアは、サントリー（株）で品種改良されたペチュニアにつけられた商標である（商

標２３９５２２４）。

商標と同じ名称を、登録品種につけることはできない（品種名称の適切性）。そこで、サ

ントリー(株)では、サフィニアという商標を取得し、サフィニアの系統（サフィニアは厳密

には品種名ではないが、便宜上あえてこのように表記）の内、花が白い特徴を持つものを品

種名サンミルクとして品種登録、赤い特徴を持つものを、品種名ケイレサムとして登録して

いる。このようにして、品種の上位概念である系統については、商標で保護・活用し、各品

種について、品種登録で保護・活用するという、販売戦略が採られている。また、さらに、

実際の販売名は、サンミルクは「サフィニア ロイヤルミルクティー」、ケイレサムは「サフ

ィニア レッドミニ」とし、「商標」＋「消費者が受け入れやすい言葉」という組合せである。

ちなみに、「サフィニア」は、ほふく性が強い事から英語の Surfing と、ペチュニアを掛け

合わせた言葉に由来している。コシヒカリは、「コシヒカリ」が品種名、「新潟県コシヒカリ/

生産者協議会」が登録商標である。

(3) 参考資料

・品種登録ホームページ http://www.hinsyu.maff.go.jp/

・サフィニアのページ http://www.suntory.co.jp/flower/spring/hinshu.html#surfinia

・品種登録制度によくある質問 http://www.hinsyu.maff.go.jp/qanda.htm

３ 品種登録されると

品種登録→出願者に育成者権

（p187）

■育成者権とは
「登録品種等を利用する」権利を独占する（排他的独占権）

育成者権の効力の及ぶ品種
①登録品種
②登録品種と明確に区別されない品種
③従属品種
④登録品種を交雑のために常に用いる品種

育成者権の効力が及ぶ利用
①種苗
②収穫物 の生産･譲渡･輸出･輸入
③収穫物の加工品で種苗法

施行令で定めるもの

□育成者権の存続期間
草本植物２５年、木本植物３０年
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実証授業

【導入】

品種登録ホームページの検索

品種登録ホームページの使い方を説明し、

登録品種について検索方法を変えながら調

べさせる。

【導入】

検索した品種の登録品種データベースを

表示する。

品種登録の有効期限、育成権の消滅日等

記載事項を説明し、本時の内容を学ぶ手が

かりにする。

【展開】

品種登録出願と登録要件

品種登録の要件

区別性、均一性、安定性、未譲渡性、名

称の適切性について、登録品種データベー

スの植物体の特性、育成経過の概要の記載

事項等を参考にしながら説明し、理解させ

る。
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【展開】

品種登録出願と登録要件

品種登録の流れ

品種登録は農林水産省が担当しているこ

とを説明し、出願から登録までの流れを理

解させる。

【展開】

品種登録されると

育成者権とは

育成者権の存続期間が木本植物は３０年、

木本植物以外は２５年であることや、登録

品種を自家増殖するとどうなるかなどを説

明し、理解させる。

【整理】

要点の振り返り

本時の要点をパソコン上で振り返るとと

もに、ノート等にまとめる。

※ 授業後の生徒の主な感想

・これまでは、育成者権にほとんど関心がなかったが、これからは苗を買うときに

注意したい。

・登録料が納付されないと品種登録が取り消されてしまうので驚いた。また、自家

増殖にも気をつけなければいけないことがわかった。
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農業高校学習指導案３ 意匠権（発展）（ステップ C ）

【農業科】知的財産権学習「意匠権」の学習指導案例
１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）
(1) 意匠に関して興味・関心を喚起し、意匠登録が受けられる意匠（意匠法第２条、第５条）

について思考・判断する体験を通じて、意匠権への理解を深める。
(2) 意匠の創出体験を通じて、意匠についての創造・保護・活用の大切さを実感させ、創造的

な態度の醸成に繋げる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

(1)ねらいの確認 10 ・ねらいを明示し、これから学ぶ意匠権の、

①意匠登録を受けられる意匠とは P103 専門学習における重要度を確認し、身近な

導 ②意匠の創出体験 ～ ものであることを感じさせ意欲を喚起す

③なぜ意匠登録が必要なのだろう P105 る。

入 (2)前時の復習 ・害虫対策の手段を振り返り、本時の学習では、

前時に考えた害虫対策の手段を振 その機能を確保するような物品の形状・色彩

り返らせる。 等について考えることを確認する。

(1)害虫防除用の資材を考える 35 ・害虫の特性を箇条書きに整理させ、防除のポ

①害虫の特性を整理する。 イントを考えさせる。

②害虫の特性を利用した防除用資 ・防除のポイントに沿った防除用資材を発想さ

材を図と文章で表現する。 せる。発想ツールを活用してもよい。

(2)発想した資材の機能を整理する 25 ・５～６名のグループを作らせ、相互に自分の

①発想した資材を発表する 考えた資材を発表させることで、自分の発想

②図や文章を補正し、発想した資 した資材の機能について整理させる。

材の機能を整理する。

展 (3)意匠出願された意匠を見てみる ・ＩＰＤＬの意匠検索で”防除”や”害虫”等

①ＩＰＤＬで検索し意匠を見る P119 のキーワードで検索し、事例を確認する。

②どこが工夫されているか P104 ・事例のどこが工夫されているか発問する。

開 (4)どんな意匠が登録できるのか 20 ・意匠登録制度の目的を理解させる。

①意匠法について確認する。 ・“視覚を通じて美感を起こさせるもの”が意

第１条 目的 P105 匠であることを、理解させる。

第２条 定義等 P107 ・“物品の機能を確保するために不可欠の形状

第５条 意匠登録を受けること P110 のみからなる意匠”登録できないことを理解

ができない意匠 させる。

②事例を再度確認する P104 ・“美感”と“機能”をキーワードに、事例を

再度検証させ、登録の可否基準について、理

解を深める。

③発想した資材を意匠登録するた P110 ・本時発想した資材を意匠登録するために、ど

めには？ P111 うすれば可否基準を満たすか考えさせる。

整 (1)振り返り 10 ・意匠法の整理と本時発想した資材についてア

理 ・意匠法について整理する イデアを深めることを、宿題として課す。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ C アの②③、イの②、ウの②、エの②、③

評価方法(例) 自己評価、ノート、レポート、テスト、ワークシート

備 考 導入科目な科目：「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」

※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）

※128 頁の創造性学習「害虫対策」の指導案から、本指導案への展開を想定している。
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３．知的財産教育としてのポイント

(1) 知財権学習としてのポイント

本時で触れる意匠法は、以下のとおりである。

第一条の“産業の発達に寄与することを目的とする”という部分。第二条の“形状、模様

若しくは色彩又はこれらの結合”“視覚を通じて美感を起こさせる”という部分。第三条の意

匠登録を受けることができないものとしての“物品の機能を確保するために不可欠な形状の

み”という部分について、理解させたい。

（目的）

第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて

産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義等）

第二条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）

の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさ

せるものをいう。

（※２、３、４項は、本時ではふれない。）

（意匠登録を受けることができない意匠）

第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることが

できない。

１ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

２ 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠

３ 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

４．指導のポイント

(1) 本時における発想ツールの活用例

組合せ発想法

ダヴィンチ流組合せ発想法と紹介している書籍もある。複数の観点を設定し、各観点の要

素を複数挙げ、その要素を組み合わせることで発想する。意外な組合せにより新しいアイデ

アを思いつくことに繋げる。本時においては、物理的防除法・生物的防除法・化学的防除法

の各観点で、複数の要素（物理的防除法なら、防虫網、電気ショック、光線等。生物的防除

法なら、生物農薬、天敵等。化学的防除法なら、農薬、フェロモン等）を発想させ、それら

を組合せて発想させる。

５．その他のポイント

ここで取り上げた知的財産権に関する法律等については、総務省のホームページ（法令デー

タ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi）から、ダウンロードできる。
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実証授業

【導入】

(1) ねらいの確認

(2) 前時の復習

【展開】

(1) 害虫防除用の資材を考える

①害虫の特性を整理する。

②害虫の特性を利用した防除用資材を図と文章で表現する。

ワークシートで整理した害虫の特性

グループ内で発表させ、自分の考えを整理させる。

【展開】

(2) 発想した資材の機能を整理する

①発想した資材を発表する

②図や文章を補正し、発想した資材の機能を整理する。
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【展開】

(3) 意匠出願された意匠を見てみる

①ＩＰＤＬで検索し意匠を見る

②どこが工夫されているか

IPDL 検索の様子

特許電子図書館（IPDL）で調べた登録事例

【展開】

(4) どんな意匠が登録できるのか

①意匠法について確認する。

②事例を再度確認する

③発想した資材を意匠登録するためには？

【整理】

(1) 振り返り

・意匠法について整理する

※生徒の感想

・自分が考えたアイディアが、意匠登録されていることにびっくりした。

・農業に使うものにも、意匠登録されていることが分かった。

・（意匠登録には）機能と美感が必要なことが分かった。

意匠登録1117248 害虫捕獲容器

• 【意匠に係る物品の説明】本物品は、容器の中に、バナナ、
リンゴ、砂糖、ハチミツ、ビール、水等を入れて害虫を捕獲す
るための物である。ペットポトルの左右に切り込みを入れ、
正面に向かって引っ張りくの字型にして、左右のくの字型の
孔の上からテープを張りつけてある。

意匠登録1129732 害虫防除器
• 【意匠に係る物品の説明】本物品である害虫防除器は、本体と、この本

体に着脱自在に嵌 め込むカートリッジとから構成する。前記本体は、内
部にモータ及びファンを備えると共に、上部に吹き出し口を形成する。ま
た、前記カートリッジは、内部に 電池を備えると共に、薬剤を収容した薬
剤用容器を取り付ける。この薬剤用容器に収容した薬剤としては、殺虫、
殺ダニ、成長制御、吸血行動阻止、摂食行動阻 止、忌避等の害虫防除
効果を有する薬剤である。そして、カートリッジ内に備えた電池で 本体内
に備えたモータ及びファンを作動して、薬剤用容器内の薬剤をファンによ
り本体の吹き出し口から吹き出すようにする。なお、カートリッジに取り付
ける 薬剤用容器にあっては、正面側と背面側とに開口部を形成し、この
開口部を介して空気が流通し、内部に収容した薬剤を揮散するように
なっている。
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＜工業高校での実施形態＞

工業高校学習指導案１ 産業財産権（入門）（ステップＡ）

【工業科】知的財産権学習「特許」の学習指導案例
１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1)いろいろな知的財産権があることを簡単に説明し、４つの産業財産権について名称程度を理

解させる。

(2)特許制度について簡単に説明し、特許法上で規定される「発明」というものを把握させる。

(3)「特許要件」についてポイントを説明し、自分たちのアイディアや実験・研究成果の中に、

特許になる発明が存在することを意識させる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

知的財産とは P5 5 ・知的財産権について簡単にふれる。

創造・保護・活用 P23 5 ・知的創造サイクルに簡単に触れて興味・関

導 心をもたせる。

入 ・テキスト 23 頁の図等を用いながら特許・

実用新案・意匠・商標の位置づけを簡単に

理解させる。

特許って何？ P41 10 ・特許法上で規定される「発明」とはどのよ

特許制度とは P41 ～ うなものか、具体例をあげながら説明し、

特許法上の「発明」とは 42 30 理解させる。

自然法則の利用 P43 例えば、「発明」の定義を満たさない身近

技術的思想 P43 な例を考えさせることも効果的であり、P43

創作 P44 ～ P45 の具体例等を示すと理解しやすい。

高度 P44

P45

展 特許になる発明とは 40 ・特許になる「発明」とはどのようなものか、

産業として実施できるか P65 具体例をあげながら説明し、理解させる。

新しいかどうか P66 例えば、P66 ～ P67 の具体例等を示すと理

開 大学を特許法第 30 条の学術団体として指定 P67 ～ 解しやすい。

容易に考え出すことができないか 68

先に出願されていないかどうか P69 ・生徒が興味をもつテーマを設定し、創造的

公序良俗に反する発明でないか P69 なアイディアを出させ、特許になる要件を

明細書の記載は規定どおりか P70 検討してみることも効果的である。

P71

P71

整 知的財産と普段の学習活動や生活 10 ・身近なところに特許になる発明が存在する

理 と関連付けさせる。 ことを意識させる。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ A アの①、イの①②、ウの①、エの③

評価方法(例) 観察、評価表、ノート、メモ、感想文、レポート、テスト、ワークシート

備 考 ※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてポイント
特許や発明について子ども達は当初、自分たちとは関係のない世界のもの、知らなくても困

らないもの、興味がないと思い込んでいる場合がある。そこで、身の回りにたくさんの発明が

あり、それに普段気づいていないだけということを実感させることが重要である。

４．指導上のポイント

(1) 身近な道具に、様々なアイディアが詰まっていることを実感させる。

例：鉛筆について

Q、鉛筆の工夫されている点は？

A1 六角形であること

→□や○の断面に比べ持ちやすく、転がりにくい。さらに、丸い断面の鉛筆に比べ、木

材が少なくてすむ（色鉛筆の芯は、折れやすいため、衝撃を分散させやすい形状とし

て丸い断面が選ばれている）

A2 削らなくていい工夫

→紙を巻いて、紙をはがすことで削らなくてよい鉛筆

A3 その他

→定規が刻まれた鉛筆（特許登録済み）

→消しゴム付き鉛筆

→ロケット鉛筆

→名前を書く欄が作ってあるもの

→合格祈願がついてくるもの

(2) その他の教材

以下の書名で、（独）工業所有権情報・研修館から教材となる書籍が発行されている。活

用し指導の幅を広げたい。

『産業財産権指導カリキュラムと指導マニュアル』

『特許ハンドブック 研究開発 活かそう社会に（創造的研究成果を特許に）』

『特許ワークブック 書いてみよう特許明細書出してみよう特許出願』

『あなたが名前をつける本』

『アイディア活かそう未来へ（知的創造時代に向けて）』

『特許から見た産業発展史（教科書では語りきれないもうひとつの産業史）』

『すぐに役立つ教科毎授業プラン集（あなたが名前をつける本を使って)』

問い合わせ先 独立行政法人工業所有権情報・研修館 人材育成部 教材担当

電 話：０３－５５１２－１２０２（直通）

ファックス：０３－３５８１－７９０７
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実証授業

【導 入】

次のプリントを事前に配布し、調べ学習を行なわせる。

ワークシート

１．どのような鉛筆があるか、思いつくものを書いてみよう！

２．あると便利な鉛筆を考えてみよう！

３．鉛筆の歴史を調べてみよう！

４．感 想

【展 開】

(1) 調べたこと、考えたことを発表させる。

(2) 実際に販売されている様々な鉛筆を紹介し、工夫している点、悪い点を

発表させる。
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左から断面が 左から 名前を書く欄ある鉛筆

円、六角形、三角形、四角形の鉛筆 消しゴム付き鉛筆

赤色鉛筆

２色鉛筆

レインボー色の鉛筆

【 整 理】

様々なシャープペンシルなども紹介し、身の回りにたくさんの発明がある

ことを実感させる。また、先人の知恵の素晴らしさを知るとともに、創造

することの大切さを認識させる。
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工業高校学習指導案２ 産業財産権（入門）（ステップＡ）

【工業科】知的財産権学習｢特許以外の産業財産権｣の学習指導案例

１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1)特許庁ホームページ、特許電子図書館へのアクセスについて学ぶ。

(2)特許権以外の産業財産権（実用新案・意匠・商標）の制度について簡単に学び、特許権との

違いを理解させる。

(3)知的創造サイクルや著作権、育成者権、不正競争防止法に簡単に触れ、知的財産 権の概要

を簡単に理解させる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

導 特許情報は何のために 5 ・特許情報の内容を紹介する。

入

特許電子図書館で特許情報を見てみよう P56 ～ 15 ・指導者は事前にアクセスしてみる。インタ

P59 ーネット環境が整っていれば生徒にも体験

展 させる。

実用新案制度 P98 15 ・実用新案制度と、特許制度との違いを理解

実用新案法の保護対象 P98 させる。

開 無審査制度 P98

実用新案権 P99 ☆具体的な内容はステップＢで指導する。

実用新案制度と特許制度の違い P99

意匠（デザインって何？) P103 15 ・意匠登録とはどのようなものか簡単に理解

ID は、問題を解決し未来を拓く P103 させる。

意匠法の目的は P104 ・「標準テキスト（総合編）」の記載例や身近

意匠登録制度の目的 P105 な事例を示すとわかりやすい。（Ｐ 19 参照）

意匠登録制度の枠組 P105~ ☆具体的な内容はステップＢで指導する。

P106

商標（商標って何？） P125 15 ・商標登録とはどのようなものか簡単に理解

商標の歴史 P126~ させる。

P127 ☆具体的な内容はステップＢで指導する。

知的創造サイクルとの関連 P154 15 ・知的創造サイクルについて説明する。

著作権（著作物） P174 10 ・簡単に内容を紹介する。

育成者権 P182

不正競争防止法の概要 P189

整 産業財産権（特許・実用新案・意 10 ・産業財産権は４つからなり、その違いを簡

理 匠・商標）のまとめ 単に整理させる。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ A アの①、イの①、ウの①、エの②

評価方法(例) 観察、評価表、メモ、ノート、テスト、ワークシート

備 考 ※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてポイント
知的財産権制度全般を網羅的に扱う単元設定である。実例を基に日常生活の中にある知的財

産権に気づかせ、身近に感じさせたい。（例：ペットボトルは、構造での特許やデザインでの意

匠、ラベルの商標と、たくさんの知的財産権との関わっている。）

４．指導上のポイント

(1) 特許電子図書館（IPDL）へのアクセス

インターネット環境があれば、実際にアクセスさせたい。その際、接続環境によっては、

速度が不足したり、フィルタリングでアクセス制限がかかったりと、トラブルも想定される。

加えて、検索キーワードによっては、爆発物の製造法やわいせつな情報等、教材としてふさ

わしくないものがヒットする場合もあり、検索課題の設定には注意が必要である。

特許電子図書館（IPDL）にアクセスすることは、学校にいながら産業社会に入り込むこ

とに他ならない。そのため、上手に活用すれば子ども達の学習意欲の高揚につながるが、前

述のとおり、触れさせたくない情報を目にさせてしまうきっかけにもなり得る。

特許電子図書館（IPDL）を有効に活用し、教育効果を高めたい。

(2) インターネット等を活用した知的財産権に関するレポート課題

青色発光ダイオードの職務発明に関わる訴訟（特許権、職務発明）や、彦根市のマスコッ

ト「ひこにゃん」に関わる事件（著作権）、「ほっかほっか亭」の商標使用権（商標権）、ホ

ンダスクーターのデザインについての事件（意匠権）等、知的財産に関する様々な事例がケ

ーススタディになる。レポート課題として課すと、子ども達の興味関心や理解度を測ること

ができる。

【レポート例】『発明につながる「成功例」・「失敗例」を調べよう』

① 成功例

IT（情報技術）がもたらした「ビジネス方法（モデル）の特許」が話題になっ

ているが、その代表例として凸版印刷株式会社のマピオン特許（特許第 2756483

号）がある。これを利用した地図情報サービス「Mapion （マピオン）」では、

インターネットを通してアクセスしたユーザーがデジタル地図上に存在する店舗

や事務所のアイコンを選択し、クリックすることで詳細な広告情報が表示される

ことになっている。

② 失敗例

新しい発明でも、それを特許権として保護できず、権利を得られなかったこと

も数多くある。浜松高等工業学校（現在の静岡大学工学部）の助教授だった高柳

健次郎は、1926 年に世界で最初の電子式テレビを完成し、「テレビの父」と呼ば

れているが、特許出願に遅れをとり、世界的にはテレビの発明者は、アメリカの

ツボルキンということになっている。
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実証授業

【導 入】

産業財産権標準テキスト（総合編）を活用して、特許権以外の産業財産

権（実用新案・意匠・商標）の制度について簡単に説明を行う。

【展 開】

(1) 特許電子図書館にどのような情報があるのかを説明する。

(2) 実際に特許電子図書館にアクセスして、産業財産に関する情報について

調べさせる。

(3) 生徒各自が進路として考えている企業や興味のある企業に関する特許権・

実用新案・意匠・商標を調べさせる。
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ワークシート例

企業の特許情報を調べよう！

企業名 住所 製品名 業務内容

＊検索結果

企業名 住所 製品名 業務内容

検索件数

【発明の名称】 【公開日】

【発行国】 【発明者】

【広報種別】 【国際特許分類】

【公開番号】 【FI】

【出願人】 【審査請求】

【出願日】 【請求項の数】

【課題と解決手段の要約】 【図面】

【整 理】

グループごとにまとめさせる。

特許情報

特 徴
１．最先端技術指標である。
２．技術情報の宝庫である。
３．権利情報である。

効 用
・最新技術動向の把握
・技術情報の収集
・紛争の回避
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工業高校学習指導案３ 特許権（基礎）（ステップＢ）

【工業科】知的財産権学習｢特許権｣の学習指導案例

１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1)私たちの暮らしの中に様々な知的財産が存在することを認識させる。

(2)日々の活動の中に特許になる発明がないか、意識して考える態度を身につけさせる。

(3)新たに創造された成果（発明）について、特許を受けることができる者が誰なのかを理解さ

せる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

導 特許権は何のために 10 ・特許権に関する学習の必要性を認識させる。

入

特許になる発明を見つけよう P72 45 ・私たちの暮らしと知的財産に関する事例を

アイディアから発明へ P72 「テキスト」のプロローグを利用して説明

展 発明を意識して発掘しよう P73 する。また、身の回りにある身近なものを

ほら、そこにも発明があるよ P73 提示して説明する。

発明を発掘するポイントは P74 ・発明がどれほど身近に存在するものか、テ

開 キスト７３頁の携帯電話機を例にとって考

えさせてみる。特許電子図書館を利用して、

具体例を示して考えさせる。

発明をしっかりと把握・展開しよう P75 20 ・アイディアから広くて強い特許発明になる

発明のポイントを深く掘り下げ、 P76 ように具体的に考えるプロセスを追ってみ

広い概念で発明を把握しよう る。そして、広くて強い特許発明が必要な

ことを認識させる。

特許を受けることができる者 P82 15 ・特許を受ける権利は「発明者」にあること、

特許を出願するための資格 また、必ず自然人であることを説明する。

高校生が出願した場合の具体例を挙げ、説

明を行なう。

整 アイディアの創出 10 ・産業財産権は４つからなり、その違いを簡

理 単に整理させる。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの②、イの②③ ウの②③、エの②

評価方法(例) 観察、評価表、メモ、ノート、テスト、ワークシート

備 考 ※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてポイント
特許権について扱う単元設定である。本単元で例示するのは携帯電話の特許である。携帯電

話１台で関連特許の数は、数百を超えるといわれている。工業製品の製造は特許制度に支えら

れており、その結果、便利な製品が手元にあるということを実感させ学習を深めさせたい。

４．指導上のポイント

(1) 実際に特許電子図書館（IPDL）で検索する

プロローグの特許権･意匠権・商標権・著作権・育成者権の項目では、事例がカラー写真

で示されている（テキスト１２～２２頁）。実際の特許がどのように登録されているか特許

電子図書館を利用して特許公報を検索させる。また、生徒各自が考えたアイディアがすでに

出願されていないか、類似したアイディアがないかを検索させる。さらには、生徒本人が興

味のある企業が出願している特許公報を検索させる。

インターネットへのアクセスが難しい場合は、事前に検索して、プリントを配布するのも

効果的である。

特許電子図書館（IPDL）を有効に活用し、教育効果を高めたい。

(2) 標準テキストの研究活用事例集の活用

推進協力校事業による実践が、研究活用事例集として（独）工業所有権情報・研修館から

配布されている。課題研究や部活動で取組んだ事例がＣＤ－ＲＯＭに収録されており、その

内容を紹介する。

(3) 高校生の出願

「高校生に出願する資格があるか」をテーマに学習する。標準テキストのＰ８２に未成年

者が出願する場合の注意事項が記載されている。具体的には、課題研究や実習での作品を例

に、「発明者」は誰？「出願人」は誰？、「出願費用」は？などを考えさせる。

(4) 副読本・ビデオ等の活用

「書いてみよう特許明細書・出してみよう特許出願」特許庁、工業所有権情報・研修館

「特許出願の手引き」特許庁編

出願の全体像を知る上で参考になる。
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実証授業

【導 入】

次のプリントを事前に配布し、各自のアイディアを考えさせておく。

（身の回りにあるものをベースに考えさせ、必ず図面を書かせる。）

ワークシート

No １ 発明の名称

No ２ 発明の内容

【課題】

【解決手段】

No ３ 図 面

【展開】

(1) 考えてきたアイディアをクラスの生徒の前で発表させる。

(2) 発表されたアイディアについての、良い点など建設的な意見を発表させる。
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パソコン教室などの場合は、拡大提示装置などの IT 機器を活用してスクリーンに生徒が考えたアイ

デアを提示して発表させる。

【展 開】

特許電子図書館で、考えてきたアイディアがすでに特許出願されていな

いかを調べる。

もし、生徒が考えたアイディアがすでに特許出願されていれば、同じアイディアがすでに特許と

なっていることに対して生徒の考えを高く評価し、もう一工夫してみることや新たに発想するよう

にアドバイスする。

【整 理】

特許を受ける権利は「発明者」にあること、また、必ず自然人であるこ

とを説明する。高校生が出願した場合の具体例を挙げ、説明を行なう。
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＜商業高校での実施形態＞

商業高校学習指導案１ 商標権（基礎）（ステップA）

【商業科】知的財産権学習「商標」の学習指導案
１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1) 商標は、実際の取引において商品またはサービスを識別するための標識としての役割を果

たしていることを理解する。

(2) 商標における三大機能とは、「出所表示機能」、「品質表示機能」、「広告機能」であることを

理解する。

(3) 本当に良い商標は、世界中で認められる世界共通の価値を持つものとなってブランドへ成

長することを学ぶ。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

導 商標の役割 P128 20 ・商標の果たしている役割について考えさ

入 せ、商標の三大機能である「出所表示機能」、

「品質表示機能」、「広告機能」について概

要を説明する。

ブランドとは？ P129 25 ・テキストに紹介されているブランドと主な

ブランドと主な商品 P129 商品の事例(テキスト 129 ～ 130 頁)をあ

展 ＳＯＮＹ げながら、本当に良い商品は、世界中で認

ＴＯＹＯＴＡ められる世界共通の価値を持つものとなっ

ＨＯＮＤＡ てブランドへ成長することを説明する。ま

開 ＣＡＮＯＮ た、事例以外のブランドと主な商品にはど

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ のようなものがあるかを考えさせる。

商標からブランドへ P131 25 ・長い間商標を使用し、今でもパワーを保ち

シャネル 続けているブランドの誕生のエピソードと

プラダ してテキストの事例(131 ～ 132 頁)を紹介

ナイキ し、商標からブランドへの成長を考えさせ

ノリタケ る。

カシオ

ブランドの力 P133 20 ・テキストの最近のトレンドをあらわしたマ

クロネコヤマト ークの事例(P133 ～ 134)を紹介し、それを

ユニクロ 見ただけで、企業のイメージや商品を連想

スターバックスコーヒー できることについて考えさせる。

セブンイレブン

I モード

整 商標の役割と機能について整理す 10 ・多くの事例を参考にしながら整理する。

理 る。

評価規準(例) ステップA ア①、イ①、ウ①、エ①

評価方法(例) 観察、チェックシート、評価表、ノート、メモ、レポート、テスト、ワークシート

備 考 ※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてポイント
会社名が商標登録され商標として商品についている場合も多いことから、会社名＝商標と誤

解する場合がある。これを防ぐために、ブランドの事例については、商標名を示すだけでなく

実物の商品についた商標を例示しながらの授業展開を心がける。

４．指導上のポイント

効果的な授業づくりの工夫

板書例

５．その他のポイント
標準テキスト 129 ～ 134 頁の事例も、授業展開に応じて活用できる。

■商標の役割

商標の三大機能

（p128）

①出所表示機能
同一の商標つきは、一定の生産者･販売者･提供者による

と示す。

②品質保証機能
いつも一定の品質･または質を備えているという信頼を

保証する。

③広告機能
広告に使用し、商品・サービスの購買・利用を喚起させ

る。

消費者の信頼と購買意欲喚起
（使用頻度に比例して増大）

■ブランドとは？

「商標」 よい「商標」
本当に価値あるもの

（よいサービス）
（よい商品）
（よい企業）

ブランドに成長
「性能」「品質」

＋
「個人の満足」

（趣味的文化等）
「公共の利益」
（環境性能等）

世界へ

SONY、TOYOTA

HONDA、Canon

Microsoftなど

■商標からブランドへ

（p129）

（p131）

「商標」 時間をかけて消費者から信頼

イメージ

有名で非常に
価値が高いもの(･･･だから大切に守る必要)

■ブランドの力
会社のシンボルマーク（商標）

例：黒ネコの親子
ｵﾚﾝｼﾞ・赤・緑の配色など

見ただけで、企業ｲﾒｰｼﾞ･ｻｰﾋﾞｽを連想

オリジナリティが高い
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実証授業

【導入】

商標の役割

標準テキストを活用して

商標の３大機能である

出所表示機能

品質表示機能

広告機能について説明している様子

【展開】

ブランドとは

具体的な商品を提示してブランドについて

考察する。

また、標準テキスト総合編を活用し、紹介

されているブランドと主な商品の事例をあげ

ながら、本当に良い商品は、世界中で認めら

れる世界共通の価値を持つものとなってブラ

ンドへ成長することを説明している。
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【展開】

ブランドの力

標準テキスト総合編の最近のトレンド

を表したマークの事例を紹介する。

そして、それを見ただけで企業のイメ

ージや商品を連想できることについて考

えさせている。

インターネット環境を活用し、関連

情報を検索させることにより、さらな

る理解力の向上をねらっている。

【整理】

商標の役割と機能について整理する

多くの事例を参考にしながら整理する。
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商業高校学習指導案２ 商標権（基礎）（ステップＢ）

【商業科】知的財産権学習「商標」の学習指導案例

１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）

(1) 商標登録制度の概要を理解させる。

(2) 商標の種類と、商標登録のルールについて理解させる。

２．指導項目・内容
指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

導 前時の復習 P23 10 ・産業財産権４権の名称と概要について発問

入 産業財産権４権の中の商標権 し、これから学ぶ商標権の産業財産権での

位置づけを確認する。

商標はどうやって保護される P135 35 ・商標法により、使用する者ばかりではなく、

の？ 需要者の利益も保護されていることを実例を

展 商標法第1 条 あげて理解させる。

商標登録制度について P135~ ・登録主義については、アメリカの使用主

①登録主義 義と比較。

開 ②先願主義

③審査主義

商標法が保護するもの P136 35 ・役務は、耳慣れない言葉であることから、例

商品商標(ﾄﾚｰﾄﾞﾏｰｸ)と役務商標(ｻｰ P136 をあげ「役務＝サービス」という認識を促す。

ﾋﾞｽﾏｰｸ) ・混同しやすい標章と商標について解説し、整

商標の分類 P137 理しておくとよい。

①文字商標②図形商標 ・文字、図形商標等について、知っているもの

③記号商標④立体商標 をあげさせ例示する。（インターネット接続

⑤結合商標 環境にあれば、WEB で探させ、プリントに

まとめさせても可）

どのような商標が登録できるの? P138 ・例題を出して、登録の可否基準について、理

商標登録の条件 解を深める。

整 本時のまとめ 20 ・まとめの小テスト実施

理

評価規準(例) ステップB ア③、イ①、ウ①、エ①

評価方法(例) 観察、チェックシート、評価表、ノート、メモ、レポート、テスト、ワークシート

備 考 ※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）
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３．知的財産教育としてポイント
日常生活では聞き慣れない言葉（需要者、役務、標章等）が頻発する。しかし、それらの言

葉が示す内容は、実生活に深く根ざしており、教員の授業展開次第では、生き生きとした活溌

な授業になる。子ども達の実感が伴う一般的な言葉に置き換えたり、実例について発問したり

しながら、子ども達が言葉に惑わされ、飽きることがないよう指導するよう心がける。

４．指導上のポイント

(1) 板書例

(2) 用語の整理

① 混同しやすい言葉

「標章」（ひょうしょう）と「商標」（しょうひょう）

標 章 … 文字、２次元のマーク、３次元の形状など。

商 標 …「標章」のうち、商売で、商品やサービスに使うもの。

② 商品の概念

①有 形 … 商 品

商 品

②無 形 … 役 務（サービス）

商標法(第１条)
商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上

の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて
需要者の利益を保護することを目的とする。

■商標登録制度について
①登録主義…特許庁に登録されて権利発生←使用主義（米）
②先願主義…使用の前後ではなく先に出願した方を認める
③審査主義…登録要件が備わっているか審査

■商標法が保護するもの
・商品商標(ﾄﾚｰﾄﾞﾏｰｸ)と役務商標(ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ)
・商標の分類

①文字 ②図形 ③記号 ④立体 ⑤結合

２商標はどうやって保護されるの？
（p135）

■どのような商標が登録できるの？
□商標登録の条件
①自他識別能力がある
ダメな例
・そのもの（普通名称）･･･時計に「時計」
・広く使われている（慣用名称）･･･自転車に「チャリンコ」
・商品の質・産地・効能等だけ･･･メロンに「おいしい」

「固有名詞」と組み合わせると登録可能
②同一、類似の商標が登録されていない

※商品や役務が違う商標なら登録できる
例：日立のﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 「プリウス」

トヨタのﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰ 「プリウス」
③そのほか
・国旗や菊花紋章等、国連等の国際機関の標章と同一か類似
・公の秩序、善良の風俗を乱す商標、他人の肖像・氏名等

（p138）



- 114 -

実証授業

【導入】

前時の復習

産業財産権４権中の商標権

産業財産権４権の名称と概要について

発問し、これから学ぶ商標権の産業財

産権での位置づけを確認する。

【展開】

商標はどうやって保護されるか

商標法により、使用する者ばかりではなく

需要者の利益も保護されていることを実例

をあげて理解させている。

ワークシートを活用して学習している様子

展開

商標法が保護するもの

ＩＰＤＬを活用し商標の分類について

具体的事例を示している様子
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展開

どのような商標が登録できるのか？

ワークシートを活用し、まとめさせる

と効果的である。

特許庁のホームページやＩＰＤＬ等を

活用して調べ学習を実施している様子

示された例題に沿って、登録の可否基準

について研究している様子

【整理】

本時のまとめ

まとめの小テストの実施
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商業高校学習指導案３ 商標権（基礎）（ステップＢ）

【商業科】知的財産権学習｢商標の効果と価値｣の学習指導案例
１．指導目標（知的財産権学習の要素とねらい）
(1) 企業経営における商標の重要性を理解させる。
(2) ネーミングについて考えさせる。
２．指導項目・内容

指 導 項 目 ・ 内 容 標準ﾃｷｽﾄ 時間 指 導 上 の 留 意 点

対応頁 (分)

導 前時の復習

入 商標の３大機能 P128 10 ・商標の３大機能を発問し確認する。

出所表示・品質保証・広告宣伝

企業経営における商標の効果･価値 P140 35 ・ブランドの重要性について、板書やプリント

企業経営における商標の重要性 P140 で整理し、理解を促す。

企業におけるブランドの重要性 P140 ・身近なブランドと、そのブランドにどんなイ

ブランド化するには メージをもっているか。また、どんな効果が

よいブランドとは あるかを考えさせ、興味関心を深める。（企

商標による企業への効果、価値 業イメージを伝えるブランド、企業の経営資

よいブランドが企業にもたらす 源となっているブランド、持続的発展を支え

効果を考える るブランド等）

展 ビジネスを発展させる商標の効果 P141 35 ・ネーミングについて板書やワークシートで整

顧客吸引力 理し、理解を促す。

もの言わぬセールスマン

開 CI、VI における企業戦略

ネーミングについて P141 ・ワークシートに記入し実際にネーミング、お

商品のﾈｰﾐﾝｸﾞをするうえでのﾎﾟｲﾝﾄ よびマークを考案してみる。（例：地域の特

５つのポイントを確認する P142 産品、学校生産物、学校の体育館や講堂）

よいネーミングの判断基準

他人の商標に抵触しないか確認 P142

ネーミング演習 P142

マーク考案演習 P143

地域団体商標制度とは P143

本時のまとめ 20 ・まとめの小テスト実施

・本時に各自が考案した商標（ネームおよびマ

整 ーク）が以後の授業で必要になるので、完成

理 しなかった者は、宿題とする。

・次時は、各自が考案した商標を IPDL で検

索することを伝える。

評価規準(例) ステップB ア③、イ①、ウ③、エ①

評価方法(例) 観察、チェックシート、評価表、ノート、メモ、レポート、テスト、ワークシート

備 考 ※使用テキスト：産業財産権標準テキスト（総合編）



- 117 -

３．知的財産教育としてポイント
本単元は、知的財産権学習の観点でまとめられているが、商標の発想を授業展開の中に取り

入れている。ここでの商標発想は、創造性を伸ばすことよりも、授業の前半部分で学習した商

標権に関する知識を元に、発想するという主体的な取り組みにより、知識の深まりと定着を狙

ったものである。習得した知識を、すぐに活用させることで、「知らなかったことが分かった」

「できなかったことが、できるようになった」という成長の実感を与え、学ぶ喜びを引き出す

よう工夫したい。

４．指導上のポイント

(1) 板書例

(2) ブランド化が成功した事例

・トヨタ「プリウス」環境に優しいという企業理念を伝える。

・アップル「ipod」のブランド化で「iPhone」も人気商品に。

(3) サンドブラスタの活用で、オリジナル作品製作

ホームセンター等で販売されているサンドブラスタ（コン

プレッサで研磨砂を吐出し、削る装置）を用いてコップなど

に、刻印し各自が考えたネーミングやマークをデザインし、

商標をものづくりにつなげる取り組むもなされている。

(4) CI における企業戦略例（ヤマト運輸）

1919 年 大和運輸 設立

1957 年 会社ロゴ「親子猫マーク」を制定

1976 年 「宅急便」開始（宅急便は登録商標）

1982 年 商号をヤマト運輸に変更。

■企業経営における商標の必要性
□企業におけるブランドの重要性
ブランド化…長年使用し商品･役務の信用･信頼を培うこと

（ブランド化した商標＝大きな企業資産）
よいブランド…商標の三大機能が強力なもの

□商標による企業への効果・価値
①経営理念が明確に…よいﾌﾞﾗﾝﾄﾞは、経営理念を伝える
②経営に自信…よいﾌﾞﾗﾝﾄﾞは、企業価値を高める
③創造的発展…よいﾌﾞﾗﾝﾄﾞは、増大する経営資源でありシンボル
(goingconcerm)
④リクルート…よいﾌﾞﾗﾝﾄﾞは、有能な人材を呼び込む

□ビジネスを発展させる商標の効果
①顧客吸引力(goodwill)…消費者ニーズにフィットしたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

は顧客吸引力を生む
②「もの言わぬｾｰﾙｽﾏﾝ」機能…商標・商号の善し悪しが業

績を大きく左右

３ 企業経営における商標の効果・価値
（p140～）

■ネーミングについて
□商品のネーミングをする上でのポイント
①自他識別能力を有する
②同一の商品分野で同一、類似の商標、先出願がない
③不正競争防止法に抵触しない(他人の著名な商標・商号でない)
④虚偽の原産地表示、品質誤認表示でない
⑤文化的（たとえば縁起等）な観点から（他国でも）問題ない

□よいネーミングの判断基準
①コンセプト・機能・特性が需用者に伝わる
②競合製品より優位
③音感がよい
④わかりやすい
⑤長い年月の使用ができる
⑥悪い意味・イメージがない

□他人の商標権に抵触しないか
・商標権の２つの効力 「専用権」・「禁止権」

→事前の商標調査が重要→商標権の譲渡・使用権の許諾

（p142～）

北海道下川商業高校の生徒作品
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実証授業

【導入】

前時の復習

商標の３大機能についての復習として、

出所表示・品質保証・広告宣伝の機能に

ついて発問し確認している様子。

【展開】

企業経営における商標の効果・価値

身近なブランドとそのブランドにどんな

イメージを持っているか。また、どんな効

果があるのかを、お菓子のパッケージを参

考に考えさせる

【展開】

商品のネーミングをするうえでの

ポイント

キャラメルの企画を通じて、ネーミング

を考案する。

その際、ネーミングについて板書やプリ

ントで整理し、理解を促すと効果的である。
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【展開】

マーク考案実習

ワークシートに記入し、考案したネーミ

ングをイメージしたオリジナルマークを考

察させる。

その際、単にマークを考察するだけでは

なく以下のことを考えながら発想させる。

・商品の「売り」は何か

・どういう客層に売り込みたいか

・どうすれば顧客にコンセプトが伝わるか

【整理】

本時のまとめ

まとめの小テストを実施

次時は各自が考案した商標を特許電子図

書館で検索することを伝える。
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□ 創造性学習

＜農業高校での実施形態＞

農業高校学習指導案１

【農業科】創造性学習「農作業の基礎」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２７頁 図４－１０）

実施例２ 様々な農作業を分析し、各作業に適した農機具・農業資材を発想する。
スキル１ 既存の製品を観察（外観・機能・デザイン・材質など）し、農作業・生育

環境等、構成要素を分解して考える（発想法を活用した発想）
１．指導目標（創作学習の要素とねらい）

(1) 既存の製品を観察（外観・機能・デザイン・材質など）し、農作業・生育環境等、構成要

素を分解して考えることを通して、多角的に考える力を養う。

(2) 発想法を活用した発想を行い、発想ツールの活用の仕方について実践的に身に付ける。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 農機具・農業資材の種類
指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

(1)従来型の農業資材について １０ ・作物の生育環境と関わる農業資材を思
導 ・養分→化学肥料 い浮かばせ、生育に適する環境を作る

・水→ジョウロ、灌水チューブ ために、様々な農業資材があることを
入 ・ＣＯ 2 →ＣＯ2発生装置・換気扇 認識させる。

・温度→ビニールハウス

(1)新農業資材を見つけてみよう ８０ ・アイディアを活かした農業資材が既に身近
・百円ショップで見つけたアイ にあることに気づかせ、日常生活の中に発

ディア農業資材 想のヒントがあることを気づかせる。
・アイディア農業資材の工夫点 ・アイディア農業資材の実物を見せ、従来の

はどこだろう（各自の気づき 農業資材と比べてどこに工夫があるのかを
と共有） 考えさせる。
※付箋紙を使ったブレインストー

ミング等が有効
展 ・工夫点の整理 ・工夫点を、文章として整理させる過程を通

じて、気づいたことを整理反芻させ、各自
の思考の理論化・体系化を助ける。

開
(2) 新農業資材を考案してみよう ・鉢植えの植物を提示し、①～③の各課題を

①鉢植えの水やりを楽にしたい 考えさせる。どれか一つで可。また、ほか
②培土の入れ替え不要な鉢植え に取り組みたい課題を生徒が持っていれ
③鉢植えの施肥を楽にしたい ば、それでも可。思いついたものに取り組

※マインドマップ等の発想ツール ませる。
が有効

(3)アイディアの共有 ・班別に、思いついたアイディアについて各
・各自のアイディアの発表 自で発表させ、他者の発想と自分の発想を

比較し、達成感を与えると共に発想の視点
を広げさせる。

整 (1)振り返り １０ ・アイディアをまとめることと、本時の
(2)アイディア農業資材の実際 感想を宿題とする。

理 ・鉢植え用液肥供給アンプル ・鉢植え用液肥供給アンプルが、実用新
案で保護されていたが、権利期間が過
ぎた後に、各メーカーからこぞって類
似品が生産されたことに触れ、知財権
活用への意識を高める。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟB アの①、② イの①、② ウの② エの①、②
評価方法(例) 観察、ワークシート、レポート、感想文
備 考 導入科目な科目 「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」
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３．知的財産教育としてのポイント

本単元は、誰でも身近な鉢植えを題材とし、鉢植えに関する新しい農業資材を発想する授

業である。

この学習展開は、

(1) 農業資材の学習を通して、その資材がどのような機能を有するか考える。

（本質を探る）

(2) アイディア農業資材を見せ、その資材のどのような点に工夫があるか考える。

（改善の方向性・糸口・ヒントを得る）

(3) 各自で文章で、上記“(1)”“(2)”を整理する。

（各自の思考の理論化・体系化を助ける）

(4) 自分で発想してみる。

（発想ツールの活用と創造性の育成）

(5) 各自のアイディアを発表する。

（発表による充実感と、アイディアの共有による視点の拡大と思考の深化）

(6) 宿題を提示する。

（さらなる発想への誘導）

(7) 発想したアイディアを製品にした際、発生する課題としての類似品対策の必要性。

（知的財産権で保護する意識の啓発）

となっている。

４．指導のポイント
(1) 農業資材の中でも、家庭生活で身近な鉢植え用品に絞って課題を設定することで、非農家

出身生徒と農家出身生徒の経験の差を縮め、全員のスタートラインをそろえて実施すること

に配慮している。

(2) 本時の展開において２度の発想の機会があり、付箋紙を用いたブレインストーミングとマ

インドマップを例示している。最初の、アイディア農業資材の実物を見せ、従来の農業資材

と比べてどこに工夫があるのかを考えさせる過程にできるだけ時間を割くように努める。そ

の後の展開が、ここでの発想を基にしていることから、ここで十分な思索の深まりがなけれ

ば、その後の授業展開が空回りしやすい。

(3) 本時における生徒の発想に際しては、生徒自身が、自分で発想することに喜びを感じられ

るように意識してファシリテーションするように努める。

５．その他のポイント
発想ツールを活用したことがある生徒にとっては、２時間の授業で収まるが、このような発

想ツールの授業経験が少ない生徒においては、４時間ほどの展開になることも考慮する。
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実証授業

百円均一！アイディア農業資材(教師用)
１ 形を変えてみたら･･･？

【商品】

『スティック状に加工した鶏ふん』

【工夫点】

①スティック状に固めたことで、触っても汚

れない。

②小さいサイズで、輸送性に優れる上、原料

コスト低減。

２ 不用なものを活用できないかな･･･？
【商品】

『ペットボトルをジョウロにするキャップ』

【工夫点】

①ジョウロ全体を売るのではなく、ジョウロ

の機能を持つ部品だけを商品化。

②どこにでもあるペットボトルを活用するこ

とで、２ℓから 350m ℓ（ペットボトル容積）

のジョウロをつくれる。

３ 他の物に利用できないかな･･･？
【商品】

『高分子ポリマーを使った土の保湿剤』

【工夫点】

①オムツの原料を使って、オムツより３～

１０倍以上、収益性の高い製品に！

※オムツの M サイズで 10 ｇのポリマー

を含み、３０円程度

②中央及び右の製品は色を付けることで、

水分補給だけでなく、デザインも！

【ポリマー含有量は左 10g、中央 2.5g、左 2.5g】

通常２０ｋｇで数百円の鶏ふん堆肥が、５

０ｇで１００円に！ なんと１００～２００

倍の収益性！
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百円均一！アイディア農業資材(生徒用)
実物をみながら、工夫点を書き出してみよう！

１ 形を変えてみたら･･･？
【工夫点はどこだろう？】

２ 不用なものを活用できないかな･･･？
【工夫点はどこだろう？】

３ 他の物に利用できないかな･･･？
【工夫点はどこだろう？】

【ポリマー含有量は左 10g、中央 2.5g、左 2.5g】
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農業高校学習指導案２

【農業科】創造的学習「農作業の基礎」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２７頁 図４－１０）

実施例２ 様々な農作業を分析し、各作業に適した農機具・農業資材を発想する。
スキル２ アイディアスケッチと試作

１．指導目標（創作学習の要素とねらい）

(1) 発想したアイディアを、スケッチにする（２次元化）、形にする（３次元化）力を養う。

(2) 発想したものと形にしたもののギャップを埋める試行錯誤を通して、ものづくりへの忍耐

力を付け、ものづくりの喜びに繋げる。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 農機具・農業資材の種類

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)前時の復習 １０ ・宿題で発想を整理してきた内容の確
導 認と、前時の復習。
入

(1)発想したアイディアをスケッチす る ８０ ・前時に発想したアイディアを、大きさ
・寸法等を記入する や実際の使い方等を実際に想定しなが
・使う際の様子も想定する ら、精巧にスケッチさせることを通じ

て、さらなる工夫改善に繋げる。

(2)紙等の身近な材料を使って３次元モデ ・スケッチに合わせて、紙（方眼紙・画
展 ルをつくる 用紙）やペットボトル等の身近な材料

・スケッチに合わせてつくる を使ってアイディア製品の立体模型を
作成させる。

開
(3)試行錯誤 ・立体化することを通じて、アイディア

スケッチ段階では気づかなかった問題
点が、あきらかになってくる。机間指
導を通じて、試行錯誤に飽きさせず、
楽しんで、指先を通して考えるような
雰囲気を作る。

(1)振り返り １０ ・製作したものをまとめることと、本
時の感想を宿題とする。

整

理

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟC アの② イの② ウの② エの②
評価方法(例) 観察、ワークシート、レポート、感想文
備 考 導入科目な科目 「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」
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３．知的財産教育としてのポイント

発想したものをスケッチにする２次元化、そして立体模型を作る３次元化により具体化し

ていく一連のプロセスを体験させ、創造性の要素の中でも、発想からものづくりへ具体化す

る力を磨かせる。

さらに、立体模型を作る上で、紙やペットボトル等の身近な材料を持ち寄らせ作らせるこ

とで、各材料の特性を体験を通じて学ばせる（体験的学習）。このことで、日常生活の中で、

様々なものを見た時、別の用途（「これは、こういう風に使った方がいいのでは？」）や、何

かの素材にできないか（「これは、あれに使えるんじゃないかな？」）と考えるような、創造

性の素地を身に付けさせたい。

４．指導のポイント

本指導案の指導内容のような、具体化していく作業は、一般的に試行錯誤の連続である。

思い通りの形にならなかったり、イメージでは上手くいきそうだったものが実際に形にして

みると、今ひとつだったりする。そのことが要因で、生徒の意欲が萎えてしまい、完成度の

低い状態で妥協したり、放り出してしまうことも想定される。

すなわち、発想から創造するには、試行錯誤に耐えられるあきらめない執念とも言えるよ

うな強い意欲と、形にできる技能の２つの要素が、必要であるということだ。

“強い意欲”の醸成には、自分の発想に、どれだけ愛着やこだわりがあるかということが

影響する。だからこそ、本授業のような具体化に入る前のアイディアを発想する段階が、そ

の意欲を生み出す要因になるため、重要だと考える。

“形にできる技能”については、日常の学習や生活体験による習得の積み重ねであり、こ

の点からも、体験的学習によって技能を身につけておくことが重要である。

本授業のねらいについて、どこに重点を置くかによって、授業展開も授業の印象も大きく

変わってくる。例えば、創作物の完成度を求めれば、宿題等にさせ、試行錯誤を個々人が思

うままに繰り返させ、その中で学ばせることもできるし、創作物に高い完成度を求めず創作

のプロセスを学ぶことをねらいとすれば、授業時間の中でできたもので満足させる展開も可

能である。前者の展開のように、高い完成度を、最初から求めすぎると諦めてしまう子ども

達も出てきてしまうので、生徒の状況にあった授業展開を心がけたい。

５．その他のポイント

この指導案を基にして、何を作るかを入れ替えたり、時間配分を変えるだけで、様々なパ

ターンの展開が想定される。そのような様々な授業展開を指導者が体験し、折々の子ども達

の反応を見て、自らの授業改善に活かしていくことが、創造性学習の指導法を身につける近

道だろう。
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実証授業

【導 入】

(1) 前時の復習

宿題で発想を整理してきた内容の確認と、前時の復習

他の人のアイディアに学ぶところはないだろうか？

【展 開】

(1) 発想したアイディアをスケッチする

・寸法等を記入する

・使う際の様子も想定する

前時に発想したアイディアを、大きさや実際の使い方等を実際に想定しながら、精巧にスケッ

チさせることを通じて、さらなる工夫改善に繋げる。

害虫の防除資材のアイディアスケッチの様子
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【展 開】

(2) 紙を使って３次元モデルをつくる

・スケッチに合わせてつくる

スケッチに合わせて、紙（方眼紙・画用紙）

やペットボトル等の身近な材料を使ってアイデ

ィア製品の立体模型を作成させる。

【展 開】

(3) 試行錯誤

立体化することを通じて、アイディアスケッ

チ段階では気づかなかった問題点が、あきらか

になってくる。机間指導を通じて、試行錯誤に

飽きさせず、楽しんで、指先を通して考えるよ

うな雰囲気を作る。

【整 理】

(1)振り返り

製作したものについてまとめる（作品としての完成度を高めたり、作品づくりでどんな

ことが分かったかを文章で整理する）ことと、本時の感想を宿題とする。

※生徒の感想

・班の人たちのアイディアは、似ている場合でも、考えるポイントが違っていておも

しろかった。

・今回初めてこのような授業をして、最初は考えやすかったけど、だんだん難しくな

ってとても大変でした。でも、今まで自分出学んできたことをいかす授業になった

なぁと思いました。
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農業高校学習指導案３

【農業科】創造性学習「害虫対策」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２７頁 図４－１０）

実施例３ 露地栽培におけるいろいろな病害虫の発生プロセスを調べ、発生原因を探

り防除法を発想する。

スキル１ 害虫（外見の観察、発生プロセス）について調べ、要素、経路を分析して

考える。既存の防除製品が狙う効果を考える。

１．指導目標（創造性学習の要素とねらい）

(1) 実習等の体験によって蓄積されている害虫に対する知識を、要素（軟弱部を食害する、翅

を持つ、卵を生む、土に潜るなど）に分けて考えさせたり、フレームワークで構造化するこ

とを通じて、体験的に身に付けた知識を、実践に結びつく知恵に深化させる。

(2) フレームワークを活用した整理を行わせ、合理的に考える思考の枠組みを身に付けさせる。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 環境に配慮した野菜栽培

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)ねらいの確認 １０ ・①、②のねらいを生徒に伝え、目標と
導 ①害虫を分析して考える力をつける して意識させる。
入 ②その対策を考える力をつける

(1)いろいろな害虫について ８０ ・発生害虫のリスクを発問し、６種の害
・キャベツに発生する害虫（６種） 虫について上げさせる（害虫名とその
アブラムシ・ヨトウムシ 性質調べについては前時に宿題として
ハスモンヨトウ・アオムシ 課しておく）。
タマナギンウワバ ・生徒個々の経験（体験）と資料に基づ
ハイマダラノメイガ いて、害虫のリスクを答えさせ、マッ

※ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ：定性的リスク分析 ピング（重大性と発生確率の積）を集
団で行う。

展 (2)害虫対策の絞り込み ・最もリスクが大きい害虫（ヨトウムシ
ヨトウムシ とする）を教材に学習することを知ら

※ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ：リスク分析マトリクス せる。
(3)害虫の性質について考える ・マインドマップを使ってヨトウムシが、
・集団でマインドマッピングを行い害虫 どのような要素により構成されている
の特徴を掴ませる。 かを考える。ヨトウムシの実物を見せ

開 ※発想ツール：マインドマップ て行うと、活発に発想される。
(4)防除法について ・板書等により防除法を知る。
物理的防除：光線を利用、網で覆う

捕殺
生物的防除：天敵(BT 剤)、ﾌｪﾛﾓﾝ等

誘殺
化学的防除：農薬

(5)害虫の特徴に基づく害虫対策 ・マインドマップで上げた要素を縦軸、
・(3)のマインドマッピングと(4)の害虫 防除法を横軸に取って、マトリクスと
対策手段の整理 して整理し防除のポイントを明かにす

※ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ：経験×知識マトリクス る。いくつか代表的なポイントのみ授
業内で記入させ、残りを宿題とする。

整 (1)振り返り １０ ・マインドマップで上げた要素が多いほ
・実習及び座学による知識習得の大切さを ど、防除のポイントが明確になること

理 確認する。 に気づかせ、実習での直接体験と観察
・他の野菜でも同様に考えられるだろう との重要性を確認する。
か。 ・ねらいについて達成できたか振り返る。

・害虫防除以外に、この方法が応用できる
だろうか。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ C アの① イの① ウの①、② エの①、②
評価方法(例) 観察、ワークシート、レポート、感想文
備 考 導入科目な科目 「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」
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３．知的財産教育としてのポイント
(1) 創造性学習としてのポイント

本指導案は、各自の「暗黙知」を「見える化」して、教科書等から得ている知識と融合さ

せてた上で、「形式知」化を授業内で生徒同士が共有することを通じて試みたものである。

ここで用いたワークフレーム及び発想ツールは、①定性的リスク分析※１、②リスク分析マ

トリクス、③マインドマップ、④経験×知識マトリクス※２である。

①定性的リスク分析では、害虫の発生頻度を被害を、自身の経験と資料に基づいて、考え

させることを主眼に置いている。答えは、資料の中だけにはなく、また自身の経験だけでも

ない。自分の頭の中で、双方を組み合わせて答えを記入する。この解答には決まった答えは

ない。生徒が、ある害虫のリスクを一般的なリスクより低くあるいは高く見積もったとして

も、その生徒の経験に基づいた解答である以上、その生徒が体験してきた栽培方法や栽培環

境や作型等の条件では、実際その程度のリスクであったことは十分あり得る。模範解答を開

示し訂正させる方法も考えられるが、むしろ、ここでは、今後の実習や座学での経験及び知

識の積み重ねを通じて、自分自身で修正していく力を身に付けさせるためにあえて修正せず、

その力の源泉となる“思考の枠組み”（ワークフレームの方法）を身に付けさせたい。

②リスク分析マトリクスでは、右図のとおりリスクに応じた対策を分類している。発生確

率と被害が最も大きい右上のエリアについては、“予 リスク分析マトリクス

防対策”が必要とされる。①の定性的リスク分析から、 適時判断 予防対策

リスク分析マトリクスは、リスクマネジメントの基本 発生時対策

的手法であり、産業界で幅広く活用されているフレー

ムワークである。本指導案では、リスク分析マトリク

スを、集団で行わせることで、①定性的リスク分析で 無視 発生時対策

の各自の結果を突き合わさせる場をつくり、各自のリ ↑

スク認識を検証させ、考えを深めさせる効果もねらっ 確

ている。 率

③マインドマップを、ここで用いるねらいは、経験 被害→

や知識に基づいて、様々な角度から、害虫の要素を発想させることにある。このプロセスを

通じて事象（ここでは害虫）を要素に分解して考えることを学ばせる。

④経験×知識マトリクスでは、マインドマップで発想した自身の経験と知識を、本時で新

たに学習した知識（防除法）とを、フレームワーク上で整理し防除のポイントを考えさせる。

以上のプロセスを通じて、生徒は自らの暗黙知を形式知化しながら新しい知識を取り入れ

ていく。なおそのプロセスにおいて、自らの知識を定量化することができ、自分が身に付け

たものと、不足しているものを確認することができる。

また、フレームワークによりマトリクス化して考える実践を積ませることで、構造的に考

える習慣を付けさせ、創造性発揮のベースとなる力を付けさせたい。

※１ 発生確率と影響度に分けて経験に基づき数値化する。今回は、大小、多少と２段階と

したが、一般的には、経験を基に５段階で数値化していく。

※２ 経験×知識ﾏﾄﾘｸｽは、便宜上筆者が名付けた。学術的な呼び名が既にある可能性あり。

４．指導のポイント
(1)農業科目の授業としての評価規準例

創造性教育としての評価規準（例）は、前頁に示しているが、既存の農業科目の評価規準

で評価すれば、以下のように考えられる。

①主要な害虫の形態や生理生態について理解できたか。【知識・理解】

②観察によって生理生態を推察し、防除法を自ら考えようとしたか。【関心・意欲・態度】

③害虫の防除法について必要な情報を収集し、総合的に思考判断できたか。【思考・判断】

④観察や資料を通じて、必要な情報を得ることができたか、得られた知識を体系づけて整理

し表現できたか。【技能・表現】

５．その他のポイント
暗黙知・形式知についての参考文献 『知識創造企業』著：野中郁次郎 東洋経済新報社
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実証授業

【導入】

(1)ねらいの確認

①害虫を分析して考える力をつける

②その対策を考える力をつける

【展開】

(1)いろいろな害虫について

・キャベツに発生する害虫（６種）

アブラムシ・ヨトウムシ

ハスモンヨトウ・アオムシ

タマナギンウワバ

ハイマダラノメイガ

※ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ：定性的リスク分析

(2)害虫対策の絞り込み

ヨトウムシ

※ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ：リスク分析マトリクス

ワークシートによる定性的リスク分析

黒板を用いて、全員の経験と知識を出し合って、マインドマップを展開していく様子

写真上部：【導入】ねらいの明示

写真下部：リスク分析マトリクス
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【展開】

(3)害虫の性質について考える

・集団でマインドマッピングを行い害虫の特徴を掴ませる。

※発想ツール：マインドマップ

(4)防除法について

物理的防除：光線を利用、網で覆う、捕殺

生物的防除：天敵(BT 剤)、ﾌｪﾛﾓﾝ等、誘殺

化学的防除：農薬

(5)害虫の特徴に基づく害虫対策

・(3)のマインドマッピングと(4)の害虫対策手段の整理

リスク分析の結果、ヨトウムシの

リスクが、最も大きいことが分か

った。そこで、ヨトウムシをキー

ワードに、生徒が連想する言葉（経

験と知識）を書き出していく。

写真にある「気持ち悪い」「潰し

たら緑色の汁」「にゅるっとしてい

る」等の連想は、感覚的な言葉で

あり、当初は自信なげに発言する。

しかし、このような発言も聞き漏

らさず、黒板に書き込むと、「自分

が感じたことでいいんだ」と分か

り、自分の経験に自信を持って発

言するようになる。

【整理】

(1)振り返り

・実習及び座学による知識習得の大切さを確認する。

・他の野菜でも同様に考えられるだろうか。

・害虫防除以外に、この方法が応用できるだろうか。

※生徒の感想

・害虫も全て、同じ方法で害をもたらすわけではないので、全ての害虫に対応してい

る防除法があったらどんなにいいだろうと思いました。

・班の人のアイディアはとても良かったです。

・班の人と同じようなものになってしまったので、発想力を高めたいと思いました。
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＜工業高校での実施形態＞

工業高校学習指導案１

【工業科】創造性学習「高いタワーを創ろう」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２８頁 図４－１１）

実施例３ 工作１[紙]「高くて安定したタワーを創る」小中学校の実施例を高校で実施する例
スキル１・２・３ 構想を練る、製作する、製作活動を振り返る

１．指導目標（創造性学習の要素とねらい）

(1)個人及び集団で、発想したものを形にする体験をさせる。

(2)紙タワーの高さを競うことを通じて豊かな創造力を育む。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 工業技術基礎

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 (1)前時の復習をする。
５

入

(1)本時の目標を明確にする。 ５ ・クラス全体で前向きに取り組む雰囲気
作りをする。

(2)演習Ⅰ（個人で創作） ３５ ・本時の課題を把握させる。
・紙タワーの課題について理解する。 ・紙を一人１枚配布する。
・ワークシートにアイディアスケッチをす ・自由な雰囲気の中で、多くのアイディ
る。 アが出るように指導する。

・タワーを製作し、高さを測定して記録す ・はさみ以外は使用させない。
る。

展 演習Ⅱ（集団で創作） ３５ ・紙を一班１枚配布する。
・班に別れ、リーダーを決める。 ・活発に意見を出させ、話し合わせる。
・タワーを高くするためのアイディアを出 ・仲間の意見を批判していないか観察す

開 し合い、ワークシートに記録する。 る。
・タワーの構想のスケッチをする。 ・班の構想をまとめさせる。
・タワーを班員全員で製作し、高さを測定 ・班員全員が作業を分担するように指導
して記録する。 する。

・各班ごとに工夫した点を発表する。 １０ ・班長に発表させる。
・互いに評価する。 ・良い点をほめる。（批判をしない。）

・集団でアイディアを考えたり、仕事をす ５ ・個人でのメリット、集団でのメリット
るメリットを考える。 をまとめさせる。

(1)本時のまとめをする。 ５ ・創意工夫することの大切さを再確認さ
整 せる。

理 (2)次時の学習内容を理解する。 ・次時の学習テーマを提示する。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟＡ アの① イの① ウの① エの①②
評価方法(例) 自己評価、相互評価、観察、ワークシート、タワーの高さ、態度
備 考 導入科目な科目

「工業技術基礎」、「実習」、「課題研究」
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３．知的財産教育としてのポイント

この学習でのポイントを以下に示す。

① ものづくりの楽しさ、アイディアが形になる喜び、自分のアイディアが第三者から認

められる喜びなどを体感させる。

② 集団で発想し、ものづくりをする楽しさを体感させる。

③ オリジナル性を大切にする気持ちが芽生えるよう指導に心掛ける。

④ タワーの高さの差は、人の智恵の差である点に気付かせる。

⑤ 知恵が発展したものが、知的財産にもなり得ることを指導する。

この教育は、従来の知識偏重教育ではなく、生徒が潜在的にもっている能力を引き出す

という新しタイプの授業である点に配慮が必要である。

新たに創造したものには、創造した者に権利があることなども合わせて指導するとよい。

４．指導のポイント

教材として、紙（ケント紙又は厚紙等を１０㎝×１０㎝程度の大きさに切ったもの）を

生徒一人１枚及び一班１枚分準備する。

最初に、タワーの高さがそのまま本時の評価になることを説明すると、生徒の取り組む

意欲が増す。

知識伝達式の授業ではないので、教員が話し過ぎないように注意をする必要がある。

評価の観点として、意欲や態度も観察するとよい。

生徒の作品（タワー）を指導者は絶対に批判したり、否定してはいけない。

アイディアを書き込むための白紙（ワークシート）を準備しておくとよい。

自分のアイディアとクラスメートのアイディアを比較させ、振り返えさせるとよい。

「アイディアや創造力」とはいったい何であるかを考えさせるとよい。

５．その他のポイント

本時の取り組みが、実はブレインストーミングを活用していることを後日教えるとよい。
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実証授業

創造（創意工夫演習）高いタワーを創ろう

【導入】

本時（前半）の課題についての説明

紙を一人１枚とワークシートを配布し、

課題（できるだけ高いタワーを創る）に

ついて説明をする。

はさみを持参したか確認する。

【展開】

タワーのアイディアスケッチ

できるだけ数多くのアイディアスケッ

チをするように指導する。

発想するときは、質より量が大切であ

ることを教える。

【展開】

アイディアを形にする作業

使用できる道具（文具）は、はさみだ

けとする。接着剤やセロファンテープ等

は使用させない。

資源が少ない日本の現状を説明し、知

恵(知的財産)こそ資源であると教える。

【中間まとめ】

タワーの完成と高さの測定

制限時間（１０～１５分程度）を設け、

タワーの高さを測定させ、ワークシート

に記録させる。

指導者は、できる限り机間巡視をして、

生徒の作品の良い点を見付け出し、褒め

る（認める）ことが何より大切である。
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【展開】

本時（後半）の課題についての説明

４～６人程度の班に分かれる

班員で協力し、できるだけ高いタワー

を製作するように指導する。

アイディアを出し合い、リーダーがま

とめる。また、それを元にタワーの構想

を決め、スケッチをさせる。

【展開】

班員で協力してのタワー製作

班員全員が協力し、作業を分担するな

どしてタワーを製作させる。

製作途中にも新しアイディアが生まれ

るので、改良を自由にするように指示す

る。

【展開】

タワーの完成と高さの測定

制限時間（１０～１５分程度）を設け、

タワーの高さを測定させ、ワークシート

に記録させる。個人で製作したタワーよ

りも高くなった班がほとんどであった。

工夫した点を発表させて褒めよう。

【まとめ】

本時のまとめ

本時の作業を通して学んだことを発表

させて、まとめる。

・共同で考えた方が良い結果が出た。

・同じ時間と材料であるにもかかわら

ずアイディアの差が高さになって現

れた。 等
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工業高校学習指導案２

【工業科】創造性学習「アイディアはさみ」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２８頁 図４－１１）

実施例４ 機械加工「機械加工によるオリジナル製品の発想や加工」
スキル２・３ 複数のアイディアスケッチ、アイディアの集約と検討

１．指導目標（創造性学習の要素とねらい）

(1)ブレインストーミングによる集団での発想法を習得させる。

(2)新しい商品を開発することを通じて豊かな創造力を育む。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 機械設計 、工業デザイン 、新製品開発

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

(1)アイディア発想法の復習をする。 １０ ・いろいろな発想法を復習させる。
導 ・前時のブレインストーミング演習を再

(2)ブレインストーミング発想法を復習す 確認させる。
入 る。

(1)本時の目標を明確にする。 ８０ ・本時の課題を把握させる。

(2)演習
・班に別れ、リーダーを決める。 ・活発に意見を出させ、話し合わせる。

・ハサミについての新しいアイディア ・仲間の意見を批判していないか観察す
を考える。（ブレインストーミング） る。

・アイディアスケッチをさせる。 ・班の考えをまとめさせる。

展

開 ・班別に発表させる。
・ 各班ごとで発表する。

・ほめる。（批判をしない。）
・ 互いに評価する。

(1)本時のまとめをする。 １０ ・創意工夫することの大切さを再確認さ
整 せる。

理 (2)次時の予告をする。 ・課題を与え、次時までに考えをまとめ
させる。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟＣ アの①② イの② ウの② エの②
評価方法(例) 自己評価、ワークシート、観察、出席状況、作品、態度

備 考 導入科目な科目
「工業技術基礎」、「実習」、「課題研究」、「機械設計」
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３．知的財産教育としてのポイント

この学習でのポイントを以下に示す。

① 創造することの大切さを理解させる。

② 創作意欲を身に付けさせる。

③ いろいろなアイディア発想技法を習得させる。

④ 理論的な思考と創造性を育む。

この教育は、従来の知識偏重教育ではなく、生徒が潜在的にもっている能力を引き出す

という新しタイプの授業である点に配慮が必要である。

新たに創造したものには、創造した者に権利があることなども合わせて指導するとよい。

４．指導のポイント

教材として、液晶プロジェクター、パソコンと画像素材を準備するとよい。

最初に、標準的なはさみを提示すると生徒たちは発想しやすくなる。

知識伝達式の授業ではないので、教員が話し過ぎないように注意をする必要がある。

評価の観点として、意欲や態度を観察するとよい。

アイディアを書き込むための白紙（模造紙）を準備しておくとよい。

既に市販されている様々なアイディアはさみを提示しながら、振り返るとよい。

５．その他のポイント

手作りしたアイディアはさみなどの実物を用意すると、授業のまとめで有効である。
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実証授業

創造（創意工夫演習）アイディアはさみの開発

【導入】

本時の授業についての説明

アイディア発想法の復習

アイディア発想法について復習をする。

常識を打ち破る気持ちや常に周りのもの

を観察し、疑ってみることが大切であるこ

とを再確認する。

【展開】

ブレインストーミングの復習

ブレインストーミングについて復習す

る。特に４つの基本ルールをしっかり守

ることが成功の秘訣であることを再確認

する。

【展開】

課題の提示（創意工夫演習）

【テーマ】アイディアはさみを考える

今までにない新しいアイディアはさみ

の商品開発を目標にすることを教師が説

明する。

【展開】

ブレインストーミングの実施

活発に意見がでるような雰囲気作りが大

切である。楽しい中にも真剣さが求められ

る。決して人の意見を非難したり、否定し

たり、さげすむような態度をとらないよう

に観察をする必要がある。
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【展開】

書記による記録と発表

アイディアを書記に記録させる。

次ぎに、班の話し合いの中で出たアイデ

ィアを班長に発表させる。

指導者は、批判しないで、良いところ

を探してほめることが大切である。

アイディアを考えついた生徒の出席番号

をスケッチ図に付けている。これにより、

後日に評価して成績とする。

【展開】

互いに評価する

級友の良いと思うアイディアについて

挙手によりクラスの意見をまとめる。また、

そのスケッチ図を黒板に書いて整理する。

【展開】

未知のアイディアの

提示

授業では出なかった他のアイディア

（市販品や先輩が考えた創作品など）を

提示することで意欲を喚起する。

【まとめ】

本時のまとめ

ブレインストーミングの手順とルール

についてまとめる。
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工業高校学習指導案３

【工業科】創造性学習「アイディア歯ブラシ」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２８頁 図４－１１）

実施例４ 機械加工「機械加工によるオリジナル製品の発想や加工」
スキル２・３ 複数のアイディアスケッチ、アイディアの集約と検討

１．指導目標（創造性学習の要素とねらい）

(1)ＫＪ法による発想法を習得させる。

(2)新しい商品を開発することを通じて豊かな創造力を育む。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 機械設計 、工業デザイン 、新製品開発

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 (1)前時の復習をする。 １０ ・アイディア歯ブラシの復習をする。
入 ・ＫＪ法の進め方を再確認させる。

(2)ＫＪ法を復習する。
(1)本時の目標を明確にする。 ８０ ・本時の課題を把握させる。

(2)演習
・前時に考えた自分のアイディア歯ブラ ・分かりやすく簡潔に表現させる。
シを付箋紙に書く。 ・分かりやすい説明ができているか観察

する。

・一人ずつクラスの前で自分のアイディ ・仲間の意見を批判していないか観察す
アを発表し、模造紙に貼り付けていく。 る。

展 ・同じようなアイディアを円で囲み、そ ・クラス全員に発表させる。
のグループに簡単で分かりやすい名称

開 を付ける。

・どのようなアイディアが多かったかな ・生徒の発想（発言など）を大切にしな
ど、クラスから出たアイディアを分析 がら授業を展開する。
する。 ・ほめる（批判をしない）。

・市販品のアイディアを知る。 ・消費者が求める歯ブラシはどのような
ものかを明確にし、本時の成果とする。

・既に市販されているアイディア歯ブラ
シを提示する。

(1)本時のまとめをする。 １０ ・創意工夫することの大切さを再確認さ
整 せる。

理 (2)次時の予告をする。 ・課題を与え、次時までに考えをまとめ
させる。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟＣ アの①② イの② ウの② エの②
評価方法(例) 自己評価、ワークシート、観察、出席状況、作品、態度

備 考 導入科目な科目
「工業技術基礎」、「実習」、「課題研究」、「機械設計」
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３．知的財産教育としてのポイント

自分で考えた発明のポイントを、簡潔に人に伝える必要があるが、これは、コミュニケー

ション力を育成する訓練にもなっている。

大勢の人のアイディアを集約することが、ものづくりに有効であることを実感させること

が大切である。

新商品や新技術を開発することの楽しさを学ばせることも大切なポイントである。

「ブレインストーミングやＫＪ法をどのように活用すれば更に有効であるか」というテーマ

で話し合わせてもよい。

市販品のすぐれた点（特許や実用新案）について考察させるとよい。

４．指導のポイント

アイディアを書き込むための付箋紙やペン（太いもの）を準備する。

付箋紙を貼り付けるための白紙（模造紙）を準備しておくとよい。

ＫＪ法で意見を集約するとき、生徒主導でするように心がけることが大切である。

既に市販されている様々なアイディア歯ブラシを提示しながら、振り返るとよい。

評価の観点として、意欲や態度を観察するとよい。

５．その他のポイント

手作りしたアイディア歯ブラシの実物を用意すると、授業のまとめで有効である。
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実証授業

創造（創意工夫演習）アイディア歯ブラシの開発

【導入】

本時の授業についての説明

ＫＪ法を復習させ、手順を確認する。

カード（付箋）を配布し、カードの記入

方法を黒板を利用して説明する。

黒板に模造紙を張り出し、分類作業につ

いて説明する。

【展開】

一人１つのアイディアの選択

前時にブレインストーミングにより発想

した数点のアイディア歯ブラシの中から自

分で一番良いと思われるものを１つだけ選

ぶ。

【展開】

カード（付箋）への記入

（タイトル、スケッチ図、説明）

選んだアイディア歯ブラシの特徴がよく

分かるタイトルを付け、それを記入する。

スケッチ図を描き、それに簡単な説明を

記入する。

遠くからも見えるように、太めのペンを

利用する。
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【展開】

カードの分類

一人ずつ自分のアイディアを発表する。

カードを分類しながら模造紙に貼り付け

ていく。（慣れるまでは教師がしてもよい）

※発明のポイントを簡潔に人に伝える必要

がある。これは、コミュニケーション力

を育成する訓練にもなる。

【展開】

グループ化の完成と新たな発想

どのようなアイディアが多かったかなど、

クラスから出たアイディアを分析する。

消費者が求める歯ブラシのアイディアを

整理する。

ＫＪの図から、新たな発想をさせる。

【まとめ】

本時のまとめ

市販されているアイディア歯ブラシを提

示するなどして、発明への意欲を高めさせ

る。

生徒に感想を述べさせる。（振り返り）
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■ その他の創造性学習の実践例

以上紹介した「高いタワーを創ろう」「アイディアはさみを創ろう」「アイディア

歯ブラシを創ろう」以外に、「紙でペンを垂直保持」、「アイディアゼムクリップを創

ろう」の２つのテーマの実践例を以下に提示する。

これらの事例も机上で実際にものづくりをさせながら、生徒の自発性と発想性を大

切にした授業である。指導者は暖かく見守るようにし、多くを語らず、生徒の可能性

を信じることが大切である。

創造性を高める訓練であるこれらの授業は、「高いタワーを創ろう」と同様、「創

意工夫演習」の一環である。

① 紙でペンを垂直保持

４センチ×14センチ（面積が小さいほど難しくなる）のケント紙とはさみだけで

ペンを垂直に保持するという課題に挑戦させた。この課題を解決するために、生徒

は知恵を絞る。考え、創り、試して失敗し、また考えるという「創造スパイラル」

を繰り返す。このスパイラルの回転がやがては素晴らしい解決策を生む。スパイラ

ルを体感させ、「良いアイディアが出たらまず試す」という積極的な行動力を身に

付けさせることが大きなねらいの一つである。つまり、頭の中だけで「きっと無理

だろう・・」と考え実行しない理屈人間から、「できるかどうか、まずは試してみ

よう！」とする実行力のある人間に意識を改革することが大切である。

また、日本が抱える「資源が少ない」というハンディも常に意識させ、「少ない

材料でも知恵（＝知的財産）で解決することができる」ということを教えることも、

極めて重要である。

アイディアを形にする生徒 シンプル・イズ・ベストな作品

標準的で単純な発想も大切である。 大人が思いつかない発想が生まれる。
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② アイディアゼムクリップを創ろう

まず、市販のゼムクリップを一つずつ全員に配付し、使用させ、製品のもつ機能

や特色を話し合わせ、まとめさせる。

次に、市販品よりも「便利である」、「かわいい」、「使いやすい」など売れそうな

新製品を考えさせ、できるだけ多くのアイディアスケッチを紙面に記入させる。

次に、スケッチの中から一番良さそうなものを選ばせ、それを針金とリードペン

チで製作させた後、試作→実験→改良を繰り返させ、完成度を高めさせる。

授業展開の中で大切なのは、評価の部分である。授業をはじめる前には、必ず評

価の規準を明確にしておくことが大切である。このことは、生徒のやる気を喚起す

ることにつながる。

創造性を測定することは難しいが、紙タワーのように高さの数値がそのまま評価

となるとなれば、明快である。もし、タワーの美しさを評価するのであれば、美術

作品や俳句の評価のように、それぞれの作品（作者名は伏せる）にクラスメートが

公平に投票すればよいであろう。

評価方法や教材開発など、この教育は、まさに教員の創造性が問われている。

以上紹介した３つのテーマの授業後に、生徒を対象にアンケートを実施した。そ

の結果を次頁に示す。

想像物を現実の物にする楽しさを体感 世界で一つのアイディアを形にする生徒

創作したクリップを試用してみる 生徒の豊かなアイディアによる作品例
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＜生徒＞
１．創意工夫演習の内容について

①演習のテーマで、創造力やものづくりのえを身に付ける

ために役立ったと思われるテーマはどれですか（複数可）

ア 紙でペンを垂直保持 13 名
イ 高いタワーを創ろう 23 名
ウ アイデアゼムクリップを創ろう 10 名

・ 紙で大きな球をつくる
・ デザイン重視のテーマ
・ ひもを使った演習
・
③創意工夫演習の授業の中で一番印象に残った点は

ア
新しいアイデアを一生懸命に自分自身
で考えたこと 24 名

イ
友達の考えを聞いたり、自分のアイデ
アを言ったりして議論したこと 10 名

ウ
自分のアイデアがほめられたり、認め
られたりしたこと 5 名

エ
自分のアイデア（思い）が、作品として
現実に目の前に現れた感動 8 名

オ その他 0 名

④それぞれ演習のテーマについて、授業を受けての感想を聞かせください。

（主要な感想を抜粋）

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

②他にしてみたいテーマがあれば提案してください。

なんですか。（複数可）

高さを出すことばかりを考えると失敗してしまうことがわかり欲はあまり出さないほうがいいと思った。

チームでやれるのは面白かったし自分と違うことを考えているところが新鮮だった。

【紙でペンを垂直保持】
一人一人考え方が違うので色々なアイデアがあった。

アイデアはたくさん浮かぶが（形にするのは）難しかった。
色々な形を作って楽しかった。
他の人とアイデアがかぶらないようにして考えた。

限られた材料で高いものを作るのは難しい。

競争しながら勉強できた。
土台、高さ、長さ、バランスが要求されたので苦労した。

創作方法はすぐ思いつくがそのものどおりに作るのは結構難しかった。

【アイデアゼムクリップを創ろう】
形を気にしていたら物が挟めなくなりそで難しかった。

時間が足りなかった。

色々な保持の方法があり人のを見ることで自分の作品をより良くできた。

【高いタワーを創ろう】
自分の考えだけでは大変だがクラスのみんなで作ると色々な意見が出てよかった。

結果はだめでしたが勉強になった。

難しかったが考えれば色々アイデアが浮かんできてよかった。
思っていたものを実際作ると意外と保持できなくて難しかった。

そんなことは出来ないと思っていたが工夫をしたらできることがわかった。

「創意工夫演習」授業アンケート結果
実施日：平成２０年４月～平成２１年３月
対象校：公立工業高校
対 象：電子機械科１年生３６名
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以上のアンケート結果からも、創造性学習の重要性と必要性が分かる。大人よりも生徒

のほうが、その必要性を本能的に認識しているようにも思える。それは、まるで喉の渇い

た人が水を欲しがるがごときである。

ア はい 7 名
イ いいえ 6 名
ウ 分からない 23 名
エ その他 0 名

（主要な意見を抜粋）

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ この体験を通して少しだけ特許に興味が持てた。

もう少し時間が欲しい。

２．将来、良いアイデアが浮かんだとき、特許出願などしてみたい気持ちになりましたか。

３．その他、感想（「授業はもっとこうすると良い」など学校や先生への要望）を聞かせください。

人を否定した時、否定したままならただの悪口。否定するだけではダメだと思う。

頭をやわらかくしていきたいと思った。

自分でアイデアを考えてそれを形にするという授業は初めてだったので、最初は戸惑う所もあっ
たけど、自分のアイデアを形にする喜びを知ることができました。

今までにあまり無かった活動なので新鮮味があってよかったと思う。

普通の授業では学べないことが学べてこの授業の方が将来役に立つと思った。

こんなに自分で工夫をする授業は初めてだったのでとても良い経験になった。
友達と意見を話合いたいと思った。
その年の流行などに合わせると生徒のやる気も高まり授業への関心も深まると思う。

色々なことを考える楽しさを学んだ。
頭を使って作業をするのはいいと思いました。
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＜商業高校での実施形態＞

商業高校学習指導案１

【商業科】創造性学習「学級マーケット」の学習指導案例
創造性学習 実施例イメージとの対応（２９頁 図４－１２）

実施例３ 学級マーケット 「学級マーケットに適した接客態度について考察する」
スキル２ 対面販売時のクレーム処理の方法について、お客様の立場に立った対応を

研究する

１．指導目標（創作学習の要素とねらい）

(1)接遇態度の基礎を活用する。

(2)お客様の立場を考慮した接遇態度を考察する。

(3)接遇に関するマニュアルブックを作成する。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 コミュニケーション能力

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 (1)前時までの復習 １０

入 (2)本時の学習について説明 「クレーム対応」

課題の意義について説明する。

(1)販売部の販売員によるﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞを実施 ８０ ・ポイントの説明

（課題） ①「クッション言葉」を使用する。

接遇態度ならびに「クッション言葉」を ・あいにくこの商品は・・・・・

活用したクレーム対応を実施する こと ・大変申し訳ございません・・・

・恐れ入りますが・・・・・・・

お客様係と販売員に分かれて

展 ロールプレイングを実施する。 ・販売員による反省点の発表

・お客様係から気づきを発表

開 以上について、生徒を中心に話し合

(2)生徒による反省および意見交換 いをさせる。

※教員は生徒同士の話し合いを聞きなが

ら生徒の考えを把握する。

(3)教員による講評 ・更なる発展のために次の事柄をアドバ

イスする。

・安心感をお客様に与えられていたか。

(4)各自、接遇についてのマニュアルブック ・相手の立場を考えたクレーム対応にな

を作成する。 っていたか。

・７大用語を活用できたか。

整 本時のまとめ １０

理 次回予告

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの① イの① ウの① エの①

評価方法(例) 自己評価、相互評価、観察、出席状況

備 考 「ビジネス基礎」、「マーケティング」、「課題研究」、「総合実践」
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３．知的財産教育としてのポイント
身近なビジネスマナーをテーマにして、知的好奇心を喚起させるなかで、知的財産教育に

生かせる創造力や企画立案能力を育成するとともに、ビジネス社会において必要な基礎力を

身につけることをねらいとしている。

本授業は、すでに体験的学習によって、ビジネスマナーの基礎を学習した上で、単にその

知識を活用するのではなく、その知識からオリジナルの知恵を導き出すことを期待している。

つまり「お客様の立場を考えた接客とは何か」という課題から、自ら考え、工夫し、主体

的に判断することにより、よりよく問題を解決するための能力を引き出し、伸長させること

に着目している。

毎年、接客の基本スキルと基本スキルの間を埋めるような、オリジナルのマニュアルを生

徒が作成し、それが後輩に引き継がれ、伝統ある授業が実践できている。

４．指導のポイント

（１）「お客様の立場を考えた接客とは何か」という課題を設定後、生徒たちは現実の問題点を

探り出し、そこから考えて、解決策を見つけだそうとする。それは、一つのやり方や

特定の知識でこうすればよいのだとすぐにわかる課題ではない。生徒たちはこれまで蓄

積してきたさまざまなことを動員する傾向にある。いわゆるこれまでの学習活動の成果

を駆使するのである。また、生徒によっては新たに情報を収集し、その情報を整理し、

新しいアイディアを練る生徒もでてくる。こんな苦労の積み重ねによる経験が生徒の自

信や誇りになっていることを強く感じている。

（２）高校卒業後、社会に巣立とうとしている生徒の行く手はそんなに生易しくないことが

予想される。しかし、知的財産教育で経験した「課題意識」をもった生き方は、人生を

積極的、前向きなものとし、ここで培った「アイディア創出能力」は必ず前に横たわる

ハードルを越えるバネとなるはずである。それがまさに一人一人の「たくましく生きる

力」であると考えている。生徒にはそんな学習をしたと胸を張ってほしいと願っている。

５．その他のポイント
答えが決まっていない問題に対してどのように対応すべきかということに取り組んでいく

のでスムーズに学習活動が進まない場合もある。そのため、生徒の活動状況の変化を敏感に

感じ、適切な時期に、きめ細かなアドバイスや指導ができる力を教師として身につける必要

がある。
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実証授業

【導入】

本時の学習について説明

（課題）

「クレーム対応」

（課題）

接遇態度ならびに「クッション言葉」を

活用したクレーム対応を実施すること

課題の意義について説明をする。

【展開】

お客様係と販売員に分かれてロールプ

レイングを実施する

「クッション言葉」を活用させること

・あいにくこの商品は・・・・・

・大変申し訳ございません・・・

・恐れ入りますが・・・・・・・

写真は販売員とお客様に別れて接客練習

をしている様子。

販売係は

①商品の説明を実施

②代金をいただく

③お買いあげ商品の袋詰め

④お買いあげ商品の引き渡し

以上の一連の作業のなかで、しっかりと

対応することが求められる。
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【展開】

生徒による反省および意見交換

・販売員による反省点の発表

・お客様係から気づきを発表

生徒を中心に話し合いをさせる。

生徒からの意見例

・お客様を待たせてしまったときの対応

ができなかった。

・カードが使えないのに、カードを使い

たいと強く要求してきた、お客様に対

して、クッション言葉をきちんと使え

なかった。

【展開】

生徒による反省および意見交換

意見交換ででてきた反省点をもとに接遇

についてのマニュアルブックを作成する。

【展開】

教員による講評

さらなる発展のために次の事柄をアドバ

イスする。

お客様に安心感を与える接客とは何か、

相手の立場を考えた対応とは何かなど。
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商業高校学習指導案２

【商業科】創造性学習「学級マーケット」の学習指導案例

創造性学習 実施例イメージとの対応（２９頁 図４－１２）

実施例４ 学級マーケット 「地域振興に貢献できる学級マーケットを企画する」
スキル１ コンセプトの決定

キャッチフレーズの決定
組織の編成

１．指導目標（創作学習の要素とねらい）

(1)地域振興に貢献できる学級マーケットを企画する。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 ビジネスの創造

創造学習への展開例 学級マーケットを企画する

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 (1)前時までの復習 １０

入 (2)本時の学習について説明 「 地域振興に貢献できる学級マーケット

を企画しよう」

(1)組織の編成と役割分担 ８０

(2)経営目的の確認

「地域貢献できる学級マーケット」

(3)キャッチフレーズの創作 ・目的を達成するため、消費者に対して

・４から５名のグループを作成 最も伝えたい（コンセプト）を考え、

それを印象的に伝えるためのキャッチ

展 ・各グループごとにアイディア創出 フレーズを考えることを目指す。

※KJ 法を利用 （例）

開 ・各グループにおいて１０個に絞り込み、 コンセプト

クラス全体にプレゼンテーション 産地直送の特産品販売

キャッチフレーズ

大地の恵みを届けます

・クラス全体で絞り込み

・キャッチフレーズの決定

(4)ふりかえりと分かち合い ・キャッチフレーズは店舗のイメージが

決まる一因として重要視されることを

指導する。

整 本時のまとめ １０ キャッチフレーズを活かしたオリジナル

理 次回予告 マークを企画する

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ C アの① イの① ウの① エの①

評価方法(例) ワークシート、相互評価、観察、出席状況

備 考 導入可能な科目： 「商品と流通」、「課題研究」、「総合実践」
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３．知的財産教育としてのポイント
ビジネス社会において知的財産は大切な経営資源である。近年、特に知的財産権を経営に直

接的または間接的に取り入れることで、競争力を高めていく傾向が強まっている。

本授業では、学級マーケットを企画し、模擬的な企業経営の実践から、マーケティング戦略

における具体的な商標や商号の活用について考察することをねらいとしている。

そして、その経験から得た知識を基に、新商品の開発や地域の観光開発などを地域企業やＮ

ＰＯ法人等と連携して取り組むことができるような、地域振興に貢献できる資質が身につくこ

とを期待している。

４．指導のポイント

（１）商品の仕入れから販売、経理、店内装飾、ＰＯＰ広告、ダイレクトメール、ちらし作成

接客接遇、のぼり作成、大看板作成など、すべて生徒の提案による活動がのぞましい。

（２）ＰＯＰ広告、ちらし作成、のぼり作成、大看板作成などの企画には、知的財産を考慮し

た作品づくりにつなげることが重要である。

（３）大人数による学級マーケットの場合は、各売場の部署を分けて実施することが望ましい。

その際、学級マーケット実施後、実践の成果を発表する機会を設けるとさらに良い効果

があらわれることがある。

なぜならば、生徒はお互いの実践成果を発表しあうことによって、他の部署の理解す

る機会を得ることができるだけではなく、プレゼンテーション能力や実践成果の成就感

を体得できるなどの効果が期待できるからである。

５．その他のポイント
・学級マーケットの指導助言者として、外部から地域の商工会や商店街の関係者をお願いし

実際の経営活動の視点からアドバイスをいただくと、より実践的な学習が可能となる。
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実証授業

【導入】

本時の学習について説明

（ 課 題 ）

「 地域振興に貢献できる学級マーケット

を企画しよう」

【展開】

・各グループごとにアイディア

創出

※ KJ 法を利用

目的を達成するため、消費者に対して

最も伝えたい（コンセプト）を考え、そ

れを印象的に伝えるためのキャッチフレ

ーズを考えることを目指す。

【展開】

・クラス全体で絞り込み

キャッチフレーズは店舗のイメージ

が決まる一因として重要視されること

を指導する。
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キャッチフレーズを活かした、生徒作品

第１６回販売実習会キャッチフレーズ

「ＷＥ ＬＯＶＥ 下川 ＷＥ ＬＯＶＥ 自然 下川発まごごろ急行あなた行き」

キャッチフレーズを含んだ大看板 キャッチフレーズをイメージしたステッカー

第１７回販売実習会キャッチフレーズ

「すきなんです 下川の自然 下川の大地 あなたの元へ届けます」」

キャッチフレーズを含んだ大看板 キャッチフレーズをイメージしたステッカー
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商業高校学習指導案３

【商業科】創造性学習「学級マーケット」の学習指導案例

創造性学習 実施例イメージとの対応（２９頁 図４－１２）

実施例６ 学級マーケットに適した販売促進用ＣＭを作成する
スキル１ 素材、資料の収集およびオリジナルＶＴＲの撮影等のコンテンツ収集

１．指導目標（体験学習の要素とねらい）

(1)ＣＭ作成の手順について学習する。

(2)素材の収集および情報の検索を通じて著作権を保護する重要性について実感する。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 学級マーケットに適した販売促進用ＣＭを作成する。

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 ・前時の復習 １０

入

(1)ストーリーの検討 ８０ ・完成作品の目的を明確に示すこと。

・絵コンテの作成 ・上映時間等の制約について確認する。

・台本の作成 ・ワークシートを活用し、アイディアを

・ロケ地の決定 まとめさせる。

・登場人物の役割分担 ・撮影するときのマナーについて指導を

徹底する。

(2)撮影 【指導例】

・映像素材を録画する 撮影・公表の承諾を得ること。

展 ・音や声を別途録音する 撮影場所でのマナーを守ること。

私有財産の撮影は承諾を得ること。

開 (3)素材のキャプチャー

・素材をコンピュータに取り込む

(4)編集 ・著作権の制限について、簡単にふれる

・ビデオ編集ソフトを使って、カット割り、 こと。

特殊効果、タイトルを挿入

・別途収録した、音を挿入

(5)メディアの書き出し

・ＤＶＤに書き出す

整 本時のまとめ １０

理 次回予告

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ C アの② イの② ウの② エの②

評価方法(例) ワークシート、観察、出席状況、作品

備 考 導入可能な科目 「文書デザイン」、「課題研究」
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３．知的財産教育としてポイント

・著作権は人間の創作活動の成果としての著作物を保護することによる文化の発展を目的とし

た制度であることを、作品制作を通じて理解させる。

・プライバシーの保護や著作権等について、作品制作を通じて必要性を実感させる。

４．指導上のポイント

（１）素材の収集を通じて撮影・公表についてのマナーを指導すると望ましい

指導例

・撮影・公表の承諾を得ること。

・撮影場所でのマナーを守ること。

・私有財産の撮影は承諾を得ること。

（２）健康や安全への配慮に注意すること

指導例

・長時間のコンピュータの利用は避けて、目や身体への疲労の影響に配慮すること。

・教室環境において、照明やイスの高さ等に配慮すること。

・校外におけるロケでの事故防止および万一の場合への対応について明確にしておく

こと。

（３）共同作業で一つの作品を制作するような参加型の学習は、誰もが創造的なアイディアを

考えたり、育てたりすることが可能である。このように、相互に学び合うことにより、

共働の関係の喜びを体験できる。

（４）上記のような体験から、自分は「必要とされている」「役に立っている」という感性が

芽生え、新しい価値を創造するステップへとつなげることに期待できる。

５．その他のポイント
・コンピュータを利用する時間を限定し、いかに効率よく素材集めをするか等の工夫もおもし

ろい。
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実証授業

【展開】

ストーリーの検討

写真はロケ地の下見の様子である。

登場人物の立ち位置を確認している。

【展開】

撮影

ＣＭのテーマは、地元の特産品である。

トマトジュースを販売促進するＣＭである。

地域振興につなげる目的のため、商品の

背景に町の風景を入れて撮影している様子

である。
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【展開】

撮影

撮影するときのマナーについて指導を

徹底する。

（指導例）

・撮影・公表の承諾を得ること。

・撮影場所でのマナーを守ること。

・私有財産の撮影は承諾を得ること。

【展開】

素材のキャプチャ

撮影した素材をコンピュータに取り込ん

でいる様子である。
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□ 体験的学習

＜農業高校での実施形態＞

農業高校学習指導案１

【農業科】体験的学習「農作業の基礎」の学習指導案例
体験的学習 実施例イメージとの対応（４２頁 図４－２１）

実施例２ 農作業の基礎 「農作業に必要な道具の使い方を身に付ける」

スキル２ 鍬の正しい使い方

１．指導目標（体験的学習の要素とねらい）
(1)鍬の正しい使い方及び、正しく使うために必要な身のこなし（重心・てこの原理など）を体

験させる。
(2)畝立て、マルチングを行うことで、畝立て及びマルチングが、土壌に及ぼす効果及び植物に

与える効果について体験的に学ばせる。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 ・畑の準備
創造学習への展開例 ・鍬を改良するアイディアを出してみよう

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)畑の準備の必要性 １０ ・作物を育てるための畑の準備には、ど
導 耕耘、施肥、マルチング等について んなことが必要か、作物が生育に求め

る環境から考えさせる。
入 ・畑の準備にはどんな道具が必要か考え

(2)必要な道具及び資材 させる。
鍬、フィルムマルチ

(1)鍬の構造 ８０ ・鍬が、鉄と木でできていること、また、
・鍬の構造 それらがどのように結合されているか
鍬の構成要素について 確認させる。

・取扱い上の注意 ・構成要素から、取扱いにおいて考えら
れる危険及びその防止法について考え
させる。（例：危険→鍬の鉄の部分が外
れてしまう。防止法→結合部位を水で
湿らせておき、木を膨張させることで

展 外れることを防ぐ。）
(2)鍬の種類とその使い方 ・数種類の鍬を、それぞれ使わせる。扱

・種類 いが上手な生徒を見いだし、見本とす
備中鍬、平鍬、半月鍬 る。どこが上手であるのか、生徒自身

開 ・使い方 に気づかせたい。
耕耘体験 ・鍬の形状によって、適する作業が異な
振り下ろし方 ることを気づかせる。
土の起こし方 ・作業時間を十分に確保し、繰り返し行
体重のかけ方 等 わせ、鍬の扱いについて習熟させる。

畝立て体験
マルチング体験 ・鍬のしまい方（接合部の確認等）を身

・しまい方 に付けさせる。
整 (1)振り返り １０ ・より深く耕すための鋤（すき）、さらに

(2)鍬の発展型について はそれを家畜に牽かせるよう発展した
理 鍬→鋤→犂→トラクタプラウ 牛耕用犂（すき）等、農具の発達につ

いて、先ほどの耕耘体験の振り返りと
合わせて行い知識と体験を結びつかせ
る。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの③、イの②、ウの②、エの①
蜂窩方法(例) 観察、レポート、感想文、出席状況
備 考 導入科目な科目

「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」
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３．知的財産教育としてのポイント
【体験的学習としてのポイント】

体験により効果的に道具の使い方を身に付けさせることを通して、その道具がなぜそのよ

うな形をしているのか、その道具を使うための重心等の身のこなしなど、現象の奥底にある

物理法則（てこの原理等）を体験的に理解させる糸口とすることを意識して指導を行う。

なお、繰り返し体験させることで、道具の扱いについて習熟させコツを掴ませ、「繰り返

し体験」→「コツを掴む」という学習体験をさせ、「できる喜び」に繋げ、今後の農業専門

学習の基本姿勢として意識させる。

４．指導のポイント

【繰り返し体験】

体験的学習において、繰り返し体験させることは様々な目的を持つ。大きく分けてスキル

を習熟させる目的と、スキルの裏付けとなる知恵を付けさせる目的である。習熟のために、

繰り返し体験させていくと、生徒は、次第に効率等を考え始め、工夫し、その実証を行い、

改善に繋げていく。但し、指導者が意図的に、このサイクルに導かなければ、単純作業にな

りがちなだけに、本来の狙いではない別の思索に陥ってしまいやすい。

そのため、授業展開の留意点としては、単なる繰り返し作業になってしまわないように、

生徒に考えを促すための指導者の関わりが重要になる。例えば、「今、どんな感じ？」「さっ

きと比べてどうだろうか？」とか「それはなぜだろう？」「違和感はない？」「無理な体勢を

とってない？」など、自分の今の状態を考えさせる「言葉がけ」により、「どうすれば、う

まくできるのだろうか」という思考の状態を引き出すなどである。

本指導案のように生徒の思索に任せた展開は、最初は仲間同士のアドバイスのつもりが、

いつの間にか私語になってしまうなど、集中できない環境にもなりやすい。そのため、実習

に入る前に、ルールを設定しておいたり、本時のねらいを明示するなど、学習集団で授業の

ポイントとなる部分を共有させることを心がける。そうしておくと、授業内で生徒の盛り上

がりが別方向に向いてしまいそうになっても、当初に提示したルールとねらいを確認させる

ことで、軌道修正が可能になる。

５．その他のポイント

事後にレポートを書かせ、体験の振り返りをさせると、生徒各自が本体験からどれだけ学

んだか評価の目安になる。
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実証授業

【導入】

(1) 畑の準備の必要性

耕耘、施肥、マルチング等について

作物が生育に求める環境から、畑の準備

には耕耘、施肥、畝立て、マルチング等が

必要であることを理解させる。

【導入】

(2) 必要な道具及び資材

鍬、フィルムマルチ

鍬で畝立てをした後、フィルムマルチ

で被覆することを説明する。

【展開】

(1) 鍬の構造

・鍬の構造

鍬の構成要素について

・取扱い上の注意

鍬が、鉄と木でできていること、また、

それらがどのように結合されているかを確

認させる。

構成要素から、取扱いにおいて考えら

れる危険及びその防止法について考えさ

せる。
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【展開】

(2) 鍬の種類とその使い方

・種類

備中鍬、平鍬、半月鍬

・しまい方

種類の異なる鍬を扱い、その形状によっ

て適する作業が異なることを理解させる。

特に、耕起、溝上げ、整地、中耕を実際

にしながら理解させる。

鍬のしまい方では、接合部の確認や合

理的な保管方法について考えさせる。

※ 授業後の生徒の感想

実際にいろいろな鍬を使うと、種類によって扱い方や力の入れ方が違っていた。

鍬の接合部は、鍬を使用する時も、保管する時もよく確認していなかったが、安全

上も作業上も大切であるとわかった。

鍬の保管は、狭い場所でも工夫次第でたくさん入ることがわかった。自分でも作

ってみたくなった。
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農業高校学習指導案２

【農業科】体験的学習「農作業の基礎」の学習指導案例
体験的学習 実施例イメージとの対応（４２頁 図４－２１）

実施例２ 農作業の基礎 「農作業に必要な道具の使い方を身に付ける」

スキル２ 鎌の正しい使い方

１．指導目標（体験的学習の要素とねらい）

(1)鎌の正しい使い方及び、正しく使うために必要な身のこなし（重心・てこの原理など）を体

験させる。

(2)鎌を用いて除草を行うことで、効果的・合理的な除草方法の仮説・検証を通して、植物の構

造や性質について体験的に学ばせる。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 ・雑草の防除（除草）
創造学習への展開例 ・鎌を改良するアイディアや効果的な除草のアイディアを出してみよう

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)除草について １０ ・作物が生育に求める環境から、除草の
・除草の必要性 必要性を考えさせる。

導 ・雑草の種類 ・雑草の生えた畑において、どんな種類
の草が生えているか（双子葉、単子葉

入 等）確認させ、植物のどこを切断すれ
ば、効果的かを考えさせる。

(1)鎌の構造 ８０ ・物にどのように鎌を当てれば、切断し
・鎌の構造 やすいか、どこを持って、扱えば合理
鎌の構成要素について 的か、どのような扱いが危険か等、鎌

・取扱い上の注意 に触れさせずに考えさせる（仮説）。そ
の際、マインドマッピングを用い各々
の発想を整理しながら全員で共有化す
る。

(2)鎌の種類とその使い方 ・鎌を使って除草させ、仮説検証を通し
展 ・鎌の種類 て、扱い方を体験的に身に付けさせる

鎌・鋸鎌 （検証）。
・使い方 ・鋸鎌を使わせ、鎌と扱い方が異なるこ

開 除草体験 とに気づかせ、鋸鎌が適するのはどん
な場合か考えさせる。

※扱いが上手な生徒を見いだし、見本と
する。どこが上手であるのか、生徒自
身に気づかせたい。

※作業時間を十分に確保し、繰り返し行
わせ、鎌の扱いについて習熟させる。

・鎌の刃の構造を観察させ、どこの部分
(3)鎌の刃の構造とその研ぎ方 で、どのように切断しているのか理解

・鎌の刃の構造 させ、理想的な刃の形を考えさせる（鎌
・鎌の研ぎ方 の刃が弧になっていること等に気づか
・しまい方 せる）

・砥石で鎌を研がせ、終わせる。
整 (1)振り返り １０ ・切断する鎌や鋸鎌から刈払機への発展、

(2)除草器具の発展について 削りとる除草鎌から中耕除草器への発
理 鎌、鋸鎌、半月鍬、除草鎌 展について、先ほどの除草体験の振り

中耕除草器、刈払機、芝刈機 返りと合わせて行い知識と体験を結び
つかせる。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの③、イの②、ウの②、エの①
蜂窩方法(例) 観察、レポート、感想文、出席状況
備 考 導入科目な科目

「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」
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３．知的財産教育としてのポイント
【体験的学習としてのポイント】

体験により効果的に道具の使い方を身に付けさせることを通して、その道具がなぜそのよ

うな形をしているのか、雑草がどのように根を張っていて、またそれはその雑草のどのよう

な生態的戦略に基づいているのかなど、現象の奥底にある物理法則や生物学的法則を体験的

に理解させる糸口とすることを意識して指導を行う。

また、本指導案のような展開の体験的学習において、指導者が最初から、道具の特徴を教

えるのは好ましくない。それは、「答えは指導者が教えてくれるもの」という考え方が生徒

の中に習慣化すると、自ら考えず、答えを待つ（マニュアルを待つ）ような姿勢が身に付い

てしまう。ここで身に付けさせたい能力は、道具の特徴に関する正しい「知識」ではなく、

生徒のこれからに繋がる「気づく力（観察力、洞察力等）」である。そこで、答えは生徒の

体験から引き出すことを留意して授業展開する。

４．指導のポイント
(1) マインドマッピング法

授業展開において、生徒各自の気づき・発見にのみ、任せてしまうと、生徒によって見方

の偏りが生じてしまい、かつ指導者がそれを修正することが難しい。その理由は、指導者に

よる間違いの指摘は、答えを指導者が教えていることに他ならないからである。そこで、マ

インドマッピング法を集団で用い、生徒各自の気づき・発見を連鎖的に促しながら、併せて

全員で共有化を進め、生徒達自身の力で、答えに近づけさせ、多角的で理論的な認識の習慣

付けに繋げたい。

(2) 帰納的学習法

数種類の雑草を観察させ、似ているもの同士に分類させる展開は、帰納的学習法の導入部

分である。共通項を見いださせ分類させる（類推：アナロジー）。単子葉か双子葉か、多肉

かそうでないか、地下茎かそうでないか、等の様々な分け方が考えられるが、分け方そのも

のも生徒に任せたい。分け方は、そのまま除草のポイントになる。例えば、分類後、「ギシ

ギシ（双子葉）は抜きやすいが、メヒシバ（単子葉）は抜きにくい」ことを体験すると、「双

子葉植物は抜きやすいが単子葉植物は抜くと土を多く根に抱き込んでしまうので、地際部で

切断する方がよい」というように、スムーズに一般化されやすい。一般化できれば応用が利

くスキルになる。言い換えれば、この体験をした生徒は、ギシギシとメヒシバだけでなく、

双子葉か単子葉かを見分けて、最適な除草法が選べる知恵を付けたということである。

その他の分類としては、「地下茎を持つ植物は、地際部で切断しても、地下茎から再生し

てしまうため、掘り返して抜くことが必要」などである。

(3) アブダクション的学習法

広義には、帰納的学習法の一部とも言えるが、仮定（仮説）することに特徴がある。本指

導案での鎌の形態観察の場合、他に比較対象がないことから、類推することはできず、仮定

した後、実際の作業を通して実証することになる。その場合、体験しながらも、自分の仮定

があっているかどうかという検証に意識が向くので、単なる作業労働に終わらず深い思索を

伴う作業になる。仮定が実証で否定された場合は、何が間違っていたのかと、フィードバッ

クされ思考が継続し深まっていくし、仮定が合っていれば、「今度は、同様の作業でも応用

できるのではないか」と帰納し、一般化に向かいスキルとなる。

５．その他のポイント
事後にレポートを書かせ、体験の振り返りをさせると、生徒各自が本体験からどれだけ学

んだかの評価の目安になる。
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実証授業

【展開】

(1) 鎌の構造

・鎌の構造

鎌の構成要素について

・取扱い上の注意

物にどのように鎌を当てれば、切断しや

すいか、どこを持って扱えば合理的か、ど

のような扱いが危険か等、鎌に触れさせず

に仮説を立てさせる。

鎌の構造や構成要素について考えている。

各々の発想を整理しながら共有化している。

【展開】

(2) 鎌の種類とその使い方

・鎌の種類

鎌・鋸鎌

・使い方

除草体験

鋸鎌を使い、鎌と扱い方が異なることに

気づかせ、理解させる。
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鎌を使って除草させ、仮説検証を通して、

扱い方を体験的に学んでいる。

実習時間を十分に確保し、除草を繰り返

し行わせ、鎌の扱いについて習熟させる。

【整理】

(2) 除草器具の発展について

鎌、鋸鎌、半月鍬、除草鎌

中耕除草器、刈払機、芝刈機

鎌や鋸鎌から刈払機への発展などについ

て、除草体験の振り返りと合わせて行い知

識と体験を結びつけている。

※ 授業後の生徒の主な感想

・刃の構造や角度、鎌の持ち方を注意深く考えるとおもしろかった。

・実際に鎌を使ってみると、刃の角度や曲がり具合で草がよく切れた。

・調べた鎌は全て右手用であった。

・雑草がなかなか生えないように、切断位置に気をつけて実習をした。

・鎌は手首の往復運動、刈払い機は刃の回転運動だなと思った。
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農業高校学習指導案３

【農業科】体験的学習「栽培」の学習指導案例
体験的学習 実施例イメージとの対応（４２頁 図４－２１）

実施例４ 栽培の応用 「施設栽培」

スキル２ 発芽、育苗管理の仕方（発芽環境、育苗環境を整える）

１．指導目標（体験的学習の要素とねらい）

(1)種子の構造や性質、発芽の条件の学習を通して生命の不思議を感じさせ、育苗の仕方を体験

的に理解させ知識として定着させる。

(2)土耕栽培、水耕栽培の資材を活用して、植物に適する環境をつくることができる実践力を付

けさせる。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 ・種まきと育苗管理
創造学習への展開例 ・集約化・省力化の方法や器具について発想しよう。

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

導 (1)前時の復習 １０ ・栽培環境には何が必要だったか振り返
・生育に必要な環境とは らせ、その栽培環境を作り出す土耕と

入 ・土耕と水耕 水耕の方式について、整理させる。
(2)ねらいの確認
(1)種子（単子葉と双子葉）の構造 ８０ ・インゲンとトウモロコシ等の種子を、
・種子の観察 各自でカッター等で分解させ、その構
表面、断面、種皮を剥いでみて、吸水 造を観察・スケッチさせる。その過程
させた種子と未処理の比較する。 で、適宜発問（「切っている感じに違い

はない？」）を行い、気づきを誘導する。
(2)種子が成長を始めるとき ・「種子が成長を始めるのは、どんな条件
・発芽の条件（温度、酸素、水＋光） の時だろうか？」と問い、観察を基に
・吸水した種子の観察 考えさせる。発芽条件の内、種子の吸

展 水により成長が始まることに気づかせ
る。

(3)土耕と水耕の種まき用資材比較 ・土耕栽培に使う資材と、水耕栽培に使
開 ・土耕：床土、播種箱（移植栽培） う資材を紹介する。

畑（直まき栽培） ・発芽条件を満たす種のまき方について、
・水耕：ウレタンマット 土耕、水耕共に考えさせ、図や箇条書

きで整理させる。
(4)種のまき方 ・５～６人のグループを作らせ、相互に、
・発芽条件を満たすまき方とは？ 種播きのポイントについて発表し合う。
＜発問例＞ その後、グループ内で、相互の意見を
・深くまく → 酸素が十分でない 取り入れた最適なまき方をまとめる。
・浅くまく → 光がある、乾燥する
・季節は？ → 発芽には温度が必要
以上のことから、どうしたら発芽しや
すいか考えてみよう。

(5)種まきを体験する ・各グループ毎に、それぞれのまき方で
・土耕・水耕共に、種をまく まかせる。

(6)整理・片付け ・使った資材・器具をもとに戻す。
整 (1)今後の観察の仕方 １０ ・１週間観察を継続する。その際、発芽

発芽率と発芽勢 率を記録し発芽勢を求める。
理 (2)振り返り ・発芽条件、ポイントを振り返る。
評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ C アの①、イの①、ウの①、エの①
蜂窩方法(例) 観察、レポート、感想文、出席状況
備 考 導入科目な科目

「総合実習」、「農業科学基礎」、「野菜」、「作物」
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３．知的財産教育としてのポイント
【体験的学習としてのポイント】

中学校までの理科及び生活科の内容と、専門科目農業の学習つなぐ内容として、設定してい

る。

種のまき方を指導者が直接、教えるのではなく、生徒各自で、まき方を考え実行し検証する

過程を通して、発芽条件と農業資材が持つ特性を深く理解させたい。体験的学習を通じて、別

の場面で活用できる生きた知識に繋がるような、学習内容の定着を目指す。

４．指導のポイント
(1)種子の成長速度が見える

インゲンやダイズ等の大型の双子葉の種は、給水後、数時間で幼根・幼芽が目に見えて成

長する。そこで、授業の数時間前（４～５時間程度が望ましい）に、子ども達自身の手で種

子を発芽適温を維持した水に浸漬させておく。その上で種子を分解させると、わずかの間に

種子が成長していることに、子ども達は驚く。このように、ちょっとした心を揺らす体験を

授業の中に、仕込んでおきたい。

加えて種子自体の大きさも吸水前後では、１．２倍程度に肥大する。「種子が吸水する」

という、言葉では実感がつかみにくいことを、種子の吸水による肥大を、実際に体験させる

ことで、深く理解させる。

(2)体験を通じて理解させることで、知識を現場で応用できる実践力にする

本時の学習内容は、種まきという農業においては、簡単な内容と作業である。発芽の条件

も、酸素、温度、水と３つであり覚えることもたやすい。しかし、発芽条件を答えられても、

「なぜ、種子は深く埋めてしまっては発芽しないのか？ 」「冷蔵庫に入れておくのと常温に

置いておくのではどちらが種子の寿命（発芽年限）は伸びるのか？」「宇宙空間で植物栽培

は可能か？」などの問いに対し、発芽条件に照らして考え自分なりの説得力を持った答えを

述べることができるだろうか。実際には、発芽条件を応用的に考えるどころか、学んだ直後

に、考えなしに発芽条件に反した管理をしてしまいがちである（種まき後、水やりをしない。

深くまきすぎる。冬季の種まきであっても加温しない等）。

(3)体験を通して疑問や興味を持たせ（好奇心を刺激し）、知りたいという欲求を生み出す

種子の成長に触れるという体験を通じて、「なぜ、あっという間に育ったんだろう？」「

なぜ今まで育たなかったのか？」という疑問を、子ども達の心の中に湧き起こさせたい。そ

のような疑問が、知識を学び取ろうとする強いモチベーションに繋がるだろう。疑問に思い、

自ら考えるという、その方向の先には、創造性の発露があるはずである。

(4)吸水を始めた種子に命を感じる。

乾燥した種子を分解するのは、スナック菓子に入っている煎ってパリパリになったピーナ

ッツや豆まきの大豆の皮をはぎ取るようなもので、特に何の感慨も湧き起こらない。しかし、

吸水して、成長を始めた小さな本葉（幼芽）と幼根には、水を吸って生命力にあふれたつや

やかな質感があり、そこには心を揺さぶる生命のきらめきがある。その命を感じるものに、

直接触れる体験は、貴重である。

５．その他のポイント
種のまき方によって、発芽にどんな違いがでるかは、種まき後の観察と、発芽率の調査に

よってあきらかになる。発芽後の観察・調査を確実に行わせることが重要である。
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実証授業

【導入】

(1)前時の復習

・生育に必要な環境とは

・土耕と水耕

栽培環境には何が必要だったか振り返らせ、そ

の栽培環境を作り出す土耕と水耕の方式について、

整理させる。事前に右写真のように、種子を水に

漬け吸水させておく。

【展開】

(1)種子（単子葉と双子葉）の構造

・種子の観察

表面、断面、種皮を剥いでみて、吸水させた種

子と未処理の比較する。

(2)種子が成長を始めるとき

・発芽の条件（温度、酸素、水＋光）

・吸水した種子の観察

インゲンとトウモロコシの種子を、各自でカッター等で分解させ、その構造を観察・

スケッチさせる。その過程で、適宜発問（「切っている感じに違いはない？」）を行い、

気づきを誘導する。

「種子が成長を始めるのは、どんな条件の時だろうか？」と問い、観察を基に考え

させる。発芽条件の内、種子の吸水により成長が始まることに気づかせる。

写真上：未処理、写真下：発芽適温の水に４時間浸漬（左：内部、右：外観）

※左写真、吸水して肥大している。 右写真、成長した幼芽と幼根に注目。
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【展開】

(3)土耕と水耕の種まき用資材比較

・土耕：床土、播種箱（移植栽培）

畑（直まき栽培）

・水耕：ウレタンマット

(4)種のまき方

・発芽条件を満たすまき方とは？ 水耕栽培ウレタンマットの種まき

＜発問例＞

・深くまく → 酸素が十分でない

・浅くまく → 光がある、乾燥する

・季節は？ → 発芽には温度が必要

どうしたら発芽しやすいか考えてみよう。

(5)種まきを体験する

・土耕・水耕共に、種をまく

(6)整理・片付け

各グループ毎に、それぞれのまき方でまかせる。

写真の実践では、まきおわった後、「これで発芽す

るかな」と発問し、温度が足りないことに気づかせ、

トンネル栽培への工夫へと誘導した。 土耕栽培ｼｰﾀﾞｰﾃｰﾌﾟでの種まき

【整理】

(1)今後の観察の仕方

発芽率と発芽勢

(2)振り返り

１週間観察を継続する。その際、発芽率を記録し発

芽勢を求める。

発芽条件、ポイントを振り返る。

「温度」を確保するためにビニ

ルをかけ、トンネル栽培に･･

※ 授業後の生徒の感想

・水につけていた種が、数時間で育っていたのでびっくりした。

・発芽の条件“温度・酸素・水”のどれが欠けても発芽しないことがわかった。

・水耕栽培での種播きは、種が小さくて大変だった。

・種子の表面は、農薬がついていることがわかった。

・水耕と土耕の両方が体験できて良かった。特に土耕の種まきは早くできるように

なってよかった。
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＜工業高校での実施形態＞

工業高校学習指導案１

【工業科】体験的学習「測定」の学習指導案例
体験学習 実施例イメージとの対応（４３頁 図４－２２）

実施例２ ・ノギスによる測定方法の習得

・マイクロメータによる測定方法の習得

スキル１ ・ノギスによる正しい測定方法

・マイクロメータによる正しい測定方法
１．指導目標（体験学習の要素とねらい）
(1)ノギスの正しい使い方及び、目盛りの読み方を理解させ、測定方法を体得させる。
(2)マイクロメータの正しい使い方及び、目盛りの読み方を理解させ、測定方法を体得させる。
２．指導項目・内容
科目としての学習内容 ・ノギス、マイクロメータを使用した測定方法の理解
創造学習への展開例 ・測定するアイディアを出してみよう

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)測定の必要性 １０ ・ものを作るには、なぜ測定が必要なの
導 かを考えさせる。

(2)測定器の種類(長さ) ・すきまゲージで 0.05mm、0.1mm 等の
入 スケール、ノギス、マイクロメータ、 厚さを体感させる。

ダイヤルゲージ、ハイトゲージ ・測定器を示して、使用方法を簡単に説
明する。

(1)ノギス ８０ ・これから、技術者になるために、正確
・ノギスの各部の名称と構造 に測定をできなければならないことを
・目盛りの読み方 理解させる。
・ノギスの種類 ・一人一人がノギスの目盛りを、読める
・ノギスの使い方 ようになっているか理解度を確認して

検査 進める。
測定上の注意 ・ノギスを測定物に正しく当てないと、

・測定 どの程度の誤差が生じるかを確認させ
展 外径、内径、深さ、段差 る。

・測定対象物を班ごとに渡し、各班で個
人ごとの測定値を比較させる。誤差が

開 生じた場合、原因を確認させる。
(2)マイクロメータ ・ノギスとマイクロメータの最小読み取

・各部の名称と構造 り値を確認する。
・目盛りの読み方 ・一人一人が読めるようになっているか
・マイクロメータの種類 理解度を確認して進める。
・マイクロメータの使い方 ・ラチェットストップがなぜ着いている

測定上の注意 か理解させて使用させる。
取扱上の注意 ・０点調整については、説明のみとする。
０点の調整法 ・測定対象物を班ごとに渡し、各班で個

・測定 人ごとの測定値を比較させる。
外側測定

整 (1)振り返り １０ ・測定が出来るようになったか各自で振
り返る。

理 (2)正しい測定方法について ・正確に測定することの必要性を再度確
認し、目盛りの読み方、最小読み取り
値、測定法を確認する。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの③、イの②、ウの②、エの②
蜂窩方法(例) 自己評価、観察、メモ、ワークシート、レポート
備 考 導入科目な科目 「実習」、「工業技術基礎」、「工作」、「生産システム技術」
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３．知的財産教育としてのポイント
工業社会において、よい製品をつくるためには、精度の良い部品をつくることが不可欠にな

る。精度のよい部品をつくるためには、正確に測定することが必要になる。つくる部品に応じ

て、求められる精度が違うが、その精度により、適切な測定器を選定し、その測定器を正しく

使用し、正確に測定する能力が求められる。

本授業は、作業現場において、よく使用されるノギスとマイクロメータについて、正しい使

い方及び、目盛りの読み方、測定方法を体得させることをねらいとしている。正確に精密測定

ができるスキルを身につけさせ、エンジニアとして、製品を創造していくための基礎とする。

４．指導のポイント

(1) ノギスの測定上の注意を説明せずに、班ごとに測定対象物を渡し、同一のものを測定させ、

測定値を比較させ誤差を把握する。その後、測定上の注意について説明を行い、再度測定さ

せ、測定値を比較させ誤差をみる。誤差がなくなることが望ましいが、誤差が生じた場合、

正しい値を示し、大きく誤差の生じた生徒については、再度測定させて問題点を指摘する。

(2) ノギスの外径測定以外の内径測定、深さ測定、段差測定は、どの部分をどのように使い測

定するのか、形状から考えさせ、発表させる。正しい答えが出たところで、(1)と同じよう

に、測定対象物を渡し測定させ、測定値を比較する。

(3) マイクロメータにおいても(1)と同様に測定を行い、比較させ、指導を行う。

(4) 生徒自身が自ら進んで身の回りにあるもの、紙の厚さや髪の毛、シャープペンシルの芯等

の測定をする時間をつくり、興味を持って取り組むように指導する。

５．その他のポイント
測定するスキルは、エンジニアとしてのスキルとして、必ず身につけなければならないとい

うことを理解させて授業にはいる。

同じ寸法の穴と軸と 0.02mm 小さく加工した軸を準備する。同じ寸法の穴と軸では、中には

入らない。軸の直径を 0.02mm 小さくつくったものを入れたときの感覚を体感させる。このこ

とにより、精密測定の必要性を理解させる。
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実証授業

【導入】

(1)測定の必要性

(2)測定器の種類(長さ)

スケール、ノギス、マイクロメータ、

ダイヤルゲージ、ハイトゲージ

ものをつくるときに、正確な測定の必

要性を話して、進めていく。

代表的な、ノギスとマイクロメータに

ついて、学習していくことを示す。

【展開】

(1)ノギス

・ノギスの各部の名称と構造

・目盛りの読み方

・ノギスの種類

・ノギスの使い方

検査

測定上の注意

・測定

外径、内径、深さ、段差

工作物の測定は、測定する箇所に

よって、適切な箇所を選び、正しく

測定物に当て、目盛面に対して垂直

な方向から正しく読み取る。
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【展開】

(2)マイクロメータ

・各部の名称と構造

・目盛りの読み方

・マイクロメータの種類

・マイクロメータの使い方

測定上の注意

取扱上の注意

０点の調整法

・測定

外側測定

基準面とスピンドルを密着させたとき、

スリーブの基線とシンブルの０目盛が一致

していることを確認して測定する。

測定物に正しく当て、ラチェットストッ

プを回して測定する。

【整理】

(1)振り返り

(2)正しい測定方法について

※授業後の生徒の感想

・ノギスは、1/20 まで測れて、４カ所で測れてとても便利だと思いました。

・マイクロメータは、0.001mm の精度で測定できて、すごいと思いました。ラチェッ

トが空転して、一定以上の力がスピンドルにかからない工夫もすごいと思いました。

・ノギスやマイクロメータの精度や工夫について学ぶにつれて寸法の大切さがわかって

きました。

・測定は細かく読むことが大切なことだと思いました。

・測定用具が精密なものであっても、使い方がよくなければ、正確に測定できないので、

体得していきたいです。
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工業高校学習指導案２

【工業科】体験的学習「手仕上げ」の学習指導案例
体験学習 実施例イメージとの対応（４３頁 図４－２２）

実施例３ ・直角定規の製作

たがねによる切断､けがき作業､やすり仕上げ､穴あけ､弓のこによる切断

スキル１ ・正確なけがき作業 ・たがねによる切断作業 ・平ヤスリによる平面仕上げ

・ボール盤による穴あけ作業 ・弓のこによる切断作業
１．指導目標（体験学習の要素とねらい）
(1)手仕上げの安全作業を理解させる。
(2)直角定規の製作において、手工具による金属加工の基本作業を習得する。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 ・手工具による金属の加工方法の習得
創造学習への展開例 ・金属を加工するアイディアを出してみよう

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)手仕上げのあらまし ２０ ・工作機械が発達する中で、機械部品の
導 手仕上げ作業の種類 組立の中では手仕上げによる仕上げが

行われたり、部品の精密仕上げには、
入 手仕上げが大切な作業とされているこ

とを説明する。
(2)作業の安全 ・工具の点検・手入れの必要性を理解さ

せる。
(1)直角定規の製作工程について 120 ・直角定規の製作において、重要なポイ

ントを理解させる。
(2)材料取り ・鉄板をシャーを使って切断し、機械の

能力を示す。
(3)直定規、直角定規、けがき針を使用して ・正確にけがく事の大切さを理解させ、

けがき作業 作業に入る。
(4)たがねを使用しての切断 ・ハンマーのぐらつきがないことを確認

させて作業に入る。
展 (5)やすりの基本作業とやすり仕上げ ・やすり仕上げは単調な作業であるが、

手仕上げでは大切な作業である。正確
に仕上げるように指示し、各作品の仕

開 上げ面を確認する。
(6)ハイトゲージを使用してのけがき作業 ・目盛りは、ノギスと同じため、ノギス
(7)ボール盤による穴あけ を思い出させる。

・穴の直径が大きくなると、工作物の確
実な固定が必要なことを説明して、作

(8)弓のこによる切断 業に入る。
・シャー、タガネ、弓のこによる切断を

(9)清掃と片付け 体験し、技術の進歩を体感させる。
整 (1)振り返り １０ ・それぞれの基本作業が出来るようにな

ったか各自で振り返る。
理 (2)直角の検査とやすり仕上げについて ・今回は、いろいろな基本作業を行った

が、次は、精度の高いやすり仕上げへ
の発展を予告する。

評価規準(例) ｽﾃｯﾌﾟ B アの③、イの②、ウの④、エの②
蜂窩方法(例) 自己評価、観察、メモ、作品、レポート
備 考 導入科目な科目 「実習」、「工業技術基礎」
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３．知的財産教育としてのポイント
大量生産や工作機械、刃物の技術の発達によって、手仕上げの分野は非常にせばめられてい

る。しかし、機械部品の組立においての精密な仕上げ、機械の試作や修理においても手仕上げ

の技術を必要とする。今日のマシニングセンターやＣＮＣ旋盤などを使用し、次々に金属を精

度良く切削加工が行われている中においても、やすり仕上げ、きさげ仕上げ等の高度な技術を

持つ技術者が求められている。工業高校での作品製作においても、最後に手仕上げを行うこと

が多い。

本授業では、手仕上げの必要性を理解させて実習にはいる。工作機械を使用しないため、切

削加工を行うことは、非常に単調な、体力、根気の必要な作業となる。技術者としてのこだわ

りを持って、精度良く精密に仕上げる精神と、手仕上げのスキルを身に付け、これにより、エ

ンジニアとして、製品を創造していくための基礎とする。

４．指導のポイント

(1) 実習工場での危険を考え、行動について十分指導を行い実習に入る。

(2) 工具は使用する前に必ず点検させ、正しく取り扱うように指導する。

(3) 工作物を万力でつかむ際は、確実に固定させる。

(4) 各作業に入る前は、必ず、見本の作業を示し、生徒が理解した上で作業を行わせる。

(5) やすり仕上げにおいては、正確に仕上げていくように、ケージを何度も当てながら仕上げ

ていくことを指導する。

５．その他のポイント
部品を組み合わせて、製品を作っていく上で、手仕上げが必要になることが考えられる。や

すりによる仕上げのスキルは、ものづくりではとても大切なものである。必ず身につけなけれ

ばならないということを理解させて授業に入る。

ヤスリで仕上げた面がきちんと平面ができていると、幅の狭い横の面で置いても、立つこと

を示し、作業に入らせる。
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実証授業

【導入】

(1)手仕上げのあらまし

手仕上げ作業の種類

(2)作業の安全

万力での工作物の取付について

固定を確実に行う。

中央部ではさみ、必要以上に出さない。

【展開】

(1)直角定規の製作工程について

(2)材料取り

(3)直定規、直角定規、けがき針を使用

してけがき作業

正確に作品を完成させるために、丁寧に

正確にけがく。

【展開】

(4)たがねを使用しての切断

(5)やすりの基本作業とやすり仕上げ

それぞれの基本作業を身に付けるために、

根気よく行う。 たがねによる切断

やすり仕上げ 仕上げ面の検査

仕上げた断面 立つように、平面を正確に仕上げる
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【展開】

(6)ハイトゲージを使用してのけがき作業

(7)ボール盤による穴あけ

(8)弓のこによる切断

(9)清掃と片付け

ハイトゲージを使用してのけがき

卓上ボール盤による穴かけ 弓のこによる切断

【整理】

(1)振り返り

(2)直角の検査とやすり仕上げについて

直角と平面の検査

直角定規を当てて、すきま(光)が均等に

なっているかをみて、仕上げていく。

※授業後の生徒の感想

・金属を削るのはとても時間がかかるけれど、時間をかければかけるほど表面が整って

きて、よかった。

・自分で今まで何も感じずに使っていたものが、つくるのがとても難しかったので、も

っと丁寧に扱うように思いました。

・金属を切るにはさまざまの方法がありました。中でも、たがねは大変でした。日頃、

私たちが、いかに機械によって便利な生活を送れているのかが、わかりました。

・やすり仕上げは、高さを合わせたりするのがとても難しかった。でも、高さがそろっ

たときはとても達成感があり、やりがいがあると思った。

・人の手でも、金属を切ったり、形を整えたりすることができることに驚きました。
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工業高校学習指導案３

【工業科】体験的学習「機械加工」の学習指導案例
体験学習 実施例イメージとの対応（４３頁 図４－２２）

実施例４ ・文鎮の製作

旋盤作業 フライス盤作業

スキル１ ・旋盤による各切削技術

・フライス盤作業による平面切削技術
１．指導目標（体験学習の要素とねらい）
(1)工作機械の安全作業を理解させる。
(2)外丸削りを通して、旋盤の基本的取扱いや操作方法を習得する。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 ・旋盤による金属の切削方法の習得
創造学習への展開例 ・金属を切削するアイディアを出してみよう

指導項目・内容 時間 指導上の留意点
（分）

(1)金属の切削方法 ２０ ・身の回りにある、機械の金属部品は、
導 どのようにして、精度よくつくられて

いるかを説明する。
入 ・ものづくりコンテスト旋盤作業部門で

作られた作品を見せる。
(2)工作機械作業の一般注意事項 ・工作機械作業を安全に進めるための必

要性を理解させる。
(1)旋盤作業のあらまし 120 ・旋盤の切削原理を理解させる。
・旋盤主要部の構造・機能 ・旋盤本体の各部分を示し、動作すると
・旋盤用バイト ころは動作させ、説明する。
・切削速度と回転速度 ・ここでは、切削速度等については、簡

単に説明する。
・安全作業について ・自分の体を守るための安全作業を理解

させる。
(2)基本操作 ・基本操作の見本を示し、理解した上で

展 ・操作練習 練習を行う。
各ハンドルの操作 ・電源スイッチが切れていることを確認

開 し、ハンドル操作に入る。
・作業前の点検・注油 ・注油箇所を示して作業に入る。
・回転速度の変換と始動・停止 ・回転速度変換が正しくできてないとき

の対応、ブレーキの使用も練習する。
(3)旋盤作業 ・センタとバイトが接したまま締め付け
・バイトの取付け ない。
・工作物の取付け ・使用後、チャックハンドルは、必ず抜
・心立て き取っておく。
・外丸削り ・切り込み寸法を示し、手送りで切削さ

せる。
(4)清掃と手入れ ・切りくずの取扱いを説明した後、作業
・掃除、注油、点検 を行わせる。

整 (1)振り返り １０ ・基本操作が出来るようになったか各自
で振り返る。

理 (2)旋盤基本操作と外丸削りについて ・今回は、基本操作と外丸削りを行った
が、次は、精度、仕上面、その他の加
工への発展を予告する。

評価規準（例） ｽﾃｯﾌﾟ B アの③、イの②、ウの④、エの②
評価方法（例） 自己評価、観察、メモ、作品、レポート
備 考 導入科目な科目 「実習」、「工業技術基礎」
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３．知的財産教育としてのポイント
今日の作業現場においては、機械による切削加工の多くは、マシニングセンターやＣＮＣ旋

盤などを使用し、次々に金属の切削加工が行われている。ＣＡＤにより図面を作成し、ＣＡＭ

によって加工プログラムが作成され、そのプログラムによって工作機械が加工を行い、品物が

完成している。しかし、このような中でも、汎用旋盤を使う高度な技術を持つ技術者が求めら

れている。工業高校で機械を学ぶ生徒が、金属の切削加工を学び、体験し、技術を身につける

工作機械の一つが旋盤である。

本授業は、まず安全作業について理解させる。旋盤の基本操作を身につけさせ、金属の切削

加工を体験、習得させる。これからの授業において、精度よく加工、加工の仕上がり面、様々

な加工技術を身につけさせ、金属切削加工のスキルを身につけ、これにより、エンジニアとし

て、製品を創造していくための基礎とする。

４．指導のポイント

（１）実習工場での危険を考え、安全について十分指導を行い実習に入る。

（２）緊急事態の時の対応を最初に指導を行う。危険と思われることについては、事前に該当

箇所を示しておく。

（３）各作業に入る前は、必ず、見本の操作を示し、生徒が理解した上で作業を行わせる。

中途半端な理解で操作をさせない。

（４）切削中は振動の有無、音など注意して作業を、行うように指導する。

（５）同じ条件で切削した、それぞれの生徒の作品の切削面を比較させ、バイトの取付けや刃

の状態の影響を説明する。

５．その他のポイント
製品を作っていく上で、一番多く使用する工作機械が旋盤と考えられる。旋盤による切削加

工のスキルは、ものづくりではとても大切なものである。必ず身につけなければならないとい

うことを理解させて授業に入る。さらに、興味のある生徒には、ものづくりコンテスト旋盤作

業部門があることも説明する。ものづくりコンテストでは、寸法許容差を 1/100mm ～ 3/100mm

の範囲の中に入れなければならないことも説明し、作品を示す。
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実証授業

【導入】

(1)金属の切削方法

(2)工作機械作業の一般注意事項

・金属の切削方法を紹介する。

・ものづくりコンテストでつくられた作品

を見せ、興味を持たせる。

・旋盤による切削加工のスキルの重要性を

理解させる。

・安全第一を徹底する。

【展開】

(1) 旋盤作業のあらまし

・旋盤主要部の構造・機能

・旋盤用バイト

・切削速度と回転速度

・安全作業について

・実際の旋盤を示して説明していく。

・旋盤での危険作業を説明、理解させる。

【展開】

(2)基本操作

・操作練習

各ハンドルの操作

・作業前の点検・注油

・回転速度の変換と始動・停止

・職員が操作の見本を見せ、生徒が理解して、

作業開始とする。

【展開】

(3)旋盤作業

・バイトの取付け

・工作物の取付け

・心立て

・外丸削り

・工作物の取り付けを確実に行わせる。

・チャックハンドルを付けたままでの作業の、

危険性を理解させる。
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バイトの取り付け 工作物の取り付け

切削 実習風景

【展開】

(4)清掃と手入れ

・掃除、注油、点検

・掃除の必要性と、ポイントを理解させる。

・切りくずの取扱いを注意して、作業にはいる。

【整理】

(1)振り返り

(2)旋盤基本操作と外丸切削について

※授業後の生徒の感想

・旋盤で、金属が簡単に削れてすごいと思った。

・とても正確に削ることができる便利な機械だと思いました。

・危険があるので、最初から最後まで集中力が重要なことだと思いました。

・工作物の寸法が、ピタッとあったときはうれしかったです。

・バイトの取付で、高さを合わせるのが難しかったです。高さが合っていないと、き

れいに削れないので難しかったです。



- 184 -

＜商業高校での実施形態＞

商業高校学習指導案１

【商業科】体験的学習「学級マーケット」の学習指導案
体験学習 実施例イメージとの対応（４４頁 図４－２３）

実施例３ ・学級マーケット 「接遇とは」
スキル１ ・接遇の基礎を習得する。

・服装、表情、姿勢、態度・動作、言葉遣いについて
１．指導目標（体験学習の要素とねらい）

(1)接遇態度の基礎を習得する。

(2)学んだ知識を掘り下げ、これを分析して、その結果から更に望ましい接遇態度を導きだす

ことができるためのきっかけづくりをめざす。

２．指導項目・内容
科目としての学習内容 コミュニケーション能力

創造学習への展開例 学級マーケットに適した接遇について考察する。

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 接遇態度とは １０ ・お客様の立場に立った接遇態度につい

入 て理解させる。

(1)身だしなみについて ８０ ・男性販売員の場合と女性販売員の場合

・頭髪 とを分けて説明することが大切である。

・エプロン

・ネームタグの付け方

・ズボン・スカート

・靴下

・靴

展 (2)好感を持てる話し方について ・実際に教員がお手本を見せることが大

開 明るい声、抑揚、口調、態度・動作 切である。

笑顔をそえて話す

目を見て話す

誠意を持って話す

(3)礼法指導 ・会釈は「かしこまりました」のときな

・会釈 どの軽いおじぎ

・敬礼 上体をたおす角度→ 15 度

・最敬礼 ・敬礼は「いらっしゃいませ」のときな

どの丁寧なおじぎ

上体をたおす角度→ 30 度

・最敬礼は「ありがとうございました」

のときの最も丁寧なおじぎ

上体をたおす角度→ 45 度

(4)礼法実習

・グループに分かれて練習する。 ・お互い、積極的な意見交換をする。

整 本時のまとめ １０ ・売り場における接遇態度について

理 次回予告 ・ロールプレイングを実施する。

評価規準（例） ｽﾃｯﾌﾟ B アの④ イの③ ウの③ エの③

評価方法（例） 観察、出席状況、日誌、評価表

備 考 導入可能な科目

「ビジネス基礎」、「課題研究」、「総合実践」
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３．知的財産教育としてポイント
接遇態度などのビジネスマナーについての学びは、単なるビジネス社会における常識を身に

つけることだけではなく、自らの行動や態度の変化ならびにビジネス社会に対する意識変容を

目的としているところが大きい。

また、「マナー体験」を通じた、意見交換・情報共有は、自らの行動や態度ならびにビジネス

社会に対する考え方について再検討する機会を得ることだけにとどまらず、自らの人間的成長

や自己実現に結びつけるきっかけづくりになることも期待できる。

本授業は、知的財産教育を学ぶ上で必要なスキル、つまり体験から学び、その後の行動（チ

ャレンジ、創造）へと結びつけていくスキルを習得させるために、一般化されている理論を基

にした体験から、学びを掘り下げ、これを分析し、その結果から次の行動（チャレンジ、創造）

の方向性を見つけさせることをねらいとしている。

４．指導上のポイント

(1) ビジネス社会で実践されているテーマを設定することにより、生徒の興味・関心を高める

ことが期待できる。そのため、指導者は生徒の実態に応じた素材選びに留意する必要がある。

(2) 礼法実習をグループで学ばせることで次のような学習環境を提供することができる。

・気づきの機会を多く提供できる。

・模倣するチャンスを多く提供できる。

・礼法がうまくできないのは自分だけではないということが理解でき、たとえ得策を得

ることができなくとも、不安とつきあえる機会を提供できる。

※このようなグループ学習の教育性をフルに活用することによって、生徒のアイディア創

出能力を高めることが期待できる。

(3) 体験学習のテーマ設定は指導者の興味のあるビジネステーマを設定する方が楽しく実施で

きる傾向にある。

(4) 生徒自身が自ら進んで取り組む活動にすることが大切である。そのため指導者は、生徒自

身が「自分の質を高める何かを得ることができた」と感じてもらえる指導方法を身につける

ことが大事である。

５．その他のポイント
時間に余裕があれば、各自が学習した内容をクラス全体で発表する機会を設けるとさらなる

効果が期待できる。なぜならば、考えをフィードバックすることは、自分の考えを相手にどの

ように受け止められたかを理解でき、自分の思いや気持ちを再確認できるからである。
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実証授業

【導入】

接遇態度とは

お客様の立場に立った接遇態度について

理解させる。

【展開】

好感を持てる話し方について

明るい声、抑揚、口調、態度・動作

実際に教員がお手本を見せることが大切

である。

【展開】

好感を持てる話し方について

目を見て話す、誠意を持って話す。
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【展開】

礼法指導

会釈、敬礼、最敬礼の説明

【展開】

礼法実習

会釈は「かしこまりました」のときなど

の軽いおじぎ

上体をたおす角度→ 15 度

敬礼は「いらっしゃいませ」のときなど

の丁寧なおじぎ

上体をたおす角度→ 30 度

最敬礼は「ありがとうございました」のとき

の最も丁寧なおじぎ

上体をたおす角度→ 45 度

【整理】

本時のまとめ
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商業高校学習指導案２

【商業科】体験的学習「学級マーケット」の学習指導案

体験学習 実施例イメージとの対応（４４頁 図４－２３）
実施例４ ・商品開発の重要性について
スキル２ ・外部講師による講演会
１．指導目標（体験学習の要素とねらい）

(1)実社会において開発商品が販売されるまでの過程を学ぶ。

(2)プロの視点から見た商品開発のポイントを学習する。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 商品開発の重要性について

創造学習への展開例 学級マーケットにおける新商品を企画する。

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 本時の目的 １０ ・実際の商品開発では知的財産権を無視

入 講師の紹介 しては進められないことを指導する。

(1)講演 ８０ ・ワークシートを活用しメモをさせなが

開発前のプロセスについて ら、講演を聞かせる。

・新商品を開発した動機について

・事前調査について

・開発前までの苦労点

開発途中のプロセスについて ・講演途中に、生徒の取り組み状況を確

・製造過程の苦労点 認する。

展 ・ネーミング決定の苦労点

・商標権取得までのプロセスについて

開 開発後のプロセスについて

・販売時の苦労点

・今後の目標

(2)質疑応答 ・貴重な機会であるため、積極的に質問

・生徒からの質問を受け付ける させることを促す。

(3)お礼の言葉 ・クラス代表の生徒にお礼の言葉を述べ

・生徒代表によるお礼の言葉を述べる させる。

(4)レポート作成 ・ワークシートのメモをもとに、レポー

・講演会で学んだことについて、レポー トを作成させる。

トを作成させる。

整 本時のまとめ １０

理 次回予告

評価規準（例） ｽﾃｯﾌﾟＣ アの② イの③ ウの② エの②

評価方法（例） レポート、感想文、観察、出席状況

備 考 導入可能な科目

「商品と流通」、「課題研究」
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３．知的財産教育としてポイント

・実際の商品開発では、知的財産権を無視しては進められないことを講演を通じて実感させ

ることが重要である。

４．指導上のポイント

(1) 講演会の効果

・興味を持って取り組める

→意欲が高まり、望ましい態度の育成につながる。

・実感できる

→実践力や創作意欲につながる。

(2) 教師が講演会を行う上で配慮すべきこと

・指導目的に合致したテーマを設定し、講師を依頼すること。

・講演会を実施することが目的ではなく、学習した内容をその後の授業に結びつけることで

はじめて講演会の効果が現れるため、講演会をやりっぱなしで終わらせるのではなく、目

的との関連づけに留意する。

５．その他のポイント
・レポートの作成後、発表する機会があれば、知識をクラス全員で共有することができる。
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実証授業

【導入】

本時の学習について説明

実際の商品開発では知的財産権を無視

してはすすめられないことを強調する。

【展開】

講演

開発前のプロセスについて説明中

【展開】

講演

開発途中のプロセスについて説明中
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【展開】

講演

開発後のプロセスについて説明中

・販売時の苦労点

・今後の目標

【展開】

質疑応答

質疑応答の様子

【展開】

レポートの作成
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商業高校学習指導案３

【商業】体験的学習「学級マーケット」の学習指導案

体験学習 実施例イメージとの対応（４４頁 図４－２３）
実施例４ ・学級マーケット 「商品開発の重要性について」
スキル３ ・商品の調査研究

１．指導目標（体験学習の要素とねらい）

(1)地域の特産品を調査し、その調査結果から分析する手法を身につける。

２．指導項目・内容

科目としての学習内容 商品調査

創造学習への展開例 学級マーケットにおける新商品を企画する。

指導項目・内容 時間 指導上の留意点

（分）

導 (1)前時までの復習 １０ （課題）

(2)本時の学習について説明 「地域にはどのような特産品が存在して

入 いるかを調査し、それがどのように地

域振興に貢献しているかを研究しよう」

(1)班分け ８０

(2)調査方法の決定 調査方法（例）

・インターネットで調べる。

・図書室にて書籍で調べる。

(3)調査開始 ・市町村役場や商工会への問い合わせる。

・製造メーカーへの問い合わせる等。

展

(4)調査結果の検討とまとめ作業 ・調査をとおしての感想もまとめさせる

開 とよい。

・今後の展望や課題についてもまとめさ

(5)発表 せるとよい。

調査結果を発表し、クラスで話し合う

(6)ふりかえりと分かち合い

意見交換をして、調査結果を全員で

共有する。

整 本時のまとめ １０ 地域の特産品における商標登録の現状を

次回予告 ＩＰＤＬを活用して調査する。

理

評価規準（例） ｽﾃｯﾌﾟ D アの② イの② ウの② エの③

評価方法（例） レポート、観察、出席状況、相互評価

導入可能な科目

備 考 「商品と流通」、「課題研究」
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３．知的財産教育としてポイント
アイディア創出時における大切なプロセスの一つとして、様々な課題に対して、客観的なデ

ータから現状を鮮明にとらえて、そのデータとのかかわりの中から、問題解決のための手段や

方法、または知識や技術を生み出すことがある。

たとえば、調査結果から、新たなアイディアを発見する事もあれば、調査結果のデータを分

析するプロセスから、新たなアイディアを発見することも考えられる。

本授業では商品調査というテーマで、課題を科学的に捉える手法を身につけることを目的と

している。

４．指導上のポイント

（１）調査学習の利点は、科学的なデータによって、ニーズを明確にできるところである。

（２）調査学習を実践することにより、自分では知っているつもりでも、改めて調べてみると

新たな発見がたくさんあることに気がつく生徒が多い傾向がある。

（３）新たな発見により、生徒が主体的に活動するきっかけが育まれることが多い傾向がある。

（４）現実に発生していることがデータとして現れてくるので、生徒の興味、関心が高まり

取り組む意欲が高まる傾向がある。

５．その他のポイント
調査結果や分析における生徒の努力を認め、今後の取り組みについて方向性を示すことによ

り生徒の意欲をさらに高めることが可能となる。
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実証授業

【導入】

本時の学習について説明

（ 課 題 ）

「地域にはどのような特産品が存在

しているかを調査し、それがどの

ように地域振興に貢献しているか

を研究しよう」

【展開】

班分け

【展開】

調査方法の決定

調査方法（例）

・インターネットで調べる。

・図書室にて書籍で調べる。

・市町村役場や商工会への問い合わせる。

・製造メーカーへの問い合わせる等。
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【展開】

調査結果の検討とまとめ作業

・調査をとおしての感想もまとめさせる

とよい。

・今後の展望や課題についてもまとめさ

せるとよい。

【展開】

調査結果を発表

【整理】

本時のまとめ



- 196 -

７ 付録（資料）

(1) 知的財産権学習（特許権） 考査問題例

『知的財産』

( )番 氏名( ) 得点 点

１．次の文中の（ ）内に、下の語群より適切な語句を選び、文章を完成させなさい。ただし、同じ語句を２回以

上使用してもかまいません。

（１） 産業財産権には（ ）権、（ ）権、（ ）権、（ ）権の四つがありま

す。

（２） 特許法第１条・・・この法律は、発明の（ ）及び利用を図ることにより、発明を（ ）

し、もって（ ）の発達に寄与することを目的とします。

（３） 特許法では「発明」を、（ ）を利用した（ ）の（ ）のうち（ ）

のものと定義しています。

（４） 「特許を受けることができる発明」について、特許法に定められている主な条件のことを（ ）

といいます。

（５） 特許制度では、審査主義を採用していますが、実用新案制度では（ ）主義を採用しています。

（６） 発明を発掘するためには、（ ） → 解決しようとする課題 → 課題を解決するための着想

→ （ ） ＝ 発明という一連の流れをイメージするのがコツです。

（７） わが国の特許制度は、（ ）創造活動の成果を法的に保護するとともに、最新の情報を提供して新

たな（ ）創造活動を生み出すことを促し、私たちの生活を実り豊かなものにしていくことで（

）を発展させることを目的としてます。

（８） 特許は出願しただけでは権利を取得することはできません。出願すると、（ ）審査がなされ、出

願から（ ）年以内に出願審査請求をすると（ ）審査が行われます。（ ）審

査の結果、特許の要件を満たしていると判断されると（ ）査定がなされ、所定の特許料が納付

された後、原簿に登録されて特許権が成立します。そして、特許の要件を満たしていないものは（

）されます。

語群

特許 知的 特許庁 方式 書面 ３ 実体 ２０ 拒絶 無審査 実用新案 従来技術 意匠 解決手段

商標 承継人 保護 出願人 奨励 産業 自然法則 実施 技術的思想 創作 パソコン 高度 特許要件

信用

２．特許法上の「発明」に該当しない例をあげている。該当しない理由を書きなさい。ただし、理由は“自然法則

を利用していない”、“技術的思想がない”、“創作でない”、の三つとする。

（１）エックス線の発見 → （ ）

（２）フォークボールの投球方法 → （ ）

（３）永久機関 → （ ）

（４）ベンゼン環の構造の解明 → （ ）

（５）絵画・彫刻 → （ ）
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（６）ゲームのルール → （ ）

（７）万有引力の法則 → （ ）

３．発明発掘の例として携帯電話機の改良について、下の（ア）～（エ）の文の中から対応するものをえらび、そ

の記号を（ ）の中に記入しなさい。

従来技術 → 解決課題 → 課題解決のための着想 → 解決手段＝発明

携帯電話機の例 （ ） → （ ） → （ ） → （ ）

（ア）アンテナ部の改良 （イ）雑音が多い

（ウ）素材 P の採用（雑音を少なくできる） （エ）雑音を少なく

４．事前手続きの目的についての説明である。（ ）に該当する記号を記入しなさい。

目的

（１）識別番号付与請求書（ ） Ａ：パソコン出願のための専用ソフト入手

（２）電子出願プログラムのダウンロード（ ） Ｂ：共同利用パソコンの使用登録

（３）電子情報処理組織使用届（ ） Ｃ：パソコン、パソコン管理者等届け出

（４）予納届（ ） Ｄ：出願人の住所、氏名、印鑑等の登録

（５）特許電子出願共同利用端末機器使用者登録届書（ ） Ｅ：出願手数料の支払

５．知的財産に関する以下の問で、正しい答えの記号に○を付けなさい。

（１） パンにカビが生えないようにするアイディアは、何を利用していますか。

ア 乳酸菌 イ ワサビ ウ 銀イオン エ 石灰 オ イオウ

（２） ヘリコプターの原理を思いついた人物は誰ですか。

ア ガリレオ イ ワット ウ レオナルド・ダ・ヴィンチ エ エジソン

（３） 世界で最初の特許法である「発明者条例」により、「揚水機」の特許権を取得した人物は誰ですか。

ア ガリレオ イ ワット ウ レオナルド・ダ・ヴィンチ エ エジソン

（４） 「浅瀬を航行するための船の構造」の特許を取得したアメリカ大統領は誰ですか。

ア リンカーン イ ニクソン ウ ワシントン エ ケネディ オ フォード

（５） 欧米の特許制度を日本に紹介した人物は誰ですか。

ア 前田正名 イ 髙橋是清 ウ 福沢諭吉 エ 西郷隆盛 オ 坂本龍馬

（６） 日本で最初の特許は何に関する権利でしたか。

ア 自動織機 イ 切傷の薬 ウ さび止め塗料 エ 紡績機 オ ビタミン

（７） 故安藤百福氏はどんな世界的発明をした人物ですか。

ア 即席面 イ ナイロン ウ 味の素 エ LED オ 真珠の養殖

（８） 研究開発→特許権の取得→特許料の回収（収入）→研究開発の循環サイクルを何サイクルといいますか。

ア 特許サイクル イ 知財サイクル ウ 知的創造サイクル エ 発明サイクル

（９） 特許を取得するための出願書類はどこの提出すればよいのですか。

ア 文化庁 イ 県庁 ウ 市役所 エ 特許庁 オ 経済産業省

（10） 愛媛県出身で、日本で初めて模型飛行機の滑空に成功した人物は誰ですか。

ア 宮内忠八 イ 源内忠八 ウ 二宮忠八 エ 村上忠八 オ 谷忠八
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（ 解 答 ）

『知的財産』

１．

（１） 特許、実用新案、意匠、商標

（２） 保護、奨励、産業

（３） 自然法則、技術的思想、創作、高度

（４） 特許要件

（５） 無審査

（６） 従来技術、解決手段

（７） 知的、知的、産業

（８） 方式、３、実体、実体、特許、拒絶

２．

（１）創作でない

（２）技術的思想がない

（３）自然法則を利用していない

（４）創作でない

（５）技術的思想がない

（６）自然法則を利用していない

（７）自然法則を利用していない

３．

携帯電話機の例 （ イ ） → （ エ ） → （ ア ） → （ ウ ）

４．事前手続きの目的についての説明である。（ ）に該当する記号を記入しなさい。

（１）Ｄ （２）Ａ （３）Ｃ （４）Ｅ （５）Ｂ

５．

（１） イ ワサビ

（２） ウ レオナルド・ダ・ヴィンチ

（３） ア ガリレオ

（４） ア リンカーン

（５） ウ 福沢諭吉

（６） ウ さび止め塗料

（７） ア 即席面

（８） ウ 知的創造サイクル

（９） エ 特許庁

（10） ウ 二宮忠八



- 199 -

(2)学校設定科目「知的財産」シラバス（例）

教 科 科 目 科・系・学年 単位数 履修・授業形態

工業 知的財産 電子機械科１年 １単位 必修・選択 講義・実習

使用教科書 産業財産権標準テキスト（特許編） 副教材 産業財産権標準テキスト（総合編）

（出版社） （（独）工業所有権情報・研修館） （（独）工業所有権情報・研修館）

産業財産権を中心とした知的財産の基礎的・基本的な知識と技術を習得し、現代社会

科目の目標 における知的財産の意義や役割を理解するとともに、産業の発展を図る創造的な能力や

実際に活用する能力と態度を身に付ける。

学習上の 創造力を豊かにし、アイディア 評価 教師による観察、ノート、感想文、定期考査、

を形にして特許などの権利を取得 方法 ワークシート、レポート、作品、ポートフォ

アドバイス するための基礎的な学習です。 リオ、発表、出席状況等の総合評価

学期 月 単 元 学 習 内 容 学習の方法 【評価の観点】

４ 第一章 (1) 何を学ぶのか ・学習内容を理解する。【Ｄ】

はじめに (2) 社会が求める人材 ・求められる人材を知る。【Ｄ】

一 第二章 (1) 発明の歴史 ・人類の進化とものづくり・発明の関

５ 人間とものづく (2) 先人に学ぶ 係を理解する。【Ｄ】

りと発明 (3) 先輩に学ぶ ・特許になる発明とは何かを理解する。

学 (4) 身の回りの発明品 【Ｂ】

６ 第三章 (1) 産業財産権のいろいろ ・産業財産権には、特許権、実用新案

期 知的財産権制度 権、意匠権、商標権があることを理解

第四章 (1) ものづくりと数学 する。【Ａ・Ｄ】

創造力の源 (2) 発想とものづくり ・創造力を高めるためには学校での学

７ 習活動が大切であることを知る。【Ｄ】

第五章 (1) 常識を打ち破る ・新しいアイディアを創出する手法と意

創造技法 欲を身に付ける。【Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ】

９ －発散技法－ (1) 強制連想法 ・オズボーンのチェックリスト、ブレー

(2) 自由連想法 ンストーミング、要素分解・組立法を

二 (3) 要素分解・組立法 理解し活用できる。【Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ】

１０ (4) 発明家の発想法に学ぶ ・ヒット商品開発秘話を知り、ものづ

くりの意欲を高める。【Ａ】

学 －収束技法－ (1) ＫＪ法 ・ＫＪ法、マインドマップを理解し、活

１１ (2) マインドマップ 用できる。【Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ】

第六章 (1) 紙のタワーで高さを競う ・発明・創意工夫する意欲を身に付け

期 １２ 創意工夫演習 (2) 新型歯ブラシの開発 る。【Ａ・Ｂ・Ｃ】

(3) 新型ゼムクリップの開発

１ 第七章 (1) テキスト検索 ・特許情報に関する基礎知識を身に付

特許電子図書館 (2) 国際特許分類 けたり、特許電子図書館で簡単な検索

三 をする。【Ａ・Ｃ・D】

２ 第八章 (1) 創業者の発明人生 ・願書、特許請求の範囲、明細書、図

学 専門家に学ぶ (2) 弁理士に学ぶ 面、要約書の書き方を理解する。【Ｄ】

(3) 企業の知的財産管理 ・日本の知的財産戦略や特許戦争につ

期 ３ いて世界の現状を知る。【Ａ・Ｂ】

第九章 (1) 日本の未来を創る ・発想豊かでものづくりのできる工業

日本の知的財産 (2) 私たちの進む道 人を目指す意欲を身に付ける。【Ａ】

評価の観点 【Ａ】関心・意欲・態度 【Ｂ】思考・判断 【Ｃ】技能・表現 【Ｄ】知識・理解
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